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京
都
第
九
九
册

(二
〇
二
四
)
：
二
二
三
-二
八
〇
頁

嶽
麓
書
院
�
藏
鯵
︽
秦
律
令

(貳
)︾
譯
�
稿

そ
の

(二
)

｢秦
漢
法
制
�
料
の
硏
究
﹂
班

飯
田

祥
子
・
內
山

崚
・
魏

星

齋
�

賢
・
杉
村

伸
二
・
髙
田
�
々
子

畑
野

吉
則
・
宮
宅

�

凡
例本

稿
は
︑﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(伍
)
﹄
(上
海
世
紀
出
版
集
團
・
上
海
辭
書
出
版

社
︑
二
〇
一
七
︑
以
下
︑﹁
嶽
麓
︹
伍
︺﹂
と
略
稱
)
に
收
め
ら
れ
た
秦
代
の
法
律
條

�
︑
す
な
わ
ち
︽
秦
律
令

(貳
)
︾
の
︑
第
一
組
～
第
二
組
の
一
部

(73
～
137
鯵
)

の
譯
�
で
あ
る
︒

・
釋
�

原
則
と
し
て
嶽
麓
︹
伍
︺
の
釋
�
・
�
列
に
從
い
つ
つ
︑
圖
版
に
據
り
訂
正

す
べ
き
釋
字
は
改
め
た
︒
嶽
麓
︹
伍
︺
の
釋
�
は
重
�
符
號
の
附
さ
れ
た
�
字

に
つ
い
て
︑
同
じ
�
字
を
繰
り
�
す
か
た
ち
に
改
め
て
あ
る
が
︑
本
譯
�
稿
で

は
﹁

＝

﹂
と
い
う
記
號
に
よ
り
重
�
符
號
を
示
し
た
︒
�
中
に
書
き
�
ま
れ
た

鈎
型
の
符
號
も
︑﹁┐

﹂
と
い
う
記
號
で
示
し
て
あ
る
︒
複
數
の
鯵
か
ら
成
る

條
�
に
お
い
て
も
︑
釋
�
は
鯵
ご
と
に
區
切
り
︑
各
鯵
の
末
尾
に
整
理
番
號
︑

さ
ら
に
括
弧
に
入
れ
て
原
鯵
番
號
を
記
し
た
︒

そ
の
他
︑
釋
�
中
の
記
號
の
用
法
は
基
本
�
に
�
揭
書
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ

る
︒

〼
：
鯵
の
斷
裂
︑
た
だ
し
�
字
が
缺
け
て
い
な
い
と
き
に
は
用
い
な
い
︒

□
：
一
字
不
�
︒

⁝
：
字
跡
な
ら
び
に
�
字
數
不
�
︒

字
：
斷
片
�
な
墨
跡
か
ら
!
讀
し
た
�
字
︒

【
︼
：
墨
跡
は
見
え
な
い
が
內
容
か
ら
補
っ
た
�
字
︒

〖

〗
：
�
例
か
ら
補
っ
た
脫
字
︒

(
)
：
$
假
字
︒
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〈
﹀
：
(
字
︒

[
﹈
：
衍
字
︒

・
�

�
釋
の
な
か
で
︑
張
家
山
漢
鯵
﹁
二
年
律
令
﹂
の
條
�
が
參
考
に
な
る
場
合

は
︑
*
の
譯
�
を
﹁
二
年
律
令
譯
�
﹂
と
呼
ん
で
そ
の
�
說
を
紹
介
し
た
︒
關

連
�
料
に
つ
い
て
︑
同
譯
�
の
參
照
を
指
示
し
た
箇
�
も
あ
る
︒

冨
谷
至

(
-
)
﹃
江
陵
張
家
山
二
四
七
號
墓
出
土
漢
律
令
の
硏
究
﹄
(
.
友

書
店
︑
二
〇
〇
六
)

ま
た
�
に
擧
げ
た
用
例
・
參
考
�
料
の
う
ち
︑
出
土
�
字
�
料
の
出
典
・
引

用
略
號
に
つ
い
て
は
左
記
の
$
り
︒

睡
虎
地
秦
鯵
：﹁
睡
虎
地
秦
鯵
﹂
の
名
は
省
略
し
︑﹁
-
年
記
﹂﹁
秦
律
十
八

種
﹂﹁
效
律
﹂﹁
秦
律
雜
抄
﹂﹁
法
律
答
問
﹂﹁
封
診
式
﹂﹁
日
書
甲

種
﹂
と
い
う
各
グ
ル
ー
プ
の
呼
稱
の
み
を
擧
げ
︑
鯵
番
號
を
附
し

た
︒
鯵
番
號
は
﹃
睡
虎
地
秦
墓
竹
鯵
﹄
(
�
物
出
版
社
︑
一
九
九
〇
)

に
據
っ
た
︒
ま
た
釋
�
の
一
部
を
﹃
秦
鯵
牘
合
集
﹄
(武
漢
大
學
出

版
社
︑
二
〇
一
四
)
に
據
り
改
め
た
︒

龍
崗
秦
鯵
：﹃
龍
崗
秦
鯵
﹄
(中
華
書
局
︑
二
〇
〇
一
)
の
鯵
番
號
に
據
っ
た
︒

ま
た
釋
�
の
一
部
を
﹃
秦
鯵
牘
合
集
﹄
(武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇

一
四
)
に
據
り
改
め
た
︒

里
耶
秦
鯵
：﹃
里
耶
秦
鯵
﹄︹
壹
︺
(
�
物
出
版
社
︑
二
〇
一
二
)
︑
同
︹
貳
︺
(二

〇
一
七
)
︑
お
よ
び
﹃
湖
南
出
土
鯵
牘
/
-
﹄
(嶽
麓
書
社
︑
二
〇
一

三
)
の
釋
�
︑
鯵
番
號
に
據
り
つ
つ
︑
一
部
を
﹃
里
耶
秦
鯵
牘
校

釋
﹄︹
第
一
卷
︺
(武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
二
)
︑
同
︹
第
二
卷
︺

(武
漢
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
八
)
︑﹃
里
耶
秦
鯵
0
物
館
藏
秦
鯵
﹄

(中
西
書
局
︑
二
〇
一
六
)
に
據
り
改
め
た
︒

嶽
麓
書
院
�
藏
鯵
：﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(壹
)
﹄
(上
海
辭
書
出
版
社
︑
二
〇
一

〇
)
は
﹁
嶽
麓
︹
壹
︺﹂
と
し
︑
同
書
が
2
用
す
る
整
理
番
號
を

附
し
た
︒﹃
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(貳
)
﹄
以
下
も
同
樣
で
あ
る
︒

張
家
山
漢
鯵

(二
四
七
號
墓
)
：﹁
張
家
山
漢
鯵
﹂
の
名
は
省
略
し
︑﹁
二
年
律

令
﹂﹁
奏
讞
書
﹂
と
い
う
呼
稱
の
み
を
擧
げ
た
︒
釋
�
は
﹃
張
家

山
漢
墓
竹
鯵
︹
二
四
七
號
墓
︺﹄
(
�
物
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
)
と

﹃
二
年
律
令
與
奏
讞
書
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
七
)
と
を
4

せ
て
參
照
し
た
︒﹁
奏
讞
書
﹂
に
つ
い
て
は
鯵
番
號
と
共
に
案
例

番
號
も
附
記
し
た
︒

張
家
山
漢
鯵

(三
三
六
號
墓
)
：﹃
張
家
山
漢
墓
竹
鯵
︹
三
三
六
號
墓
︺﹄
(
�
物

出
版
社
︑
二
〇
二
二
)
の
釋
�
に
據
り
︑﹁
功
令
﹂﹁
漢
律
十
六
違
﹂

と
い
う
呼
稱
を
附
し
て
鯵
番
號
を
擧
げ
た
︒

胡
家
草
場
漢
鯵
：﹃
荊
州
胡
家
草
場
西
漢
鯵
牘
/
粹
﹄
(
�
物
出
版
社
︑
二
〇
二

一
)
の
釋
�
に
據
り
︑﹁
胡
家
草
場
漢
鯵
﹂
と
し
て
同
書
の
鯵
番

號
を
擧
げ
た
︒

居
5
漢
鯵
：
居
5
舊
鯵
に
つ
い
て
は
﹃
居
5
漢
鯵
釋
�
合
校
﹄
(
�
物
出
版
社
︑

一
九
八
七
)
の
鯵
番
號
を
擧
げ
︑
出
土
地
等
は
省
略
し
た
︒
居
5

怨
鯵
は
﹃
居
5
怨
鯵

甲
渠
候
官
與
第
四
燧
﹄
(
�
物
出
版
社
︑
一

九
九
〇
)
の
鯵
番
號

(
E
P
T
～
︑
E
P
F
～
︑
等
)
を
擧
げ
た
︒

懸
泉
置
漢
鯵
：﹃
敦
煌
懸
泉
漢
鯵
釋
粹
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
)
︑

﹃
懸
泉
漢
鯵
﹄
(壹
)
～
(
叁
)
(中
西
書
局
︑
二
〇
一
九
～
二
〇
二
三
)

の
釋
�
・
原
鯵
番
號
を
擧
げ
︑﹃
釋
粹
﹄
�
收
の
鯵
に
つ
い
て
は

同
書
が
6
宜
�
に
與
え
た
-
號
を
﹁
粹
～
﹂
と
い
う
か
た
ち
で

附
記
し
た
︒

虎
溪
山
漢
鯵
：﹃
沅
陵
虎
溪
山
一
號
漢
墓
﹄
(
�
物
出
版
社
︑
二
〇
二
〇
)
の
釋

�
に
從
い
︑
そ
の
分
類
と
整
理
番
號
と
を
擧
げ
た
︒
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《
七
三
～
七
五
︾

●
泰
山
守
①

言
︑
怨
黔
首
②

不
:
③

昌
等
夫
妻
盜
︑
耐
爲
鬼
怨

(薪
)
白
粲
︑
子

當
爲
收
④

︑
柀
⑤

<
嬰
兒
⑥

未
可
事
⑦

︑
不
能
自
食
⑧

︒

73

(
1
1
1
4
)

別
傳
輸
⑨

之
︑
恐
行
死
⑩

︒
議
⑪

︑
令
寄
長
⑫

其
父
母
@
親
�
︑
勿
庸
別
輸
⑬

︒
丞

相
議
︑
年
未
盈
八
歲
者
︑
令
寄
長
其

74

(
0
9
1
8
)

父
母
・
親
�
︒
盈
八
歲
輒
輸
之
⑭

︑
如
令
︒
琅
F
郡
⑮

比
⑯

︒

●
十
三

〼

75

(
1
9
3
5
)

【譯
︼●

泰
山
守
が
申
し
上
げ
る
︒﹁
怨
黔
首
で
あ
る
不
:
の
昌
等
夫
妻
は
盜
罪
を

犯
し
︑
耐
鬼
薪
白
粲
と
さ
れ
︑
子
は
沒
收
す
る
の
に
相
當
す
る
が
︑
一
部
に
は

嬰
兒
で
︑
ま
だ
役
務
に
耐
え
ら
れ
ず
︑
食
糧
を
自
給
で
き
な
い
者
が
い
る
︒
引

き
離
し
て
嬰
兒
を
移
I
す
る
な
ら
ば
︑
移
動
中
に
死
J
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
︒

檢
討
し
た
と
こ
ろ
︑
そ
の
父
母
お
よ
び
親
族
の
も
と
に
ゆ
だ
ね
て
養
育
さ
せ
︑

引
き
離
し
て
移
I
し
な
い
︑
と
な
っ
た
﹂︒
丞
相
が
檢
討
し
た
と
こ
ろ
︑﹁
年
齡

が
八
歲
未
滿
の
場
合
は
︑
そ
の
父
母
・
親
族
の
も
と
に
ゆ
だ
ね
て
養
育
さ
せ
る
︒

八
歲
に
な
っ
た
ら
た
だ
ち
に
移
I
す
る
の
は
︑
令
の
規
定
の
と
お
り
と
す
る
︒

琅
F
郡
は
同
樣
に
す
る
﹂︒

●
十
三

【
�
︼

①
泰
山
守
：
泰
山
郡
の
郡
守
︒﹃
漢
書
﹄
地
理
志
で
は
︑
高
祖
の
設
置
と
さ
れ

る
︒
秦
封
泥
の
﹁
泰
山
司
空
﹂
も
秦
の
泰
山
郡
で
あ
ろ
う
︒

泰﹅

山﹅

郡﹅

︑
高﹅

M﹅

置﹅

︒
屬
兗
州
︒
戶
十
七
萬
二
千
八
十
六
︑
口
七
十
二
萬
六
千

六
百
四
︒
<
工
官
︒
汶
水
出
萊
毋
︑
西
入
濟
︒
縣
二
十
四
︒
(﹃
漢
書
﹄
地
理

志
)

②
怨
黔
首
：
怨
た
に
秦
に
P
屬
す
る
こ
と
に
な
っ
た
民
︒︹
肆
︺
210
～
211
鯵
�

⑨
參
照
︒

③
不
:
：
第
四
S
の
T
︒︹
肆
︺
142
～
146
鯵
�
⑮
參
照
︒

④
耐
爲
鬼
薪
白
粲
︑
子
當
爲
收
：﹁
收
﹂
は
W
親
者
の
罪
に
連
坐
し
て
︑
身
柄

を
官
府
に
沒
收
さ
れ
る
こ
と
︒︹
肆
︺
160
～
162
鯵
�
⑩
參
照
︒
二
年
律
令

に
よ
れ
ば
︑
鬼
薪
の
妻
子
は
沒
收
さ
れ
た
︒

罪
人
完
城
旦
・
鬼﹅

薪﹅

以﹅

上﹅

︑
@
坐
奸
府

(
腐
)
者
︑
皆
收﹅

其﹅

妻﹅

・
子﹅

・
財
・

田
宅
︒
(二
年
律
令
174
)

⑤
柀
：
一
部
分
︒
整
理
者
は
﹁
彼
﹂
に
$
假
さ
せ
る
が
︑﹁
柀
﹂
に
は
割
く
の

Z
が
あ
り
︑
母
集
團
の
う
ち
の
一
部
分
を
い
う
︒︹
肆
︺
264
～
267
鯵
�
③

參
照
︒

□
不
能
自
衣
者
︑
縣
官
衣
之
︑
令
居
其
衣
如
律
然
︒
其
日
未
備
而
柀﹅

入
錢
者
︑

許
之
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
264
)

⑥
嬰
兒
：
[
幼
兒
︒
食
糧
の
荏
給
規
定
で
は
未
成
年
者
の
﹁
小
﹂
と
區
別
さ
れ

る
が
︑
區
別
の
基
準
は
不
�
︒

齊
王
中
子
諸
嬰﹅

兒﹅

小
子
病
︑
召
臣
Z
診
切
其
]
︒
(﹃
�
記
﹄
^
鵲
倉
公
列
傳
)

小
城
旦
・
隸
臣
作
者
︑
_
禾
一
石
`
石
︒
未
能
作
者
︑
_
禾
一
石
︒
小
妾
・

舂
作
者
︑
_
禾
一
石
二
斗
`
斗
︒
未
能
作
者
︑
_
禾
一
石
︒
嬰﹅

兒﹅

之
毋

(無
)
母
者
各
`
石
︒
雖
<
母
而
與
其
母
冗
居
公
者
︑
亦
稟
之
︑
禾
_
`
石
︒

(秦
律
十
八
種
49
～
51
)

●
制
詔
御
�
︑
聞
反
者
子
年
未
盈
十
四
歲
︑
<
辠
爲
城
旦
舂
者
︑
或
嬰﹅

兒﹅

殹

(也
)
︑
尙
b
c
@
毚

(纔
)
能
行
︑
縣
官
戸
皆
令
衣
傅
城
旦
舂
具
︒
其
勿
令

嶽麓書院�藏鯵《秦律令 (貳)》譯�稿 その (二)
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衣
傅
之
︒
丞
相
御
�
e
︑
諸
年
未
盈
十
四
歲
而
<
辠
爲
城
旦
舂
者

(嶽
麓

︹
伍
︺
93
～
94
)

⑦
可
事
：
役
務
に
耐
え
る
︒

●
當
罰
□
戰
痍
左
□
殊
斬
毋
賴
故
徼
︑
□
痍
右
指

(脚
)
斬
筋
不
可
以
行
︑

皆
令
居
縣
︒
它
<
等
比
︒
@
諸
當
戍
故
徼
而
病
不
廖

(
瘳
)
︑
g
不
可
作
︑

毋
賴
於
故
徼
︑
e
傅
︿
傳
﹀
䙴

(

)
居
縣
︑
_
診
︑
<
瘳
可﹅

事﹅

︑
輒
h
詣

署
︑
它
<
等
比
︒
臣
綰
議
︑
其
痍
病
罷
𤵸

(
癃
)
者
作
縣
k
︑
肉
︿
_
﹀
診

令
・
丞
�
︑
<
瘳
︑
h
戍
︒
(嶽
麓
︹
柒
︺
71
～
73
)

諸
當
行
粟
︑
獨
與
□
父
母
居
︑
老
如
睆
老
︑
若
其
父
母
罷
𤵸

(
癃
)
者
︑
皆

勿
行
︒
金
痍
︑
<
□
病
︑
皆
以
爲
罷
𤵸

(
癃
)
︒
可﹅

事﹅

如
睆
老
︒
其
非
從
軍

戰
痍
也
︑
作
縣
官
四
:
︑
不﹅

可﹅

事﹅

︑
勿
事
︒
勿
以
□
眕
瘳
之
令
︑
尉
�
︒

(二
年
律
令
408
～
409
)

〼
罷
𤵸
可﹅

事﹅

七
十
一
人

(
沅
陵
虎
溪
山
一
號
漢
墓
・
計
o
78
)

⑧
自
食
：
食
糧
を
自
給
す
る
︒

黔
首
@
司
寇
・
隱
官
・
除
官
人
居
貲
贖
責

(債
)
或
病
@
雨
不
作
︑
不
能
自﹅

食﹅

者
︑
貸
食
︑
以
p
賈

(價
)
賈

(價
)
︑
令
食
居
作
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
259
～
260
)

□
給
日
@
諸
從
事
縣
官
・
作
縣
官
︑
@
當
戍
故
徼
而
老
病
︻
作
︼
居
縣
︑
坐

妬
入
舂
︑
篤
貧
不
能
自﹅

食﹅

︑
皆
食
縣
官
而
益
展
其
日
以
當
食
︑
如
居
貲
責

(債
)
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
292
～
293
)

⑨
傳
輸
：
リ
レ
ー
式
に
身
柄
を
移
I
す
る
︒︹
肆
︺
232
～
236
鯵
�
⑧
⑨
・︻
解

說
︼
參
照
︒

獄
校
律
曰
︑
略
妻
@
奴
騷
悍
︑
斬
爲
城
旦
︑
當
輸
者
︑
謹
將
之
︑
勿
庸

(用
)
傳
□
︑
到
輸﹅

�
乃
傳﹅

之
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
232
)

⑩
行
死
：
移
動
中
に
死
J
す
る
︒

耿
舒
與
兄
好
畤
侯
弇
書
曰
︑
�
舒
上
書
當
先
擊
閏
︑
糧
雖
難
w
而
兵
馬
得
用
︑

軍
人
數
萬
爭
欲
先
奮
︒
今
壺
頭
悦
不
得
x
︑
大
眾
怫
鬱
行﹅

死﹅

︑
y
可
痛
惜
︒

(﹃
後
漢
書
﹄
馬
z
列
傳
)

〼
□
乘
白
粲
沾
︑
傳﹅

輸﹅


陵
︑
行﹅

死﹅

不
到
︒
(
里
耶
秦
鯵
⑨
1
3
2
2
)

●
�
凡
行﹅

k﹅

物﹅

故﹅

卒
八
人

(
居
5
漢
鯵

2
8
3・
3
2+

2
8
3・
1
2
)

⑪
議
：
檢
討
す
る
︑
ま
た
檢
討
の
結
果
を
記
し
た
�
書
︒︹
肆
︺
318
～
320
鯵
�

①
・︹
肆
︺
381
～
382
鯵
�
⑪
參
照
︒
こ
こ
で
は
泰
山
郡
か
ら
の
上
言
の
な

か
に
︑
郡
で
の
檢
討
結
果
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

●
令
曰
︑
南﹅

陽﹅

守﹅

言﹅

︑
興

(
？
)
|
捕
辠
人
︑
報
日
封
診
@
它
諸

(？
)
官

□
□
□
□
者
︑
皆
令
得
與
書
�
・
隸
臣
・
它
�
與
捕
|
徒

(缺
鯵
)
〼
□
令

●
丞﹅

相﹅

議﹅

︑
如﹅

南﹅

陽﹅

議﹅

︑
它
<
等
比
︒
︱
︱

(
嶽
麓
︹
伍
︺
300
～
301
)

⑫
寄
長
：
ゆ
だ
ね
て
養
育
さ
せ
る
︒﹁
寄
﹂
は
身
を
よ
せ
る
︑
身
を
ゆ
だ
ね
る
︒

﹁
長
﹂
は
や
し
な
う
︑
養
育
す
る
︒

夫
列
在
萬
乘
而
寄﹅

質
於
齊
︑
名
卑
而
權
輕
︒
(﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
)

父
兮
生
我
︑
母
兮
鞠
我
︑
拊
我
畜
我
︑
長﹅

我
育
我
︒
(﹃
詩
經
﹄
小
~
・
蓼
莪
)

今
秦
破
趙
軍
於
長
p
︑
不
�
以
時
乘
其
振
懼
而
滅
之
︑
畏
而
釋
之
︑
2
得
�

稼
以
益
蓄
積
︑
養
孤
長﹅

幼
以
益
其
眾
︑
繕
治
兵
甲
以
益
其
強
︑
增
城
浚
池
以

益
其
固
︒
(﹃
戰
國
策
﹄
中
山
策
)

⑬
勿
庸
別
輸
：
引
き
離
し
て
移
I
し
て
は
な
ら
な
い
︒﹁
勿
庸
⁝
﹂
は
﹁
以
て

⁝
な
か
れ
﹂
と
理
解
し
た
︒︹
肆
︺
232
～
236
�
⑦
參
照
︒

印
惟
殷
之
G
諸
臣
︑
惟
工
乃
湎
于
酒
︑
勿
庸
殺
之
︒﹇
�
︑
勿
用
法
殺
之
︒﹈

(﹃
書
經
﹄
酒
誥
)

東 方 學 報
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獄
校
律
曰
︑
略
妻
@
奴
騷
悍
︑
斬
爲
城
旦
︑
當
輸
者
︑
謹
將
之
︑
勿﹅

庸﹅

(用﹅

)
傳﹅

□﹅

︑
到
輸
�
乃
傳
之
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
232
)

⑭
盈
八
歲
輒
輸
之
：﹁
歲
﹂
と
﹁
輒
﹂
の
閒
の
右
隅
に
墨
點
が
あ
る
︒

⑮
琅
F
郡
：
郡
名
︒

琅﹅

F﹅

郡﹅

︑
秦﹅

置﹅

︒
厭
曰
填
夷
︒
屬
徐
州
︒
戶
二
十
二
萬
八
千
九
百
六
十
︑
口

一
百
七
萬
九
千
一
百
︒
<
鐵
官
︒
縣
五
十
一
︒
(﹃
漢
書
﹄
地
理
志
)

〼
亥
朔
辛
丑
︑
琅﹅

F﹅

叚

(假
)
︻
守
︼
□
敢
吿
內
�
・
屬
邦
・
郡
守
�
︒
(里

耶
秦
鯵
⑧
6
5
7
)

⑯
琅
F
郡
比
：
琅
F
郡
は
同
樣
に
せ
よ
︒﹁
比
﹂
は
︹
肆
︺
288
鯵
�
③
參
照
︒

【解
說
︼

73
鯵
が
63
鯵
の
背
面
に
映
っ
て
お
り
︑
條
�
同
士
の
位
置
關
係
は
こ
れ
に
よ

り
復
原
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
73
鯵
の
﹁
當
爲
﹂
と
﹁
收
柀
﹂
の
閒
の

空
格
背
面
に
は
楔
形
の
切
り
�
み
が
確
�
で
き
る
︒
-
綴
の
紐
を
か
け
る
た
め

の
契
口
で
あ
ろ
う
︒

本
條
�
は
︑
兩
親
が
共
に
𠛬
徒
と
な
り
︑
本
來
な
ら
沒
收
さ
れ
て
兩
親
と
引

き
離
さ
れ
る
子
供
に
つ
い
て
︑
子
供
が
ご
く
幼
い
場
合
に
は
︑
父
母
や
親
族
に

委
ね
て
養
育
さ
せ
る
こ
と
を
�
め
た
規
定
︒
夫
に
連
坐
し
て
妻
と
子
が
收
人
と

な
る
場
合
は
︑
子
が
幼
少
で
あ
れ
ば
母
子
を
分
離
し
な
か
っ
た
こ
と
が
法
律
答

問
に
み
え
る
︒

隸
臣
將
城
旦
︑
J
之
︑
完
爲
城
旦
︑
收
其
外
妻
・
子
︒
子﹅

小﹅

未﹅

可﹅

別﹅

︑
令﹅

從﹅

母﹅

爲﹅

收﹅

︒
●
可

(何
)
謂
從
母
爲
收
︒
人
固
買

(賣
)
︑
子
小
不
可
別
︑

弗
買

(賣
)
子
母
謂
殹

(也
)
︒
(法
律
答
問
116
)

だ
が
︑
妻
も
盜
罪
を
犯
し
︑
當
人
の
罪
に
よ
り
白
粲
と
さ
れ
た
な
ら
︑
收
人
と

さ
れ
る
場
合
と
衣
な
り
︑
子
と
は
別
の
場
�
に
移
I
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
ち
な

み
に
夫
�
が
共
に
盜
罪
と
さ
れ
る
の
は
︑
夫
の
盜
罪
を
妻
が
知
っ
て
い
な
が
ら

吿
發
し
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
︒

夫
盜
千
錢
︑
妻
�
�
三
百
︑
可

(何
)
以
論
妻
︒
妻
智

(知
)
夫
盜
而
�

之
︑
當
以
三
百
論
爲
盜
︒
不
智

(
知
)
︑
爲
收
︒
(法
律
答
問
14
)

こ
こ
で
は
︑
子
を
引
き
離
す
の
は
問
題
で
あ
る
と
の
提
言
が
泰
山
郡
守
に
よ
り

な
さ
れ
︑
同
時
に
泰
山
郡
で
の
﹁
議
﹂
の
結
果
と
し
て
︑
子
を
父
母
や
親
族
に

委
ね
る
と
い
う
提
案
が
示
さ
れ
る
︒
こ
れ
を
取
り
*
い
だ
丞
相
は
︑
父
母
・
親

族
に
委
ね
る
の
は
八
歲
未
滿
で
あ
る
と
い
う
基
準
を
︑
怨
た
に
�
加
す
る
︒
こ

の
﹁
八
歲
未
滿
﹂
と
い
う
區
分
は
︑
本
條
�
以
外
に
は
見
當
た
ら
な
い
︒
た
と

え
ば
︑
居
5
漢
鯵
に
は
﹁
未
2
男
﹂﹁
2
男
﹂
と
い
っ
た
年
齡
區
分
が
見
え
る

が
︑﹁
2
﹂
は
七
～
十
四
歲
で
あ
る
︒

本
條
�
の
末
尾
に
は
﹁
琅
F
郡
は
比
せ
﹂
と
し
て
︑
こ
の
規
定
が
琅
F
郡
で

も
準
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
附
記
さ
れ
る
︒﹁
它
<
等
比
﹂
と
し
て
︑
同
樣
の

事
例
へ
の
準
用
を
廣
く
指
示
す
る
の
で
は
な
く
︑﹁
琅
F
郡
﹂
に
限
定
さ
れ
て

い
る
理
由
は

︱
︱
泰
山
郡
と
と
も
に
そ
こ
が
﹁
怨
地
﹂
で
あ
る
と
い
う
事
�

な
ど
が
想
定
さ
れ
る
も
の
の
︱
︱

よ
く
分
か
ら
な
い
︒

《
七
六
︾

死
辠
︒
︱
①

76

(
0
0
8
2
)

【譯
︼死

辠
︒

︱

嶽麓書院�藏鯵《秦律令 (貳)》譯�稿 その (二)
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【
�
︼

①
︱
：
下
端
に
縱
線
が
書
か
れ
る
︒
類
例
に
第
一
組
で
は
︹
伍
︺
65
な
ど
が
あ

る
が
︑
こ
れ
ら
は
﹁
●
三

︱
︱
﹂
(︹
伍
︺
65
)
の
よ
う
に
︑
數
字
と
縱

線
を
書
く
︒
縱
線
の
み
は
本
鯵
の
他
に
︹
伍
︺
91
が
あ
る
︒

【解
說
︼

整
理
者
は
�
後
に
缺
鯵
を
想
定
し
︑
こ
の
鯵
の
み
を
こ
こ
に
�
置
す
る
︒
だ

が
︑
第
一
組
の
條
�
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
末
尾
に
數
字
が
記
さ
れ
る
書
式
を
持

ち
︑
本
鯵
を
敢
え
て
こ
こ
に
置
く
理
由
は
定
か
で
な
い
︒

《
七
七
︾

〼
從
人
①

家
|
②

・
舍
人
③

可
以
□
④

三
族
從
人
⑤

者
︒
●
議
︑
令
縣
治
三
族
從
人

者
︑
必

77

(
0
9
0
1
)

【譯
︼⁝

從
人
の
家
|
・
舍
人
⁝
三
族
從
人
⁝
と
す
べ
き
⁝
︒
●
檢
討
し
た
と
こ
ろ
︑

縣
に
三
族
從
人
を
取
り
�
べ
さ
せ
る
場
合
は
︑
必
ず
⁝

【
�
︼

①
從
人
：
舊
六
國
の
荏
�
階
層
に
屬
す
る
秦
へ
の
抵
抗
勢
力
︒︹
肆
︺
383
～
385

鯵
�
①
・︹
伍
︺
13
～
18
鯵
�
②
參
照
︒

②
家
|
：
家
政
の
擔
當
者
︒︹
肆
︺
44
鯵
�
⑤
家
嗇
夫
參
照
︒

③
舍
人
：
私
�
に
召
し
b
え
ら
れ
た
W
侍
︒︹
肆
︺
318
～
320
鯵
�
⑤
︒

④
□
：
左
`
に
﹁
言
﹂
字
が
見
え
︑
整
理
者
は
﹁
論
﹂
で
は
な
い
か
と
す
る
︒

他
に
も
釋
讀
案
は
あ
る
も
の
の
︑
決
め
手
に
缺
け
る
︒

⑤
三
族
從
人
：
不
�
︒
瓜
一
後
︑
秦
で
は
﹁
姓
﹂
字
が
﹁
族
﹂
に
改
め
ら
れ
る

(里
耶
秦
鯵

⑧

4
6
1
)
の
で
︑
こ
の
﹁
三
族
從
人
﹂
は
﹁
三
姓
從
人
﹂
で

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
︒

□
曹

�
令
〼

〼

〼

�
貮
春
・
都
鄕
・
�
陵
・
田
□
□

�
三﹅

族﹅

從﹅

人﹅

讂
〼

〼

|
卒
・
黔
首
@
奴
婢
讂

�
盜
�
發
讂

〼

〼

(
里
耶
秦
鯵
⑨
1
7
0
1+

⑧
3
8
9+

⑧
4
0
4
)

曰
產
曰
族

(里
耶
秦
鯵
⑧
4
6
1
)

【解
說
︼

紀
婷
婷
﹁︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(
柒
)
︾
綴
合
二
則
﹂
(
鯵
帛
網
二
〇
二
二
年
七
_

一
四
日
)
が
︑
本
鯵
と
殘
鯵

(
C
4
.3
-
9
-
1
)
と
の
綴
合
を
指
摘
す
る
︒
こ
れ
に
よ

り
字
畫
が
補
わ
れ
る
も
の
の
︑
釋
讀
に
は
變
�
は
な
い
︒
ま
た
本
鯵
は
︑
內
容

�
に
は
第
一
組
冒
頭
の
﹁
從
人
﹂
關
連
條
�

(︹
伍
︺
13
～
18
︑︹
伍
︺
19
～
29
)

と
の
つ
な
が
り
が
推
測
さ
れ
る
も
の
の
︑
本
鯵
の
墨
跡
が
63
鯵
の
背
面
に
映
っ

て
お
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
整
理
者
は
︑
本
鯵
を
こ
こ
に
�
置
し
て
い
る
︒

內
容
は
︑
も
ち
ろ
ん
﹁
從
人
﹂
に
關
わ
る
も
の
で
は
あ
る
が
︑
詳
細
は
不
詳
︒

そ
こ
に
見
え
る
﹁
三
族
從
人
﹂
の
Z
味
も
よ
く
分
か
ら
な
い
︒
た
と
え
ば
﹃
楚

辭
﹄
離
騷
序
に
は
︑

三
閭
之
職
︑
掌
王﹅

族﹅

三﹅

姓﹅

︑
曰
昭
・
屈
・
景
︒

と
あ
り
︑
こ
れ
に
據
る
な
ら
︑﹁
從
人
﹂
の
う
ち
︑
國
君
に
ご
く
W
し
い
者
が

﹁
三
族
從
人
﹂
で
あ
っ
た
可
能
性
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
︒
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《
七
八
～
八
一
︾

●
辠
人
久
𣪠

(繫
)
留
不
決
①

︑
大
費
②

殹

(也
)
︒
●
諸
執
灋
③

・
縣
官
�
治
而

當
上
奏
當
④

者
︑
●
其
辠
當
耐
以
下
︑
皆
令
先
決

78

(
1
0
3
4
)

論
之
⑤

︑
而
上
其
奏
夬

(決
)⑥
︒
●
其
都
|
⑦

@
諸
它
|
�
自
�
詔
治
而
當
先
決

論
者
⑧

︑
各
令
其
治
�
縣
官
⑨

以
灋
決
論

79

(
1
0
0
7
)

之
⑩

︑
乃
以
其
奏
夬

(決
)
聞
︒
●
其
已
�
上
奏
當
而
未
報
⑪

者
︑
亦
以
其
當
決

論
之
⑫

︒
●
其
奏
決
<
物
故
⑬

︑
卻
而
當
論
者
︑
以

80

(
1
0
0
6
)

後
卻
當
:
論
之
⑭

︒

●
十
六

81

(
0
9
9
9
)

【譯
︼●

罪
人
が
長
く
拘
留
さ
れ
裁
!
が
滯
り
確
定
し
な
い
の
は
︑
無
駄
が
多
い
︒

●
お
よ
そ
執
法
・
縣
の
官
が
取
り
�
べ
て
︑
奏
當
を
提
出
す
べ
き
場
合
は
︑
●

罪
が
耐
𠛬
以
下
に
相
當
す
る
な
ら
︑
い
ず
れ
も
先
に
決
論
を
行
い
︑
そ
れ
か
ら

そ
の
奏
決
を
提
出
さ
せ
る
︒
●
都
|
@
び
諸
々
の
他
の
|
が
︑
み
ず
か
ら
詔
を

�
け
て
取
り
�
べ
︑
先
に
決
論
を
行
う
べ
き
場
合
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
治
�
の

縣
官
に
︑
法
に
よ
っ
て
決
論
を
行
わ
せ
︑
そ
し
て
そ
の
奏
決
を
報
吿
さ
せ
る
︒

●
す
で
に
以
�
に
奏
當
を
提
出
し
た
も
の
の
ま
だ
�
答
を
得
て
い
な
い
場
合
も
︑

ま
た
そ
の
當
に
よ
っ
て
決
論
を
行
う
︒
●
奏
決
し
た
も
の
の
不
測
の
事
態
が
あ

り
︑
�
却
さ
れ
て
裁
か
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
は
︑
�
却
の
後
の
當
に
よ
っ
て
あ

ら
た
め
て
!
決
を
下
す
︒

●
十
六

【
�
︼

①
辠
人
久
繫
留
不
決
：﹁
繫
﹂
は
拘
留
す
る
こ
と
︒﹁
留
﹂
は
裁
!
が
滯
り
︑
!

決
が
下
さ
れ
な
い
こ
と
︒︹
伍
︺
59
～
61
鯵
�
②
參
照
︒

②
大
費
：
無
駄
が
多
い
︒
整
理
者
は
﹃
韓
非
子
﹄
を
引
用
し
︑
傳
世
�
獻
で
は

無
駄
が
多
い
︑
荏
出
が
多
い
︑
と
い
っ
た
Z
味
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
︑

こ
の
鯵
が
同
じ
で
あ
る
か
は
確
定
し
が
た
い
と
し
︑
ま
た
﹁
少
費
﹂
(︹
伍
︺

52
)
の
對
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
︒︹
伍
︺
48
～
52
鯵
�
⑲
參
照
︒

今
大﹅

費﹅

無
罪
而
少
得
爲
功
︑
則
人
臣
出
大
費
而
成
小
功
︑
小
功
成
而
�
亦
<

�
︒
(﹃
韓
非
子
﹄
南
面
)

□
如
此
︒
其
埶
獄
不
□
<
少﹅

費﹅

︒
●
廿
五

(
嶽
麓
︹
伍
︺
52
)

③
執
灋
：
地
方
に
置
か
れ
た
監
察
官
︒︹
肆
︺
24
～
28
鯵
�
㉑
參
照
︒

④
奏
當
：﹁
當
﹂
は
罪
に
對
し
て
𠛬
罰
を
引
き
當
て
る
こ
と
︒︹
肆
︺
324
鯵
�
①

參
照
︒
ま
た
そ
う
し
た
犯
罪
と
𠛬
罰
の
對
應
關
係
を
記
し
た
�
書
も

﹁
當
﹂
と
い
い
︑
そ
れ
が
上
奏
と
し
て
作
成
さ
れ
た
場
合
は
﹁
奏
當
﹂
と

呼
ば
れ
た
︒︹
伍
︺
66
～
68
鯵
�
②
參
照
︒

⑤
辠
當
耐
以
下
皆
令
先
決
論
之
：﹁
決
論
﹂
は
!
決
を
確
定
す
る
こ
と
︒﹁
論
﹂

は
罪
に
相
當
す
る
罰
を
決
定
す
る
︒︹
肆
︺
6
鯵
�
④
︑︹
肆
︺
24
～
28
�

⑮
參
照
︒︹
陸
︺
61
～
62
鯵
で
は
︑
耐
辠
以
下
は
﹁
先
決
﹂
す
る
と
令
に

規
定
さ
れ
︑
そ
れ
が
こ
こ
で
は
﹁
先
決
論
﹂
と
言
い
奄
え
ら
れ
て
い
る
︒

●
制
詔
御
�
︑
e﹅

當﹅

上﹅

奏﹅

者﹅

︑
耐﹅

辠﹅

以﹅

下﹅

先﹅

決﹅

之﹅

︑
<﹅

令﹅

︒
而
丞
相
・
御
�

盡
�
諸
官
︑
�
坐
多
︑
不
與
它
官
等
︒
丞
相
・
御
�
官
當
坐
官
以
論
︑
耐
辠

以
下
當
上
奏
當
者
︑
勿
先﹅

決﹅

論﹅

︑
侍

(
待
)
奏
當
︒
(嶽
麓
︹
陸
︺
61
～
62
)

⑥
奏
決
：
!
決
の
報
吿
書
︒
�
律
駅
議
な
ど
傳
世
�
獻
に
も
﹁
奏
決
﹂
の
例
が

あ
る
が
︑
そ
れ
ら
は
﹁
奏
し
て
決
す
﹂
の
Z
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
奏

決
﹂
は
名
詞
で
︑
ま
た
﹁
奏
當
﹂
と
對
に
な
る
︑
そ
の
類
似
表
現
で
あ
る
︒

﹁
決
﹂
は
先
の
﹁
決
論
﹂
の
こ
と
で
︑
!
決
を
下
し
た
後
︑
そ
れ
を
上
奏
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し
て
事
後
報
吿
す
る
�
書
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

妾
伏
自
念
︑
入
椒
 
以
來
︑
¡
賜
外
家
未
嘗
踰
故
事
︑
每
輒
決﹅

上﹅

﹇
師
古
曰
︑

每
事
皆
奏﹅

決﹅

於
天
子
︑
乃
敢
行
也
﹈︑
可
£
問
也
︒
(﹃
漢
書
﹄
外
戚
傳
下
・
孝

成
許
皇
后
)

駅
議
曰
︑
依
獄
官
令
︑
從
立
春
至
秋
分
︑
不
得
奏﹅

決﹅

死
𠛬
︒
¤
者
︑
徒
一
年
︒

(﹃
�
律
駅
議
﹄
斷
獄
28
)

太
宗
印
制
在
京
見
禁
囚
︑
𠛬
部
每
_
一
奏
︑
從
立
春
至
秋
分
︑
不
得
奏﹅

決﹅

死

𠛬
︒
其
大
祭
祀
@
致
齋
・
朔
¥
・
上
下
弦
・
二
十
四
氣
・
雨
未
晴
・
夜
未

�
・
斷
屠
日
_
@
假
日
︑
竝
不
得
奏﹅

決﹅

死
𠛬
︒
(﹃
舊
�
書
﹄
𠛬
法
志
)

⑦
都
|
：
地
方
の
二
千
石
官
に
�
屬
す
る
官
︒
監
察
に
關
與
す
る
こ
と
が
多
く
︑

二
年
律
令
で
は
£
獄
を
擔
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒︹
肆
︺
24
～
28
鯵
�

㉓
︒

⑧
都
|
@
諸
它
|
�
自
�
詔
治
而
當
先
決
論
者
：﹁
諸
執
灋
縣
官
�
治
而
當
上

奏
當
者
﹂
と
同
じ
﹁
某
�
治
而
當
～
者
﹂
の
¨
©
で
あ
る
と
考
え
︑﹁
都

|
@
び
諸
の
它
|
の
自
ら
詔
を
�
け
治
す
る
�
に
し
て
︑
而
し
て
當
に
先

ず
決
論
す
べ
き
者
﹂
と
訓
讀
し
た
︒

⑨
治
�
縣
官
：
都
|
や
諸
它
|
が
オ
フ
ィ
ス
を
設
置
し
て
い
る
縣
の
官
︒﹁
治

�
﹂
は
職
務
を
行
っ
て
い
る
場
�
︒︹
肆
︺
228
～
229
鯵
�
⑦
參
照
︒﹁
治

�
﹂
と
﹁
縣
官
﹂
の
竝
列
の
可
能
性
も
あ
る
が
︑︹
伍
︺
123
～
125
鯵
を
參

考
に
し
て
︑﹁
治
�
﹂
の
﹁
縣
官
﹂
と
解
し
た
︒

●
令
曰
︑
|
<
論
毄

(繫
)
︑
二
千
石
︑
治
者
輒
言
御
�
︑
御
�
h
御
�
與

治
者
雜
�
印
︒
在
郡
者
︑
言
郡
守
・
郡
監
︑
守
丞
・
尉
丞
與
治
者
雜
�
印
︑

以
治
�
縣
官
令
若
丞
印
封
印
︑
令
卒
�
上
御
�
︒
千
石
到
六
百
石
︑
治
者
與

治﹅

�﹅

縣﹅

令﹅

若﹅

丞﹅

雜
�
︑
以
令
若
丞
﹇
雜
�
︑
以
令
若
丞
﹈
印
封
︑
令
|
上
御

�
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
123
～
125
)

⑩
以
法
決
論
之
：
整
理
者
は
︑﹁
以
律
令
論
之
﹂
が
一
般
�
で
あ
る
も
の
の
︑

た
と
え
ば
奏
讞
書
78
に
は
﹁
復

(
£
)
其
姦
𧧻

(詐
)
@
智

(知
)
縱
不

捕
�
者
︑
必
盡
得
︑
以
灋
論
﹂
と
あ
り
︑﹁
以
法
﹂
は
﹁
以
律
令
﹂
と
同

じ
で
あ
る
と
す
る
︒
こ
れ
に
從
う
︒

⑪
報
：
𠛬
罰
引
き
當
て

(﹁
當
﹂
)
の
草
案
に
︑
囘
答
を
與
え
る
こ
と
︒

●
|
當﹅

︑
毋
憂
當
ª

(腰
)
斬
︒
或
曰
不
當
論
︒
●
廷
報﹅

︑
當
ª

(
腰
)
斬
︒

(奏
讞
書
7

案
例
①
)

⑫
以
其
當
決
論
之
：
先
の
﹁
以
灋
決
論
之
﹂
と
同
じ
く
︑﹁
以
～
決
論
之
﹂
と

い
う
¨
�
だ
と
考
え
た
︒﹁
奏
當
﹂
提
出
後
の
︑
�
答
待
ち
の
案
件
に
つ

い
て
も
︑
提
出
濟
み
の
﹁
奏
當
﹂
に
基
づ
い
て
!
決
を
下
し
て
よ
い
と
す

る
の
で
あ
ろ
う
︒

⑬
物
故
：
事
故
︒
不
測
の
事
態
︒︹
肆
︺
318
～
320
鯵
�
③
參
照
︒

⑭
以
後
卻
當
:
論
之
：﹁
以
～
(決
)
論
之
﹂
と
い
う
句
が
連
續
し
て
お
り
︑
こ

こ
も
﹁
後
卻
當
を
以
て
:
め
て
之
を
論
ず
﹂
と
讀
ん
だ
︒﹁
後
卻
の
當
﹂

と
は
�
却
後
に
改
め
て
作
成
さ
れ
た
﹁
當
﹂
で
︑
そ
れ
に
則
っ
て
再
度
論

じ
︑
奏
す
る
こ
と
な
く
!
決
を
下
す
の
が
�
め
ら
れ
た
の
だ
と
︑
暫
く
解

釋
し
た
︒︻
解
說
︼
も
參
照
の
こ
と
︒
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【解
說
︼

78
～
80
鯵
に
つ
い
て
は
︑
多
く
の
反
印
關
係
が
見
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
65
↑

78
︑
66
↑
79
︑
67
↑
80
︑
お
よ
び
78
↑
91
︑
79
・
80
↑
92
と
い
う
反
印
關
係
か

ら
︑
78
～
80
鯵
が
連
續
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
實
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
81
鯵
に
つ

い
て
は
手
が
か
り
が
な
い
︒

本
條
�
の
內
容
は
︑
裁
!
の
長
¬
�
を
抑
え
る
た
め
︑
𠛬
の
引
き
當
て
に
つ

い
て
上
S
機
關
の
!
斷
を
仰
ぐ

(﹁
上
奏
當
﹂
)
場
合
や
︑
!
決
を
事
後
報
吿
す

る

(﹁
上
奏
決
﹂
)
場
合
の
︑
手
續
き
の
鯵
素
�
を
命
じ
た
規
定
で
あ
る
︒
こ
こ

で
は
四
つ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
鯵
素
�
の
方
策
が
示
さ
れ
て
い

る
︒(1

)
執
法
や
縣
の
官
が
擔
當
す
る
裁
!
で
︑
奏
當
を
提
出
し
︑
上
S
機
關

の
裁
可
を
經
た
う
え
で
!
決
が
確
定
す
る
案
件
︒
↓
耐
罪
以
下
で
あ

れ
ば
奏
當
は
不
ª
で
︑
!
決
の
事
後
報
吿
で
よ
い
︒

(2
)
都
|
な
ど

(い
ず
れ
も
二
千
石
官
の
屬
|
か
)
が
擔
當
す
る
裁
!
で
︑
彼

ら
の
裁
量
で
!
決
を
下
す
の
が
詔
に
よ
り
�
め
ら
れ
て
い
る
案
件
︒

↓
縣
の
官

(
都
|
な
ど
の
�
下
に
あ
り
︑
裁
!
の
實
務
を
荏
え
る
者
)
が
!

決
を
下
し
︑
そ
れ
を
事
後
報
吿
す
る
の
で
よ
い
︒

(3
)
奏
當
提
出
後
︑
上
S
か
ら
の
�
答
を
待
っ
て
い
る
案
件
︒
↓
提
出
濟

み
の
﹁
當
﹂
の
と
お
り
!
決
を
下
し
て
よ
い
︒

(4
)
!
決
を
報
吿
し
た
も
の
の
︑
問
題
が
あ
り
︑
差
し
戾
さ
れ
た
案
件
︒

↓
�
却
後
に
改
め
て
﹁
當
﹂
を
作
成
し
︑
そ
れ
に
沿
っ
て
!
決
を
下

し
て
よ
い
︒

｢奏
當
﹂
に
つ
い
て
は
︑
(1
)
輕
罪
で
あ
る
な
ら
不
ª
と
し
︑
(3
)
上
S

の
!
斷
が
遲
れ
て
い
る
場
合
は
︑
提
出
濟
み
の
﹁
當
﹂
に
從
う
こ
と
を
�
め
︑

鯵
素
�
が
圖
ら
れ
て
い
る
︒﹁
奏
決
﹂
に
つ
い
て
は
︑
(2
)
裁
!
の
責
任
者
が

二
千
石
官
の
屬
官
で
あ
る
が
故
に
時
閒
が
か
か
っ
て
い
る
な
ら
︑
縣
が
法
に

沿
っ
て
¯
や
か
に
裁
く
こ
と
と
さ
れ
︑
ま
た

(4
)﹁
奏
決
﹂
に
問
題
が
あ
っ

て
差
し
戾
さ
れ
た
場
合
︑
$
常
な
ら
再
び
﹁
奏
決
﹂
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
が
︑
再
度
作
成
し
た
﹁
當
﹂
に
從
っ
て
裁
く
の
が
�
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
︒

本
條
�
は
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
解
釋
で
き
る
も
の
の
︑
問
題
は
多
い
︒
た

と
え
ば

(4
)
の
部
分
で
は
﹁
後
卻
當
﹂
を
﹁
卻
の
後
に
作
成
さ
れ
る
當
﹂
と

し
た
が
︑
い
か
に
も
讀
み
に
く
い
︒﹁
後
・
卻
を
以
て
:
め
て
之
を
論
ず
る
に

當
た
る
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁︹
不
足
の
事
態
で
︺
遲
れ
た
り
︑
�
却
さ
れ
た
り
し
た

と
い
う
理
由
で
︑
改
め
て
!
決
を
下
す
の
に
相
當
す
る
﹂
と
解
釋
す
る
案
も
出

た
︒﹁
當
:
論
﹂
と
讀
む
事
例
は
︑
確
か
に
嶽
麓
鯵
に
も
見
え
る
︒

獄
失
者
︑
其
同
獄
一
鞫
︑
<
數
人
者
︑
皆
當
人
坐
之
︑
執
灋
縣
官
�
已
�

論
︑
不
𤻮

(應
)
律
者
︑
皆
當﹅

:﹅

論﹅

︒
e
亟
令
:
論
・
論

(嶽
麓
︹
陸
︺

258
)

た
だ
實
の
と
こ
ろ
︑
當
該
の
箇
�
は
﹁
⁝
以

(
80
鯵
)
後
卻
當
⁝

(81
鯵
)
﹂

と
い
う
具
合
に
︑
二
つ
の
鯵
に
跨
が
っ
て
い
る
︒
営
べ
た
と
お
り
︑
兩
鯵
の
接

續
を
裏
付
け
る
よ
う
な
手
が
か
り
は
な
く
︑
兩
鯵
に
見
え
る
﹁
當
﹂
字
は
筆
跡

が
°
妙
に
衣
な
る
︒
80
鯵
と
81
鯵
の
あ
い
だ
に
缺
鯵
が
あ
る
可
能
性
も
殘
る
︒

も
う
一
つ
︑
本
條
�
に
は
﹁
●
﹂
が
多
い
の
で
︑
こ
れ
が
�
提
と
な
る
狀
況
︑

お
よ
び
そ
の
な
か
の
具
體
�
な
ケ
ー
ス
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い

う
Z
見
も
出
た
︒
す
な
わ
ち
﹁
●
諸
執
灋
・
縣
官
�
治
而
當
上
奏
當
者
﹂
が
條

�
²
體
に
か
か
る
�
提
條
件
で
︑
そ
の
う
ち
の
具
體
�
な
ケ
ー
ス
が
﹁
●
其
～

︱
︱
そ
の
う
ち
～
の
場
合
は
︱
︱
﹂
と
し
て
列
擧
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
理

解
で
あ
る
︒
だ
が
︑
た
と
え
ば
﹁
奏
決
<
物
故
⁝
﹂
と
い
う
ケ
ー
ス
は
︑
奏
當

の
提
出
が
必
ª
で
あ
る

(﹁
當
上
奏
當
﹂
)
こ
と
が
必
ず
し
も
�
提
條
件
に
は

な
っ
て
い
な
い
︒
暫
く
譯
出
し
た
よ
う
に
解
釋
し
た
︒

裁
!
の
長
¬
�
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
他
の
條
�
か
ら
も
知
ら
れ
︑
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︹
伍
︺
59
～
61
鯵
で
は
︑
地
方
の
狀
況
の
報
吿
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た

︹
肆
︺
283
鯵
で
は
︑
罰
則
に
よ
っ
て
そ
の
解
´
が
目
指
さ
れ
て
い
る
︒

〼
□
下
縣
k
官
而
弗
治
︑
𣪠

(繫
)
人
而
弗
治
︑
盈
五
日
︑
貲
一
盾
︒
µ

五
日
到
十
日
︑
貲
一
甲
︒
µ
十
日
到
廿
日
︑
貲
二
甲
︑
後
<
盈
十
日
︑
輒

駕

(加
)
一
甲
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
283
)

こ
れ
ら
に
對
し
︑
本
條
�
は
中
央
の
權
限
・
職
務
を
執
法
ら
に
委
讓
し
︑
長
¬

�
を
解
´
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

《
八
二
～
八
四
︾

●
諸
相
與
奸
亂
①

而
䙴

(

)
者
②

︑
皆
別
䙴

(

)
之
︑
勿
令
同
郡
︒
其
女
子

當
䙴

(

)
者┐

︑
東
郡
③┐

・
參
川
④┐

・
河
內
⑤┐

・
穎

(潁
)
川
⑥┐

・
e

(
淸
)
河
⑦

・

82

(
0
8
6
4
)

＝

閒
⑧┐

・
蜀
・
巴
⑨┐

・
漢
中
⑩┐

・
□
〼

83

(
2
1
9
3
)

亂
︑
不
從
令
者
︑
貲
二
甲
︒

●
十
七

︱

84

(
0
8
6
5
)

【譯
︼●

お
よ
そ
と
も
に
姦
$
し

𠛬
と
さ
れ
た
者
は
︑
い
ず
れ
も
別
々
に
こ
れ
を


し
︑
同
郡
に

し
て
は
な
ら
な
い
︒
女
子
で

𠛬
に
該
當
す
る
者
は
︑
東

郡
・
參
川
・
河
內
・
潁
川
・
淸
河
・
河
閒
・
蜀
・
巴
・
漢
中
⁝
亂
⁝
︑
令
に
從

わ
な
い
者
は
︑
貲
二
甲
︒

●
十
七

【
�
︼

①
奸
亂
：
姦
$
す
る
こ
と
︒︹
伍
︺
1
～
8
鯵
�
⑥
も
參
照
︒

·
於
F
臣
羊
¸
之
計
︑
欲
求
爲
漢
嗣
︑
刺
殺
議
臣
爰
盎
︑
事
發
︑
c
斧
歸
死
︒

既
º
歸
國
︑
»
<
恨
心
︑
內
則
思
慮
霿
亂
︑
外
則
土
功
µ
制
︑
故
牛
旤
作
︒

足
而
出
於
背
︑
下
奸﹅

上
之
象
也
︒﹇
師
古
曰
︑
奸﹅

︑
犯﹅

也﹅

︑
¼﹅

干﹅

︒﹈
(﹃
漢
書
﹄

五
行
志
)

詣
闕
吿
太
子
丹
與﹅

同
產
姊
@
王
後
宮
姦﹅

亂﹅

︑
¾
$
郡
國
豪
猾
︑
攻
剽
爲
姦
︑

|
不
能
禁
︒
(﹃
漢
書
﹄
江
閏
傳
)

於
防
則
不
足
¿
奸﹅

亂﹅

之
源
︑
於
�
則
傷
孝
子
之
思
︑
男
不
御
罪
於
他
族
︑
而

女
獨
嬰
戮
於
二
門
︑
非
�
以
哀
矜
女
À
︑
均
法
制
之
大
分
也
︒
(﹃
三
國
志
﹄

魏
書
何
夔
傳
裴
�
)

同
產
相﹅

與﹅

奸﹅

︑
若
取

(娶
)
以
爲
妻
︑
@
�
取

(娶
)
皆
棄
市
︒
其
強
與
奸
︑

除
�
強
︒
(二
年
律
令
191
)

②

者
：

𠛬
と
さ
れ
た
者
︒︹
肆
︺
232
～
236
鯵
�
⑩
參
照
︒

③
東
郡
：
郡
名
︒

東﹅

郡﹅

︑
秦
置
︒
(﹃
漢
書
﹄
地
理
志
)

④
參
川
：
郡
名
︒
三
川
郡
︒

莊
襄
王
元
年
︑
大
赦
罪
人
︑
修
先
王
功
臣
︑
施
德
厚
骨
肉
而
布
惠
於
民
︒
東

周
君
與
諸
侯
謀
秦
︑
秦
2
相
國
呂
不
韋
誅
之
︑
盡
入
其
國
︒
秦
不
絕
其
祀
︑

以
陽
人
地
賜
周
君
︑
奉
其
祭
祀
︒
2
蒙
驁
伐
韓
︑
韓
獻
成
皋
・
鞏
︒
秦
界
至

大
梁
︑
初
置
三﹅

川﹅

郡
︒
(﹃
�
記
﹄
秦
本
紀
)

河
南
郡
︑
故
秦
三﹅

川﹅

郡
︑
高
M
:
名
︒
(﹃
漢
書
﹄
地
理
志
)

⑤
河
內
：
郡
名
︒
秦
封
泥
に
﹁
河
內
邸
丞
﹂
な
ど
が
あ
る

(﹃
秦
封
泥
集
存
﹄
)
︒

三
十
三
年
︑
客
j
胡

(
傷
)
︹
陽
︺
攻
魏
卷
・
蔡
陽
・
長
社
︑
取
之
︒
擊
芒

卯
華
陽
︑
破
之
︑
斬
首
十
五
萬
︒
魏
入
南
陽
以
和
︒﹇
集
解
︑
徐
廣
曰
︑
河

內
修
武
︑
古
曰
南
陽
︑
秦
始
皇
:
名
河﹅

內﹅

︑
屬
魏
地
︒﹈
(﹃
�
記
﹄
秦
本
紀
)
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河﹅

內﹅

郡
︑
高
M
元
年
爲
殷
國
︑
二
年
:
名
︒
(﹃
漢
書
﹄
地
理
志
)

⑥
潁
川
：
郡
名
︒

潁﹅

川﹅

郡﹅

︑
秦
置
︒
(﹃
漢
書
﹄
地
理
志
)

⑦
淸
河
：
郡
名
︒
地
理
志
で
は
高
祖
の
設
置
と
さ
れ
る
が
︑
秦
封
泥
に
﹁
淸
河

大
守
﹂
の
封
泥
が
あ
る

(﹃
秦
封
泥
集
存
﹄
812
～
813
頁
)
︒

淸﹅

河﹅

郡
︑
高
M
置
︒
(﹃
漢
書
﹄
地
理
志
)

⑧
河
閒
：
郡
名
︒
秦
封
泥
に
﹁
河
閒
大
守
﹂︑﹁
河
閒
尉
印
﹂
な
ど
が
あ
る

(﹃
秦
封
泥
集
存
﹄
814
頁
)
︒

今
中
山
在
我
腹
心
︑
北
<
燕
︑﹇
正
義
︑
地
理
志
云
趙
分
晉
︑
北
<
信
都
・

中
山
︑
印
得
涿
郡
之
高
陽
・
鄚
州
鄕
︒
東
<
淸
河
・
河﹅

閒﹅

︑
印
得
渤
海
郡
東

p
舒
等
七
縣
︒
在
河
以
北
︑
故
言
北
<
燕
︒﹈
(﹃
�
記
﹄
趙
世
家
)

⑨
蜀
・
巴
：
蜀
郡
お
よ
び
巴
郡
の
こ
と
︒︹
肆
︺
317
鯵
�
④
參
照
︒

⑩
漢
中
：
郡
名
︒

漢﹅

中﹅

郡
︑
秦
置
︒
(﹃
漢
書
﹄
地
理
志
)

【解
說
︼

姦
$
罪
を
犯
し

𠛬
と
さ
れ
た
男
女
を
︑
同
じ
郡
に
�
置
す
る
の
を
禁
じ
た

規
定
︒
�
置
先
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
︑
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
移
I
中
に
も
︑

兩
者
が
接
觸
す
る
の
を
Å
け
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
︒﹁
奸
﹂
に

𠛬
が
Æ
用

さ
れ
る
事
例
は
︑
法
律
答
問
に
一
例
が
見
え
る
︒

嗇
夫
不
以
官
爲
事
︑
以
奸
爲
事
︑
論
可

(何
)
殹

(也
)
︒
當
䙴

(

)
︒

䙴

(

)
者
妻
當
Ç
不
當
︒
不
當
Ç
︒
(法
律
答
問
61
)

條
�
の
後
`
に
は
︑
そ
の
場
合
の
女
性
の
�
置
先
が
指
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ

が
︑
83
鯵
が
斷
鯵
で
︑
詳
細
は
不
�
︒
な
お
︑
こ
こ
に
列
擧
さ
れ
る
﹁
東
郡
・

參
川
・
河
內
・
潁
川
・
淸
河
・
河
閒
﹂
は
︑︹
柒
︺
1
～
4
鯵
︑
@
び
7
鯵
に

も
見
え
る

(
�
強
﹁︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(
柒
)
︾
讀
後

(二
)
﹂
(
鯵
帛
網
二
〇
二
二
年

七
_
二
九
日
)
に
よ
り
鯵
の
�
列
を
改
め
た
)
︒

●
尉
議
︑
中
縣
<
罪
罰
當
戍
者
@
陽
p
|
卒
當
戍
者
︑
皆
署
琅
F
郡
︒
屬

邦
・
k
當
戍
東
故
徼
者
︑
署
衡
山
郡
︒
(
嶽
麓
︹
柒
︺
1
)

綰
e
︑
許
︒
而
令
郡
<
罪
罰
當
戍
者
︑
泰
原
署
四
川
郡┐

︑
東﹅

郡﹅

・
參﹅

(
叁﹅

)
川﹅

・
穎﹅

(潁﹅

)
川﹅

署
江
胡
郡┐

︑
南
陽
・
河
內
署
九
江
郡
︒
南
郡
・

上

(︹
柒
︺
4
)

〼
它
如
令
︒
綰
e
︑
許
︒
而
令
中
縣
署
東
晦

(
海
)
郡
︑
泰
原
署
四
川
郡
︑

東﹅

郡﹅

・
參﹅

(
叁﹅

)
川﹅

・
穎﹅

(潁﹅

)
川﹅

署
江
胡
郡┐

︑
南
陽
・

(︹
柒
︺
2
)

河
內
署
九
江
郡
︑
南
郡
・
上
黨
・
屬
邦
・
k
當
戍
東
故
徼
者
︑
署
衡
山

郡
︒

〼

(︹
柒
︺
3
)

〼
能
入
而
當
戍
e﹅

(
淸﹅

)
河﹅

・
河﹅

閒﹅

・
恆
山
者
︑
盡
h
戍
荊
怨
地
︒
淸﹅

河﹅

・
河﹅

閒﹅

當
戍
者
︑
各
戍

(︹
柒
︺
7
)

《
八
五
～
八
六
︾

〼
□
①

|
<
案
行
②

官
﹇

＝

﹈
③

而
獨
<
令
曰
︑
<
問
其
官
必
先
e
之
者
︑
令
案

行
其
官
者
盡
先
封
閉
④

其
�
當
案
行

85

(
2
1
5
5+

C
8
-
1
-
2
)

官
府
⑤

@
È
書
⑥

︒
它
不
可
封
閉
者
︑
財

(裁
)⑦

令
人
謹
守
衞
︒
須
其
官
自

e
︑

＝

報
到
⑧

︑
乃
以
從
事
︒

●
十
八

︱

86

(
1
1
0
3
)
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【譯
︼⁝

|
が
官
を
É
視
す
る
際
に
︑﹁
そ
の
官
を
問
い
た
だ
す
こ
と
が
あ
れ
ば
︑

必
ず
先
に
こ
れ
に
つ
い
て
指
示
を
e
う
﹂
と
の
み
令
に
<
る
場
合
は
︑
そ
の
官

を
É
視
す
る
者
に
︑
そ
の
É
視
す
べ
き
官
府
お
よ
び
È
書
を
す
べ
て
先
に
封
印

さ
せ
︑
そ
の
他
の
封
印
で
き
な
い
も
の
は
︑
Æ
宜
人
に
守
衞
さ
せ
る
︒
官
が
自

ら
指
示
を
e
い
︑
そ
の
申
e
へ
の
�
事
が
到
着
す
る
の
を
待
っ
て
︑
事
を
處
理

す
る
︒

●
十
八

【
�
︼

①
〼
□
：
原
釋
は
﹁︻
●
諸
︼﹂
と
す
る
が
︑﹁
諸
﹂
字
は
圖
版
で
は
確
�
で
き

な
い
︒

②
案
行
：
É
視
す
る
︒

寬
饒
初
拜
爲
司
馬
︑
未
出
殿
門
︑
斷
其
襌
衣
︑
令
短
離
地
︑
冠
大
冠
︑
帶
長

劍
︑
躬
案﹅

行﹅

士
卒
廬
室
︑
視
其
飮
食
居
處
︑
<
疾
病
者
身
自
撫
循
臨
問
︑
加

致
醫
藥
︑
Ë
之
甚
<
恩
︒
(﹃
漢
書
﹄
蓋
寬
饒
傳
)

今
且
令
人
案﹅

行﹅

之
︑
擧
云
不
從
令
者
︑
致
以
律
︑
論
@
令
・
丞
︒
(語
書
1
～

8
)

③
官

＝

：
整
理
小
組
は
重
�
符
號
の
存
在
を
指
摘
し
︑
確
か
に
圖
版
に
は
そ
れ

と
お
ぼ
し
い
墨
跡
が
�
め
ら
れ
る
︒
だ
が
非
常
に
讀
み
に
く
く
︑
こ
こ
で

は
こ
れ
を
衍
字
と
す
る
說

(陶
磊
﹁
讀
︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
︾
(五
)
劄
記
﹂

鯵
帛
網
二
〇
一
八
年
七
_
一
日
)
に
從
っ
た
︒

④
封
閉
：
封
印
し
閉
じ
る
こ
と
︒

今
沛
公
先
破
秦
入
咸
陽
︑
豪
毛
不
敢
<
�
W
︑
封﹅

閉﹅

宮
室
︑
Ì
軍
Í
上
︑
以

待
大
王
來
︒
(﹃
�
記
﹄
項
羽
本
紀
)

⑤
府
：
こ
こ
で
は
封
印
の
對
象
と
な
る
官
の
貯
藏
庫
の
こ
と
だ
ろ
う
︒

毋
敢
以
火
入
臧

(藏
)
府
︑
書
府
中
︒
|
已
收
臧

(
藏
)
︑
官
嗇
夫
@
|
夜
:

行
官
︒
毋
火
︑
乃
閉
門
戶
︒
令
令
�
循
其
廷
府
︒
節

(
戸
)
怨
爲
|
舍
︑
毋

依
臧

(藏
)
府
︑
書
府
︒
(秦
律
十
八
種
197
～
198
)

⑥
È
書
：
ひ
と
ま
ず
﹁
⁝
官
府
お
よ
び
È
書
を
封
閉
せ
し
む
﹂
と
讀
ん
だ
︒
だ

が
﹁
封
閉
﹂
は
$
常
は
円
©
物
を
目
�
語
に
と
り
︑
ま
た
﹁
È
書
﹂
に
は

動
詞
と
し
て
の
用
法
も
あ
る

(︹
肆
︺
244
～
247
鯵
�
⑨
參
照
)
︒
こ
れ
を
ふ
ま

え
︑﹁
⁝
官
府
を
封
閉
し
︑
お
よ
び
它
の
封
閉
す
べ
か
ら
ざ
る
者
を
È
書

せ
し
め
⁝
﹂
と
讀
む
Z
見
も
出
た
︒

⑦
財

(裁
)
：
裁
量
す
る
︑
は
か
る
の
Z
︒
Æ
宜
と
譯
し
た
︒︹
肆
︺
169
～
170
鯵

�
⑥
參
照
︒

⑧
e
報
到
：
承
�
申
請
へ
の
�
事
が
到
着
す
る
こ
と
︒

【解
說
︼

官
|
に
よ
る
É
視
と
︑
そ
の
際
に
行
わ
れ
る
﹁
先
e
﹂
の
手
續
き
と
に
つ
い

て
規
定
す
る
條
�
で
あ
ろ
う
が
︑﹁
<
令
曰
﹂
が
ど
こ
ま
で
か
か
る
の
か
︑
具

體
�
に
は
何
に
つ
い
て
﹁
先
e
﹂
す
る
の
か
等
︑
詳
細
が
つ
か
み
づ
ら
い
︒
暫

く
﹁
<
問
其
官
必
先
e
之
﹂
が
﹁
令
﹂
の
內
容
で
︑
官
の
貯
藏
庫
な
ど
を
役
人

が
É
視
し
︑
關
係
者
を
訊
問

(﹁
問
﹂
)
す
る
際
に
は
︑
そ
の
訊
問
に
應
じ
て
よ

い
か
︑
É
視
さ
れ
る
側
が
先
に
指
示
を
e
う
必
ª
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
た
︒

そ
の
際
の
︑﹁
封
閉
﹂
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
補
足
說
�
し
た
の
が
﹁
令
案
行
其
官
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者
⁝
﹂
以
下
で
︑
ま
ず
は
封
閉
を
行
い
︑
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
は
見
張
り
を

置
き
︑
そ
の
う
え
で
﹁
先
e
﹂
へ
の
囘
答
を
待
ち
︑
囘
答
が
あ
っ
て
か
ら
訊
問

を
始
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
︒

た
だ
し
﹁
先
e
﹂
は
︑
一
定
以
上
の
高
位
者
を
處
罰
す
る
場
合
︑
上
S
機
關

の
承
�
を
先
に
求
め
る
こ
と

(例
え
ば
︹
伍
︺
53
～
55
鯵
︑
お
よ
び
同
條
�
の
�
④

參
照
)
や
︑
徭
役
Ð
發
の
際
の
事
�
申
e

(︹
肆
︺
156
～
159
)
と
し
て
行
わ
れ
る

も
の
の
︑
右
の
よ
う
な
﹁
先
e
﹂
の
事
例
は
見
當
た
ら
な
い
︒
ま
た
︑
É
視
さ

れ
る
側
が
な
ぜ
﹁
先
e
﹂
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
も
!
然
と
し
な
い
︒

《
八
七
～
八
八
︾

●
制
詔
①

丞
相
斯
②┐

︑
�
召
0
士
③

得
與
議
者
④┐

︑
節

(
戸
)
<
Ñ
⑤

吿
云
⑥

┐

︑
|
治
者
輒
e
之
︑
盡
如
宦
顯
夫

＝

⑦

Ñ┐

︒
斯
言
︑
罷
⑧

87

(
1
1
2
9
)

0
士
者
︑
e
輒
除
其
令
︒

88

(
1
1
3
0
)

【譯
︼●

丞
相
斯
に
制
詔
す
る
︒﹁
召
し
出
さ
れ
た
0
士
で
︑
議
事
に
參
與
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
た
者
が
︑
も
し
召
喚
さ
れ
た
り
︑
吿
云
さ
れ
た
り
し
た
な
ら
ば
︑

取
り
�
べ
る
|
は
そ
の
つ
ど
こ
れ
に
つ
い
て
指
示
を
e
う
こ
と
︑
す
べ
て
宦
者

や
顯
大
夫
と
同
樣
に
せ
よ
﹂
と
︒
斯
が
言
う
に
は
﹁
0
士
を
罷
め
た
場
合
は
︑

e
う
ら
く
は
そ
の
つ
ど
其
の
令
の
Æ
用
か
ら
除
外
さ
れ
ま
す
よ
う
﹂
と
︒

【
�
︼

①
制
詔
：
皇
M
が
命
令
を
下
す
時
に
用
い
ら
れ
る
語
︒︹
肆
︺
308
～
310
鯵
�
①

參
照
︒

②
丞
相
斯
：
李
斯
︒

三
十
四
年
︑
⁝
︒
始
皇
置
酒
咸
陽
宮
︑
0
士
七
十
人
�
爲
壽
︒
⁝
丞﹅

相﹅

李﹅

斯﹅

曰
︑
五
M
不
相
復
︑
三
代
不
相
襲
︑
各
以
治
︑
非
其
相
反
︑
時
變
衣
也
︒
今

陛
下
創
大
業
︑
円
萬
世
之
功
︑
固
非
愚
儒
�
知
︒
且
越
言
乃
三
代
之
事
︑
何

足
法
也
︒
(﹃
�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
)

③
0
士
：
官
職
名
︒
皇
M
や
諸
侯
王
の
Ò
問
官
︒

0﹅

士﹅

︑
秦
官
︑
掌
$
古
今
︑
秩
比
六
百
石
︑
員
多
至
數
十
人
︒
武
M
円
元
五

年
初
置
五
經
0
士
︑
宣
M
黃
龍
元
年
稍
增
員
十
二
人
︒
元
M
永
光
元
年
分
諸

陵
邑
屬
三
輔
︒
王
厭
改
太
常
曰
秩
宗
︒
(﹃
漢
書
﹄
百
官
公
j
表
)

丞
相
立
東
方
︑
西
面
︒
|
二
千
石
*
︑
大

(太
)
中
大
夫
*
︑
諸
侯
丞
相
*
︑

諸
侯
|
二
千
石
*
︑
故
二
千
石
*
︑
千
石
中
大
夫
至
六
百
石
御
�
・
0﹅

士﹅

・

奉
常
*
︑
皆
北
上
︒
(
漢
律
十
六
違
338
～
339
)

④
得
與
議
者
：
議
事
に
參
加
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
者
︒

自
Ô
廷
大
臣
莫
知
其
與﹅

議﹅

也
︒﹇
師
古
曰
︑
與
讀
曰
予
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
張
湯
傳
)

⑤
Ñ
：
獄
事
に
關
連
し
て
容
疑
者
や
證
人
を
Ñ
捕
し
た
り
召
喚
し
た
り
す
る
こ

と
︒︹
肆
︺
44
鯵
�
②
參
照
︒

⑥
吿
云
：﹁
吿
﹂
は
|
に
對
し
て
¤
法
行
爲
な
ど
を
$
報
す
る
こ
と
︑﹁
云
﹂
は

|
が
¤
法
行
爲
や
µ
失
を
記
し
た
�
書
を
作
成
し
て
吿
發
す
る
こ
と
︒

︹
伍
︺
45
～
47
鯵
�
⑪
參
照
︒

⑦
宦
顯
大
夫
：
宦
者
顯
大
夫
の
略
︑
あ
る
い
は
﹁
者
﹂
字
の
(
脫
か
︒﹁
宦
﹂

は
皇
M
の
W
臣
︒︹
肆
︺
151
～
153
鯵
�
⑩
︑︹
伍
︺
35
～
36
�
⑧
參
照
︒
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﹁
顯
大
夫
﹂
は
秩
六
百
石
以
上
の
官
|
や
︑
王
に
名
�
を
知
ら
れ
た
者
な

ど
を
指
す
︒︹
伍
︺
53
～
55
鯵
�
②
參
照
︒

⑧
罷
：
官
を
辭
め
る
こ
と
︒

諸
|
乘
車
以
上
@
宦
皇
M
者
︑
歸
休
若
罷﹅

官
而
<
傳
者
︑
縣
舍
食
人
・
馬
如

令
︒
(二
年
律
令
237
)

|
@
宦
皇
M
者
秩
六
百
石
以
上
@
謁
者
・
御
�
以
老
免
若
罷﹅

官
︑
@
病
而
免

者
︑
皆
勿
事
︒
(功
令
34
)

【解
說
︼

討
議
に
參
加
し
て
い
る
0
士
に
つ
い
て
︑
そ
れ
を
召
喚
・
吿
云
す
る
際
に
は

事
�
に
申
e
し
︑
指
示
を
e
う
よ
う
命
じ
た
制
詔
と
︑
そ
れ
を
�
け
取
っ
た
丞

相
に
よ
る
補
足

︱
︱
0
士
の
地
位
か
ら
º
い
た
場
合
は
こ
の
命
令
を
Æ
用
し

な
い
︱
︱

か
ら
な
る
條
�
︒
皇
M
に
よ
り
招
聘
さ
れ
︑
討
議
に
加
わ
っ
た
0

士
に
は
︑
一
種
の
不
Ñ
捕
特
權
が
�
め
ら
れ
た
が
︑
そ
の
特
權
は
﹁
罷
﹂
に

よ
っ
て
取
り
´
さ
れ
た
︒
�
⑧
に
営
べ
た
と
お
り
︑﹁
罷
﹂
と
は
0
士
の
地
位

か
ら
罷
免
さ
れ
る
こ
と
と
理
解
し
た
が
︑
*
の
事
例
を
ふ
ま
え
︑
討
議
が
g
わ

り
︑
そ
の
場
か
ら
º
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
Z
見
も
出
た
︒

秦
時
以
�
學
Ð
︑
待
詔
0
士
︒
數
歲
︑
陳
¸
×
山
東
︑
2
者
以
聞
︑
二
世

召﹅

0﹅

士﹅

諸﹅

儒﹅

生﹅

問
曰
︑
⁝
︒
於
是
二
世
令
御
�
案
諸
生
言
反
者
下
|
︑
非

�
宜
言
︒
諸
言
盜
者
皆
罷﹅

之﹅

︒
(﹃
�
記
﹄
叔
孫
$
列
傳
)

《
八
九
︾

當
不
當
︒

＝

上
夬

(決
)①
︑
�
②

弗
上
︑
令
・
丞
・
�

(
|
)
�
者
︑
皆
耐
③

︒

其
非
�
之
殹

(也
)
︑
貲
各
二
甲
︒

●
廿

︱

89

(
2
1
6
8
)

【譯
︼⁝

Æ
當
か
ど
う
か
⁝
︒
!
決
を
上
申
す
る
の
に
相
當
す
る
が
︑
不
法
に
隱
�

し
上
申
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
令
・
丞
・
擔
當
官
|
は
い
ず
れ
も
耐
︒
こ
れ
を

不
法
に
隱
�
し
た
わ
け
で
は
な
け
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
貲
二
甲
︒

●
廿

【
�
︼

①
當
上
決
：
!
決
を
上
申
す
る
の
に
相
當
す
る
︒︹
伍
︺
78
～
81
鯵
�
⑥
參
照
︒

●
諸
執
灋
・
縣
官
�
治
而
當
上
奏
當
者
︑
●
其
辠
當
耐
以
下
︑
皆
令
先
決
論

之
︑
而
上﹅

其
奏
夬﹅

(決
)
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
78
～
79
)

②
�
：
不
法
に
隱
�
す
る
こ
と
︒︹
肆
︺
1
～
2
鯵
�
①
參
照
︒

③
耐
：
法
律
條
�
に
﹁
耐
と
す
る
﹂
と
の
み
あ
る
場
合
は
︑
庶
人
な
ら
ば
耐
司

寇
︑
司
寇
で
あ
れ
ば
耐
隸
臣
妾
に
當
て
ら
れ
た
︒︹
肆
︺
271
～
275
鯵
�
⑧

參
照
︒

【解
說
︼

!
決
を
上
S
機
關
に
報
吿
す
べ
き
と
こ
ろ
︑
そ
れ
を
故
Z
／
µ
失
に
よ
り

怠
っ
た
場
合
の
處
罰
規
定
︒
こ
の
鯵
に
つ
い
て
︑
王
洩
﹁
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
札

記

(四
則
)
﹂
(
鯵
帛
網
二
〇
二
〇
年
四
_
二
七
日
)
は
︹
伍
︺
335
鯵
と
の
連
讀
を
指

摘
す
る
︒
兩
者
を
連
續
さ
せ
た
釋
�
は
*
の
$
り
︒

●
治
辠
@
諸
<
吿
云
而
不
當
論
者
︑
皆
具
傅
吿
云
辭
論
夬

(決
)
︑
上
屬

�
執
灋
︑
與
計
偕
︒
●
執
灋
案
掾
其
論

335

(
2
0
2
5
)

當
不
當
︒
當
上
夬

(
決
)
︑
�
弗
上
︑
令
・
丞
・
�

(
|
)
�
者
︑
皆
耐
︒

其
非
�
之
殹

(也
)
︑
貲
各
二
甲
︒

●
廿
︱

89

(
2
1
6
8
)

接
續
に
よ
り
生
ま
れ
る
﹁
●
執
法
案
掾
其
論
當
不
當
﹂
と
い
う
一
�
に
つ
い
て
︑
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王
洩
は
﹁
論
當
﹂﹁
論
⁝
不
當
﹂
と
い
う
言
い
囘
し
が
嶽
麓
鯵
や
張
家
山
漢
鯵

に
多
く
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
兩
者
が
連
續
す
る
根
據
の
一
つ
と
す
る
︒
こ

の
復
原
に
從
う
な
ら
︑
そ
の
日
本
語
譯
は
*
の
$
り
︒

罪
を
審
理
し
た
︑
@
び
お
よ
そ
吿
云
が
あ
っ
た
の
に
裁
く
に
は
當
た
ら
な

か
っ
た
場
合
︑
い
ず
れ
も
吿
云
・
供
営
・
!
決
の
�
書
を
揃
え
て
添
付
し
︑

�
屬
先
の
執
法
に
提
出
す
る
こ
と
︑
上
計
と
と
も
に
行
う
︒
●
執
法
は
そ

の
裁
き
に
つ
い
て
Æ
當
か
ど
う
か
を
點
檢
す
る
︒
!
決
を
上
申
す
る
の
に

相
當
す
る
が
︑
不
法
に
隱
�
し
上
申
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
令
・
丞
・
擔

當
官
|
は
い
ず
れ
も
耐
︒
こ
れ
を
不
法
に
隱
�
し
た
わ
け
で
は
な
け
れ
ば
︑

そ
れ
ぞ
れ
貲
二
甲
︒

●
廿

�
Z
は
$
り
︑
說
得
力
の
あ
る
復
原
案
だ
が
︑
王
洩
自
身
が
�
め
る
と
お
り
︑

背
面
の
劃
線
は
�
列
の
順
序
を
Ø
に
し
な
け
れ
ば
繫
が
ら
な
い
︒
ま
た
﹁
論

當
﹂﹁
論
⁝
不
當
﹂
と
い
う
句
は
見
ら
れ
る
も
の
の
︑﹁
論
當
不
當
﹂
は
な
く
︑

そ
れ
を
﹁
案
掾
﹂
す
る
と
い
う
¨
�
に
も
類
例
が
な
い
︒
暫
く
整
理
者
に
從
い
︑

89
鯵
の
み
に
�
釋
を
つ
け
た
︒

《
九
〇
︾

〼
□
□
徑

e
①

︒
制
曰
︑
此
等
②

令
各
e
屬
�
執

＝

灋
③

＝

︑
e
之
︒

●

廿
一
④

90

(
2
1
6
6+

2
1
6
9
)

【譯
︼⁝

徑
e
⁝
︒
制
す
る
︒
こ
れ
に
類
似
す
る
事
案
は
そ
れ
ぞ
れ
�
Ù
の
執
法
に

申
e
さ
せ
︑
執
法
が
こ
れ
を
申
e
す
る

●
廿
一

【
�
︼

①
徑
e
：
決
め
ら
れ
た
正
規
の
手
續
き
を
省
略
し
た
︑
と
び
こ
え
た
申
e
︒

縣
k
官
<
e
而
當
爲
律
令
者
︑
各
e
屬
�
二
千
石
官
︑
二
千
石
官
上
相
國
・

御
�
︑
相
國
・
御
�
案
致
︑
當
e
︑
e
之
︑
毋
得
徑﹅

e﹅

者
︒
徑
e
者
︑
罰
金

四
兩
︒
(二
年
律
令
219
～
220
)

②
此
等
：
こ
れ
に
類
似
す
る
事
案
︒︹
伍
︺
53
～
55
鯵
�
⑨
參
照
︒

③
執
灋
：
地
方
に
置
か
れ
た
監
察
官
︒︹
肆
︺
24
～
28
鯵
�
㉑
參
照
︒

【解
說
︼

｢徑
e

︱
︱
正
規
の
順
序
を
と
び
こ
え
た
申
e

︱
︱
﹂
を
禁
じ
︑
執
法
が

上
申
を
取
り
*
ぐ
よ
う
命
じ
た
規
定
︒
�
①
に
引
い
た
二
年
律
令
か
ら
推
測
で

き
る
と
お
り
︑
縣
k
官
か
ら
執
法
を
經
由
す
る
こ
と
な
く
︑
さ
ら
に
上
S
へ
と

申
e
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
�
段
を
缺
き
︑
ど

の
よ
う
な
場
合
に
執
法
を
經
由
す
る
の
が
必
須
と
な
る
の
か
︑
不
�
で
あ
る
︒

《
九
一
︾

它
隱
除
①

︑
犯
令
者
︑
坐
日
六
錢
爲
盜
②

︑

＝

比
隸
臣
不
守
其
�
葆
職
③┐

︒
|

令
者
④

︑
以
e
寄
⑤

人
灋
論
之
︒
︱

91

(
1
0
3
3
)

【譯
︼⁝

他
の
隱
官
・
除
官
人
⁝
︑
令
を
犯
し
た
者
は
︑
日
ご
と
に
六
錢
を
盜
ん
だ

も
の
と
し
て
罪
に
問
わ
れ
︑
盜
罪
は
任
せ
ら
れ
た
勤
め
を
守
ら
な
い
隸
臣
に
な

ぞ
ら
え
る
︒
|
の
命
令
し
た
者
は
︑
人
に
e
寄
し
た
場
合
の
法
を
も
っ
て
こ
れ
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を
裁
く
︒

【
�
︼

①
隱
除
：
隱
官
と
除
官
人
の
略
︒﹁
隱
官
﹂
は
肉
𠛬
を
�
け
た
者
が
赦
免
さ
れ

た
と
き
の
身
分
︒﹁
除
官
人
﹂
は
敍
任
さ
れ
て
用
務
の
あ
る
者
を
指
す
か
︒

︹
肆
︺
151
～
153
鯵
�
⑦
︑︹
肆
︺
257
～
261
鯵
�
⑦
⑧
︑
お
よ
び
︹
肆
︺
268
～

270
鯵
�
①
參
照
︒

②
坐
日
六
錢
爲
盜
：
Û
J
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
𠛬
徒
が
自
分
の
本
務
を
守
ら

な
か
っ
た
場
合
は
︑
職
務
を
怠
っ
た
日
數
に
應
じ
て
︑
一
日
あ
た
り
六
錢

(食
糧
荏
給
を
�
け
る
公
務
P
役
者
の
勞
働
は
一
日
六
錢
に
奄
算
さ
れ
た
)
を
盜

ん
だ
も
の
と
し
て
處
罰
さ
れ
た
︒︹
肆
︺
271
～
275
鯵
�
⑤
參
照
︒

隸
臣
妾
・
宮
隸
・
收
人
@
諸
當
隸
臣
妾
者
J
︑
以
日
六
錢
計
之
︑
@
司
寇
冗

作
@
當
踐
:
者
J
︑
皆
以
其
當
冗
作
@
當
踐
:
日
︑
日﹅

六﹅

錢﹅

計
之
︑
皆
與﹅

盜﹅

同﹅

灋﹅

︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
17
～
18
︑︹
柒
︺
¡
漏
鯵

2
0
0
2
)

徒
隸
繫
城
旦
舂
・
居
貲
贖
責

(債
)
而
敢
爲
人
僕
・
養
・
守
官
府
@
視
臣
�

事
若
居
隱
除
者
︑
坐﹅

日﹅

六﹅

錢﹅

爲﹅

盜﹅

︒
|﹅

令﹅

者﹅

︑
耐
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
271
～
273
)

③
�
葆
職
：
任
せ
ら
れ
た
仕
事
︒﹁
葆
﹂
は
ま
も
る
︑
責
任
を
持
っ
て
e
け
c

う
︒

縣
�
葆﹅

禁
苑
之
傅
山
・
Ü
山
︑
其
土
惡
不
能
雨
︑
夏
<
壞
者
︑
勿
稍
補
繕
︑

至
秋
毋

(無
)
雨
時
而
以
䌛

(徭
)
爲
之
︒
(秦
律
十
八
種
119
～
120
)

〼
□
□
棄
去
葆﹅

職﹅

不
伐
榦
殹

(也
)
︒
棄
去
私

(葆
)
職
不
伐
榦
〼

(里
耶
秦

鯵
⑨
2
1
6
5+

⑨
2
1
7
6
)

④
|
令
者
：
|
の
命
令
に
よ
り
¤
反
が
發
生
し
た
場
合
︑
命
令
を
下
し
た
|
の

責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒︹
肆
︺
271
～
275
鯵
�
⑦
參
照
︒

⑤
e
寄
：
私
事
を
賴
む
︒

古
𠛬
人
尙
P
︑
今
賞
人
反
惑
︒
e
寄
爲
姦
﹇
師
古
曰
︑
e﹅

寄﹅

謂﹅

以﹅

事﹅

私﹅

相﹅

託﹅

也﹅

︒﹈︑
羣
小
日
x
︒
(﹃
漢
書
﹄
鮑
宣
傳
)

【解
說
︼

複
數
の
鯵
か
ら
な
る
條
�
の
末
尾
と
お
ぼ
し
い
が
︑
條
�
番
號
は
記
さ
れ
な

い
︒
た
だ
し
こ
の
鯵
の
�
字
が
78
鯵
の
背
面
に
映
っ
て
お
り
︑
第
一
組
に
屬
す

鯵
で
あ
る
こ
と
は
閒
¤
い
な
い
︒

先
行
す
る
鯵
を
缺
き
︑
條
�
の
內
容
は
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
︑
�
②
に

引
い
た
︹
肆
︺
271
～
273
鯵
を
參
照
す
る
な
ら
︑
何
ら
か
の
公
務
に
P
す
る
者
が
︑

別
の
仕
事
を
行
う
な
ど
し
て
本
務
を
怠
っ
た
場
合
の
處
罰
規
定
で
あ
ろ
う
︒
罪

を
犯
し
た
本
人
は
︑
職
務
怠
慢
に
よ
り
一
日
あ
た
り
六
錢
の
損
�
を
官
に
與
え

た
と
み
な
さ
れ
︑
そ
の
額
に
應
じ
て
盜
罪
で
處
罰
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
そ
の
職
務

怠
慢
が
官
|
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
は
︑
當
該
官
|
は
公
務
P
役

者
を
私
用
に
2
っ
た
も
の
と
さ
れ
︑﹁
e
寄
人
法
﹂
で
處
斷
さ
れ
た
︒
奏
讞
書

に
は
︑
官
|
が
𠛬
徒
を
﹁
私
2
﹂
し
た
事
例
が
見
え
る
︒

●
●
蜀
守
讞
︑
佐
�
�
徒
︒
令
�
冰
私﹅

2﹅

城
旦
Þ
爲
家
作
︑
吿
�
︑
�
詐

ß
曰
治
官
府
︒
疑
罪
︒
●
廷
報
︑
�
爲
僞
書
也
︒
(奏
讞
書
54
～
55

案
例

⑨
)

《
九
二
︾

●
工
隸
臣
妾
①

@
工
當
隸
臣
妾
者
②

J
︑
以
〖
日
〗
六
十
錢
計
之
③

︑
與
盜
同
灋
︒

其
自
出
殹

(也
)
︑
減
辠
一
等
︒

92

(
1
0
0
5
)
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【譯
︼●

工
隸
臣
妾
お
よ
び
隸
臣
妾
に
相
當
す
る
工
が
Û
J
す
れ
ば
︑
一
日
あ
た
り

六
十
錢
と
し
て
計
算
し
︑
盜
罪
と
同
じ
法
を
Æ
用
す
る
︒
自
ら
出
頭
す
れ
ば
︑

罪
一
等
を
減
ず
る
︒

【
�
︼

①
工
隸
臣
妾
：﹁
工
﹂
は
︑
各
種
の
技
能
を
持
つ
職
人
︑
技
à
者
︒︹
肆
︺
7
～

9
鯵
�
⑪
參
照
︒﹁
工
隸
臣
妾
﹂
と
は
︑
秦
律
十
八
種
113
に
見
え
る
よ
う

な
︑
隸
臣
妾
と
さ
れ
た
も
の
の
何
ら
か
の
技
à

(﹁
巧
﹂
)
を
<
し
︑
工
と

し
て
P
役
す
る
者
を
指
す
の
だ
ろ
う
︒

隸
臣
<
巧
可
以
爲
工
者
︑
勿
以
爲
人
僕
・
養
︒

均

(秦
律
十
八
種
113
)

欲
歸
T
二
S
以
免
親
父
母
爲
隸
臣
妾
者
一
人
︑
@
隸
臣
斬
首
爲
公
士
︑
謁
歸

公
士
而
免
故
妻
隸
妾
一
人
者
︑
許
之
︑
免
以
爲
庶
人
︒
工﹅

隸﹅

臣﹅

斬
首
@
人
爲

斬
首
以
免
者
︑
皆
令
爲
工
︒
其
不
完
者
︑
以
爲
隱
官
工
︒

軍
T

(秦
律
十

八
種
155
～
156
)

佐
弋
隸
臣
・
湯
家
臣
免
爲
士
五

(伍
)
︑
屬
佐
弋
而
J
者
︑
論
之
比
寺
車
府
︒

內
官
・
中
官
隸
臣
妾
・
白
粲
以
巧
@
勞
免
爲
士
五

(伍
)
・
庶
人
・
工
・
工﹅

隸﹅

隱﹅

官﹅

而
復
屬
內
官
・
中
官
者
︑
其
或
J
〼
⁝
□
□
論
之
比
寺
車
府
︒
(嶽
麓

︹
肆
︺
7
～
9
)

②
工
當
隸
臣
妾
者
：
元
々
工
人
で
︑
罪
を
犯
し
て
隸
臣
妾
𠛬
に
相
當
す
る
者
の

こ
と
か
︒
一
方
で
︑
よ
り
廣
範
な
﹁
工
隸
臣
妾
相
當
の
者
﹂
を
指
す
の
で

は
な
い
か
︑
と
い
う
Z
見
も
出
た
︒︻
解
說
︼
參
照
︒

其
子﹅

<
罪
當﹅

城﹅

旦﹅

舂﹅

・
鬼﹅

薪﹅

白﹅

粲﹅

以
上
︑
@
爲
人
奴
婢
者
︑
父
母
吿
不
孝
︑

勿
聽
︒
(二
年
律
令
35
～
36
)

③
以
六
十
錢
計
之
：
一
日
あ
た
り
六
十
錢
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
︒
*
に
引
い

た
嶽
麓
︹
肆
︺
¡
漏
鯵

2
0
0
2
に
は
﹁
以
日
六
十
錢
計
之
﹂
と
あ
り
︑
こ

こ
で
は
﹁
日
﹂
字
を
脫
し
て
い
る
と
解
釋
し
た
︒

工
隸
臣
妾
@
工
當
隸
臣
妾
者
J
︑
以﹅

日﹅

六﹅

十﹅

錢﹅

計﹅

之﹅

︑
隸
臣
妾
・
宮
隸
・
收

人

(嶽
麓
︹
肆
︺
¡
漏
鯵

2
0
0
2
)

@
諸
當
隸
臣
妾
者
J
︑
以﹅

日﹅

六﹅

錢﹅

計﹅

之﹅

︑
@
司
寇
冗
作
@
當
踐
:
者
J
︑
皆

以
其
當
冗
作
@
當
踐
:
日
︑
日
六
錢
計
之
︑
皆
與
盜
同
灋
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
17

～
18
)

【解
說
︼

技
à
者
と
し
て
就
勞
す
る
𠛬
徒
が
Û
J
し
た
場
合
︑
Û
J
日
數
に
60
錢
を
乘

じ
︑
そ
れ
と
同
額
の
贓
罪
を
犯
し
た
も
の
と
し
て
裁
か
れ
た
︒
�
③
に
引
い
た

嶽
麓
︹
肆
︺
¡
漏
鯵
が
本
條
�
と
類
似
し
︑
さ
ら
に
そ
れ
が
︹
肆
︺
17
～
18
に

續
く
と
い
う
指
摘
も
あ
る

(
周
海
鋒
﹁︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(
柒
)︾
初
讀
﹂
鯵
帛
網

二
〇
二
二
年
七
_
八
日
)
︒

工
隸
臣
妾
@
工
當
隸
臣
妾
者
J
︑
以
日
六
十
錢
計
之
︒
隸
臣
妾
・
宮
隸
・

收
人

(
2
0
0
2
)
@
諸
當
隸
臣
妾
者
J
︑
以
日
六
錢
計
之
︑
@
司
寇
冗
作
@

當
踐
:
者
J
︑
皆
以
其
當
冗
作
@
當
踐

(︹
肆
︺
17
)
:
日
︑
日
六
錢
計
之
︑

皆
與
盜
同
灋
︒
(︹
肆
︺
18
)

¡
漏
鯵

(
2
0
0
2
)
の
下
部
に
は
大
き
な
空
白
が
あ
る
も
の
の
︑
內
容
は
︑
確
か

に
連
續
し
て
讀
め
ば
Z
味
が
$
る
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
︑﹁
工
當
隸
臣
妾
者
﹂

は
後
`
の
﹁
諸
當
隸
臣
妾
者
﹂
と
對
應
し
︑﹁
工
隸
臣
妾
と
同
樣
の
á
い
を
�

け
る
者
﹂
︱
︱
例
え
ば
隱
官
工
︱
︱

を
廣
く
指
し
て
い
る
可
能
性
も
殘
る
︒
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《
九
三
～
九
四
︾

●
制
詔
御
�
︑
聞
反
者
①

子
年
未
盈
十
四
歲
②

︑
<
辠
爲
城
旦
舂
者
︑
或
嬰
兒

殹

(也
)
︑
尙
b
c
③

@
毚

(纔
)
能
行
④

︑
縣
官

93

(
1
0
0
3
)

戸
皆
令
衣
傅
城
旦
舂
具
⑤

︒
其
勿
令
衣
傅
之
︒
丞
相
御
�
e
︑
諸
年
未
盈
十
四

歲
而
<
辠
爲
城
旦
舂
者

94

(
0
9
9
8+

C
1
0
-
4
-
1
3+

C
1
0
.3
-
1
4
-
4+

C
1
0
.4
-
9
-
2
)

【譯
︼●

御
�
に
制
詔
す
る
︒
聞
く
と
こ
ろ
で
は
︑
反
亂
を
×
こ
し
た
者
の
子
で
︑

十
四
歲
未
滿
だ
が
︑
罪
に
觸
れ
て
城
旦
舂
と
な
る
者
は
︑
中
に
は
嬰
兒
も
お
り
︑

な
お
b
き
か
か
え
ら
れ
る
︑
お
よ
び
よ
う
や
く
步
け
る
よ
う
に
な
っ
た
者
で
も
︑

官
府
は
た
だ
ち
に
︑
彼
ら
に
い
ず
れ
も
城
旦
舂
の
衣
P
や
𠛬
具
を
身
に
つ
け
さ

せ
て
い
る
︑
と
の
こ
と
︒
こ
れ
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
︒
丞
相
・
御

�
が
申
e
す
る
に
︑
お
よ
そ
十
四
歲
未
滿
で
罪
に
觸
れ
て
城
旦
舂
と
な
る
者
⁝

【
�
︼

①
反
者
：
反
Ø
者
の
類
か
︒︹
伍
︺
72
鯵
�
②
參
照
︒

②
年
未
盈
十
四
歲
：
十
四
歲
未
滿
を
基
準
と
し
て
︑
法
律
上
の
á
い
が
衣
な
る

事
例
は
他
に
も
見
ら
れ
る
︒︹
肆
︺
196
鯵
�
①
參
照
︒

■
J
不
仁
邑
里
・
官
︑
毋
以
智

(知
)
何
人
殹

(也
)
︑
中
縣
k
官
詣
咸
陽
︑

郡
︻
縣
︼
k
詣
其
郡
都
縣
︑
皆
𣪠

(繫
)
城
旦
舂
︒
槫
作
倉
苦

(窖
)
︑
令
舂

勿
出
︑
將
司
之
如
城
旦
舂
︒
其﹅

小﹅

年﹅

未﹅

盈﹅

十﹅

四﹅

歲﹅

者﹅

槫
作
︑
事
之
如
隸
臣
妾

然
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
24
～
26
)

k
徼
中
蠻
夷
來
誘
者
︑
黥
爲
城
旦
舂
︒
其
從
誘
者
︑
年﹅

自﹅

十﹅

四﹅

歲﹅

以﹅

上﹅

耐
爲

隸
臣
妾
︑
奴
婢
黥
検

(顏
)
頯
︑
畀
其
�
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
102
)

③
b
c
：
b
い
た
り
背
c
っ
た
り
す
る
こ
と
︒

子
昂
︑
字
叔
~
︑
<
孝
義
節
行
︒
初
︑
德
被
病
數
年
︑
昂
俯
伏
左
右
︑
衣
不

ã
帶
︒
@
處
喪
︑
衛
瘠
三
年
︑
b﹅

c﹅

乃
行
︒
(﹃
後
漢
書
﹄
鮑
永
列
傳
)

④
纔
能
行
：﹁
纔
﹂
は
︑
や
っ
と
︑
よ
う
や
く
の
Z
︒
嬰
兒
が
よ
う
や
く
步
け

る
よ
う
に
な
っ
た
狀
態
の
こ
と
を
指
す
︒

然
而
位
不
µ
侍
郞
︑
擢
纔
給
事
黃
門
︒﹇
師
古
曰
︑
纔﹅

︑
淺
也
︑
言
�﹅

得﹅

之﹅

也
︒
纔
¼
才
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
揚
雄
傳
下
)

⑤
衣
傅
城
旦
舂
具
：
城
旦
舂
が
着
用
す
べ
き
衣
P
と
𠛬
具
を
身
に
着
け
る
こ
と
︒

●
司
空
律
曰
︑
城
旦
舂
衣
赤
衣
︑
冒
赤
氈
︑
枸
櫝
杕
之
︒
諸
當
衣
赤
衣
者
︑

其
衣
物
毋

(無
)
小
大
@
表
裏
盡
赤
之
︑
其
衣
裘
者
︑
赤
其
裏
︑
〖
而
〗
反

衣
之
︒
仗
城
旦
勿
將
司
︑
舂
城
旦
出
䌛

(
徭
)
者
︑
毋
敢
之
市
@
留
舍
闠
外
︑

當
行
市
中
者
︑
囘
︑︻
勿
行
︼︒
(
嶽
麓
︹
肆
︺
167
～
168
)

城
旦
舂
衣
赤
衣
︑
冒
赤
鯉

(
氈
)
︑
拘
櫝
欙
杕
之
︒
仗
城
旦
勿
將
司
︒
其
名

將
司
者
︑
將
司
之
︒
舂
城
旦
出
䌛

(徭
)
者
︑
毋
敢
之
市
@
留
舍
闠
外
︒
當

行
市
中
者
︑
囘
︑
勿
行
︒
城
旦
舂
衛
折
瓦
器
・
鐵
器
・
木
器
︑
爲
大
車
折
斯

(
輮
)
︑
輒
治

(笞
)
之
︒
直

(
値
)
一
錢
︑
治

(笞
)
十
︒
直

(値
)
廿
錢
以

上
︑
孰

(熟
)
治

(笞
)
之
︑
出
其
器
︒
弗
輒
治

(笞
)
︑
|
�
者
c
其
`
︒

司
空

(秦
律
十
八
種
147
～
149
)

【解
說
︼

幼
少
の
子
供
に
は
︑
城
旦
舂
の
衣
P
や
𠛬
具
の
着
用
を
免
除
す
る
よ
う
命
じ

た
制
詔
の
一
部
︒
皇
M
か
ら
の
下
命
を
承
け
て
︑
丞
相
・
御
�
が
具
體
�
な
年

齡
基
準
や
措
置
を
提
案
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
︑
そ
の
提
案
部
分
は
後
段
を
缺

き
︑
詳
細
は
不
詳
︒

東 方 學 報
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な
お
︑
94
鯵
の
下
端
は
左
`
を
缺
く
が
︑
謝
�
宏
は
そ
の
部
分
に
殘
鯵

(
C
1
0
.3
-
1
4
-
4+

C
1
0
.4
-
9
-
2
)
が
接
合
し
︑
字
畫
が
補
わ
れ
る
の
を
指
摘
す
る

(謝
�
宏
﹁︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(
柒
)︾
試
綴

(七
)﹂
鯵
帛
網
二
〇
二
二
年
七
_
二
二

日
)
︒

《
九
五
～
九
六
︾

●
諸
宮
室
⁝
垣
@
衞
k
垣
①

<
蓾

(鹵
)
淳
濕
②

者
︑
輒
稍
善

(繕
)
治
③

之
︑

<
以
不
思

(繕
)
治
④

之
故
︑
壞
敗
⑤

師
殺
⑥

人
︑
匠
辧
長
⑦

皆

95

(
C
1
0
.1
-
5
-
5+

C
1
0
.1
-
1
2
-
2+

C
8
-
7
-
1+

C
8
-
3
-
3+

2
1
5
6
)

〼
□
令
�
貲
各
二
甲
︑
廢
︒
其
壞
@
傷
人┐

︑
匠
辧
長
贖
⑧

96

(
1
1
3
3+

1
1
5
2
-
2
)

【譯
︼●

お
よ
そ
宮
室
⁝
垣
お
よ
び
衞
k
垣
の
な
か
に
︑
鹽
類
が
し
み
出
て
い
る
も

の
が
あ
れ
ば
︑
そ
の
つ
ど
少
し
ず
つ
こ
れ
を
修
繕
し
︑
修
繕
し
な
か
っ
た
た
め

に
︑
壞
れ
て
人
を
壓
殺
し
た
ら
︑
匠
辧
長
は
い
ず
れ
も
⁝
︑
⁝
令
�
は
そ
れ
ぞ

れ
貲
二
甲
と
し
︑
出
仕
を
禁
止
す
る
︒
壞
れ
た
ら
︑
お
よ
び
人
を
傷
つ
け
た
ら
︑

匠
辧
長
は
贖
⁝

【
�
︼

①
衞
k
垣
：
詳
細
は
不
�
だ
が
︑
宮
室

(の
垣
)
と
竝
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
り
︑
そ
れ
に
類
す
る
特
別
な
垣
︑
た
と
え
ば
甬
k
を
守
る
外
壁
の
類
か
︒

●
諸
爲
宮﹅

室﹅

・
官
府
・
寺
舍
@
長﹅

垣﹅

・
大
土
功
者
︑
已
成
︑
輒
各
以
其
地
埶

(勢
)
稱
議
爲
汧
・
演
・
渠
・
隄
・
吾
・
衕
以
備
水
︒
(嶽
麓
︹
陸
︺
114
)

築
甬
k
︑
自
咸
陽
屬
之
︒﹇
應
劭
云
︑
謂
於﹅

馳﹅

k﹅

外﹅

築﹅

牆﹅

︑
天
子
於
中
行
︑

外
人
不
見
︒﹈
(﹃
�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
)

②
鹵
淳
濕
：
土
壁
に
水
分
が
沁
み
�
み
︑
水
中
や
土
中
の
鹽
類
が
表
面
に
あ
ら

わ
れ
る
こ
と
か
︒﹁
鹵
﹂
は
鹽
類
︒﹁
淳
﹂
は
典
籍
�
料
に
﹁
淳
鹵
﹂
が
見

え
︑
さ
ま
ざ
ま
に
解
釋
さ
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
睡
虎
地
日
書
の
用
例
か
ら
︑

濡
れ
る
︑
濕
る
の
Z
︑
す
な
わ
ち
﹁
濕
﹂
と
同
じ
よ
う
な
Z
味
だ
と
解
釋

し
た
︒
土
壁
か
ら
鹽
が
吹
き
出
し
︑
鹽
漬
け
の
よ
う
に
な
っ
た
狀
態
を
言

う
の
で
あ
ろ
う
︒

鹵
︑
西
方
鹹
地
也
︒
(﹃
說
�
解
字
﹄
十
二
ç
上
)

表
淳﹅

鹵﹅

︒﹇
�
︑
淳
鹵
︑
埆
ß
之
地
︑
表
衣
輕
其
賦
稅
︒
會
箋
︑
淳﹅

︑
漬﹅

也﹅

︑

詩
箋
︑
渥
︑
淳
漬
也
︒
地
漬
於
水
︑
不
可
得
而
�
︒﹈
(﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
襄
公

二
十
五
年
)

若
山
林
藪
澤
原
陵
淳﹅

鹵﹅

之
地
﹇
晉
灼
曰
︑
淳
︑
盡
也
︑
舄
鹵
之
田
不
生
五
穀

也
﹈︑
各
以
肥
磽
多
少
爲
差
︒
(﹃
漢
書
﹄
食
貨
志
上
)

其
上
旱
則
淳﹅

︑
水
則
乾﹅

︒
(
日
書
甲
種
38
～
39
)

③
輒
稍
善

(繕
)
治
：
そ
の
都
度
少
し
ず
つ
修
繕
す
る
こ
と
︒﹁
善
﹂
は
﹁
繕
﹂

に
$
じ
る
︒

縣
�
葆
禁
苑
之
傅
山
・
Ü
山
︑
其
土
惡
不
能
雨
︑
夏
<
壞
者
︑
勿
稍﹅

補﹅

繕﹅

︑

至
秋
毋

(無
)
雨
時
而
以
䌛

(徭
)
爲
之
︒
(秦
律
十
八
種
119
～
120
)

④
思

(繕
)
治
：
整
理
小
組
は
﹁
思

(
善
)
﹂
と
す
る
が
︑﹁
繕
﹂
に
$
じ
る
と

見
る
べ
き
で
あ
る
︒

⑤
壞
敗
：
壞
す
こ
と
︒
破
壞
す
る
こ
と
︒

乃
者
河
南
・
穎
川
郡
水
出
︑
液
殺
人
民
︑
壞﹅

敗﹅

廬
舍
︒
(﹃
漢
書
﹄
哀
M
紀
)
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天
田

塢
陛
壞﹅

敗﹅

不
作
治

〼
戶
關
戊
不
�
利

鼓
一
毋

天
田
不
�
畫
不
鉏
治

(敦
煌
漢
鯵

D
1
5
5
2
)

⑥
師
殺
：﹁
師
﹂
は
﹁
壓
﹂
に
讀
み
替
え
ら
れ
る
︒﹁
壓
殺
﹂
は
押
し
つ
ぶ
し
て

死
な
せ
る
こ
と
︒

黭
然
而
雷
擊
之
︑
如
牆
厭
之
︒﹇
楊
�
︑
厭﹅

讀
爲
壓﹅

︒﹈
(﹃
荀
子
﹄
彊
國
)

傳
十
餘
家
︑
至
宜
陽
︑
爲
其
�
入
山
作
炭
︑
(
í
)
︹
暮
︺
臥
岸
下
百
餘
人
︑

岸
î
︑
盡
壓﹅

殺﹅

臥
者
︑
少
君
獨
得
脫
︑
不
死
︒
(﹃
�
記
﹄
外
戚
世
家
)

⑦
匠
辧
長
：﹁
匠
﹂
は
土
木
工
事
を
擔
當
す
る
技
à
者
︒﹁
辧
長
﹂
は
不
詳
だ
が
︑

﹁
辧
﹂
が
﹁
分
擔
﹂
の
Z
で
あ
れ
ば
︑
円
©
物
を
修
繕
す
る
際
の
︑
分
擔

ご
と
の
責
任
者
の
こ
と
か
︒

上
之
�
興
︑
其
ï
攻

(功
)
而
不
當
者
︑
如
縣
然
︒
度
攻

(功
)
必
令
司
空

與
匠﹅

度
之
︑
毋
獨
令
匠
︒
其
不
審
︑
以
律
論
度
者
︑
而
以
其
實
爲
䌛

(徭
)

徒
計
︒
䌛

(徭
)
律

(秦
律
十
八
種
123
～
124
)

官
各
<
辨﹅

︑
非
其
官
事
勿
敢
爲
︑
非
�
聽
勿
敢
聽
︒
(二
年
律
令
216
)

⑧
贖
：
本
來
は
何
ら
か
の
𠛬
罰
を
財
物
そ
の
他
で
ð
う
こ
と
︒︹
肆
︺
1
～
2

鯵
�
③
參
照
︒

【解
說
︼

95
鯵
冒
頭
の
﹁
●
諸
宮
室
⁝
垣
@
衞
k
垣
﹂
は
︑
謝
�
宏
の
綴
合
に
從
っ
た

釋
�
で
あ
る

(謝
�
宏
﹁︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(
柒
)︾
試
綴

(二
十
三
)﹂
鯵
帛
網
二

〇
二
二
年
九
_
二
七
日
)
︒﹁
●
諸
宮
室
﹂
と
﹁
垣
@
衞
k
垣
﹂
と
の
閒
に
は
鯵
の

殘
缺
が
あ
り
︑
同
一
の
鯵
と
は
斷
言
し
に
く
い
が
︑﹁
垣
@
衞
k
垣
﹂
と
﹁
<

⁝
﹂
と
は
直
接
繫
が
り
︑
そ
れ
に
よ
り
﹁
<
﹂
の
字
劃
が
補
わ
れ
る
︒
ひ
と
ま

ず
こ
の
復
原
案
に
從
っ
た
︒
ま
た
︑
96
鯵
も
鯵
の
�
`
を
缺
き
︑
95
鯵
か
ら
續

く
の
か
定
か
で
な
い
が
︑
兩
方
の
鯵
に
い
ず
れ
に
も
﹁
匠
辧
長
﹂
が
見
え
︑
ま

た
�
]
に
お
い
て
も
矛
盾
は
生
じ
な
い
の
で
︑
暫
く
同
一
條
�
を
¨
成
す
る
鯵

と
し
て
譯
出
し
た
︒

內
容
は
︑
牆
壁
の
補
修
・
管
理
に
關
す
る
條
�
︒
牆
壁
の
表
面
に
鹽
類
が
し

み
出
し
て
い
る
場
合
は
︑
そ
の
箇
�
を
こ
ま
め
に
修
繕
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ

れ
る
︒
そ
れ
を
怠
り
︑
倒
壞
し
た
牆
壁
に
よ
り
人
が
壓
殺
さ
れ
た
場
合
と
︑
單

に
倒
壞
し
た
︑
も
し
く
は
人
を
傷
つ
け
る
に
止
ま
っ
た
場
合
と
に
分
け
て
︑
科

罰
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

《
九
七
︾

官
①

@
宮
嗇
夫
②

・
|
�
者
③

︑
貲
各
二
甲
︑
令
・
丞
・
令
�
各
一
甲
︒97

(
1
1
3
2
)

【譯
︼⁝

官
お
よ
び
宮
嗇
夫
・
擔
當
官
|
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
貲
二
甲
︑
令
・
丞
・
令
�

は
そ
れ
ぞ
れ
貲
一
甲
と
す
る
︒

【
�
︼

①
官
：
整
理
小
組
は
鯵
頭
に
﹁︻
縣
︼﹂
を
補
う
が
︑
鯵
の
長
さ
か
ら
考
え
る
と
︑

鯵
頭
に
�
字
は
入
ら
な
い
︒
李
美
娟
﹁︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(伍
)
︾
札

記
﹂
(
鯵
帛
網
二
〇
一
八
年
五
_
一
九
日
)
參
照
︒

②
宮
嗇
夫
：
宮
室
等
の
円
©
物
の
管
理
や
︑
修
繕
に
關
わ
る
擔
當
者
か
︒
一
方
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で
︑﹁
官
嗇
夫
・
|
�
者
﹂
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
一
般
�
で
あ
る
こ
と

か
ら
︑﹁
宮
﹂
は
﹁
官
﹂
の
(
字
で
は
な
い
か
と
い
う
Z
見
も
出
た
︒

③
|
�
者
：
�
管
者
︑
擔
當
者
の
こ
と
︒︹
肆
︺
54
～
59
鯵
�
⑭
參
照
︒

【解
說
︼

整
理
者
は
96
鯵
と
97
鯵
と
の
閒
に
缺
鯵
を
想
定
し
て
お
ら
ず
︑
95
鯵
か
ら
97

鯵
ま
で
が
同
一
條
�
を
¨
成
す
る
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
原
鯵
番
號
が
W

く
︑
そ
の
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
も
の
の
︑
い
さ
さ
か
決
め
手
に
缺
け
︑

暫
く
別
々
に
譯
出
し
た
︒

《
九
八
︾

■
廷
內
�
郡
二
千
石
官
共
令

●
第
庚

●
今
壬

98

(
1
1
3
1
)

【譯
︼■

廷
內
�
郡
二
千
石
官
共
令

●
第
庚

●
今
壬

【解
說
︼

本
鯵
は
︑︹
肆
︺
353
か
ら
︹
伍
︺
98
へ
�
置
を
改
め
ら
れ
た
︒︹
肆
︺
353
鯵
參

照
︒

《
九
九
︾

〼

第
丁
①┐

戊┐

己┐

庚
四
ç
②

99

(
1
1
3
4
)

【譯
︼⁝

第
丁
・
戊
・
己
・
庚
四
ç

【
�
︼

①
丁
：
原
釋
は
﹁
甲
﹂
で
あ
る
が
︑
圖
版
に
よ
り
改
め
た
︒

②
第
丁
戊
己
庚
四
ç
：
干
荏
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
律
・
令
の
ç
名
︒︹
肆
︺

280
鯵
�
①
參
照
︒

【解
說
︼

〔伍
︺
第
一
組

(﹁
廷
內
�
郡
二
千
石
官
共
令
﹂
の
﹁
第
己
﹂﹁
第
庚
﹂
)
と
︹
陸
︺

第
一
組

(同
﹁
第
丁
﹂﹁
第
戊
﹂
)
が
︑
元
來
は
同
一
の
册
書
を
¨
成
し
て
お
り
︑

そ
れ
に
附
け
ら
れ
た
標
題
鯵
が
本
鯵
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
嶽
麓
書
院

�
藏
鯵
︽
秦
律
令

(臺
)
︾
譯
�
﹄
�
載
の
宮
宅
論
�
參
照
︒

第
二
組

《
一
〇
〇
～
一
〇
一
︾

●
令
曰
︑
制
書
①

下
@
�
制
②

<
問
議
③

者
︑
皆
爲
ß

(
o
)④
︑
署
初
到
初
�

�
⑤

@
上
年
日
_
・
官
別
留
日
數
⑥

︑
傅
⑦

留
狀
⑧

︑
與
𡭊

(對
)⑨
皆

(偕
)
上
︒

不

100

(
1
6
7
9+

1
6
7
3
)

從
令
︑
貲
一
甲
︒

●
卒
令
⑩

乙
五

101

(
1
6
6
7
)

【譯
︼令

︒
制
書
が
下
っ
た
り
︑
制
を
�
け
た
り
し
て
︑
問
い
合
わ
せ
や
討
議
を
行
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う
場
合
︑
い
ず
れ
も
o
を
作
成
し
︑
初
め
て
屆
い
た
り
初
め
て
�
領
し
た
り
し

た
地
點
︑
お
よ
び
た
て
ま
つ
っ
た
年
_
日
︑
官
ご
と
の
停
留
日
數
を
書
き
�
み
︑

停
留
の
狀
況
を
附
記
し
︑
對
と
と
も
に
た
て
ま
つ
れ
︒
令
に
從
わ
な
け
れ
ば
︑

貲
一
甲
︒

●
卒
令
乙
五

【
�
︼

①
制
書
：
皇
M
の
下
す
�
書
の
一
つ
︒︹
肆
︺
194
～
195
鯵
�
②
參
照
︒

②
�
制
：
皇
M
の
命
令
を
�
け
る
こ
と
︒︹
伍
︺
56
～
58
鯵
�
②
參
照
︒﹁
制
書

下
﹂
が
傳
I
さ
れ
て
き
た
�
書
に
よ
る
命
令
で
あ
る
の
に
對
し
︑﹁
�
制
﹂

は
2
者
に
よ
る
口
頭
で
の
命
令
な
ど
︑
そ
れ
以
外
の
ケ
ー
ス
を
指
す
か
︒

●
廿
六
年
四
_
己
卯
丞
相
臣
狀
・
臣
綰
�﹅

制﹅

相

(湘
)
山
上
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺

56
)

③
問
議
：
問
は
問
い
合
わ
せ
︑
議
は
討
議
︒
こ
こ
で
は
皇
M
か
ら
の
指
示
を
う

け
て
︑
關
連
機
關
に
問
い
合
わ
せ
た
り
︑
討
議
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
︒

整
理
者
は
﹁
問
議
﹂
二
字
で
﹁
徵
詢
﹂
と
す
る
が
︑
秦
漢
鯵
牘
讀
書
會
は

﹁
問
議
﹂
は
二
語
で
︑﹁
問
﹂
は
﹁
詢
問
﹂︑﹁
議
﹂
は
﹁
討
論
﹂
に
Z
味
の

重
點
が
あ
る
と
す
る

(武
漢
大
學
鯵
帛
硏
究
中
心
秦
漢
鯵
讀
書
會
﹁︽
嶽
麓
書
院

藏
秦
鯵

(伍
)︾
讀
札

(三
)﹂
鯵
帛
網
二
〇
一
八
年
四
_
三
日
)
︒

廿
六
年
後
九
_
壬
酉
朔
甲
戌
︑
□
官
守
衷
敢
言
之
︒
令
下
制
書
曰
︑
上
□
□

�
乘
車
・
馬
・
僕
・
養
・
走
式
八
牒
︑
放

(
仿
)
式
上
屬
�
執
法
︒
毋
當
令

者
︑
亦
言
︑
ß
留
日
︒
●
問﹅

之
︑
毋
當
令
者
︒
ß
留
一
牒
□
︒︻
敢
︼
言
之
︒

(正
)

後
九
_
甲
戌
水
下
□
□
以
來
／
ô
`

今
手

(背
)
(里
耶
秦
鯵
⑨
1
8
5
7
)

④
皆
爲
o
：
里
耶
秦
鯵
に
は
︑
�
書
停
留
の
記
錄
と
し
て
﹁
ß

(
o
)
留
﹂
の

語
が
見
え
る
︒
�
③
⑤
に
引
い
た
里
耶
秦
鯵
も
參
照
の
こ
と
︒

廿
八
年
九
_
戊
戌
朔
癸
亥
︑
貳
春
鄕
守
畸
敢
言
之
︒
廷
下
p
春
君
居
叚
舍
人

南
昌
p
智
大
夫
加
讂
書
曰
︑
各
ö

(
廉
)
求
其
界
中
︑
得
弗
得
︑
亟
言
︑
ß

留
日
︒
今
ö

(
廉
)
求
弗
得
︑
爲
ß﹅

留﹅

一
牒
下
︒
敢
言
之
︒
(里
耶
秦
鯵
⑨

2
3
1
5
正
)

⑤
初
到
初
�
�
：
初
め
て
屆
い
た
り
初
め
て
�
領
し
た
り
し
た
地
點
︒﹁
制
書

下
﹂
の
場
合
は
﹁
初
到
﹂︑﹁
�
制
﹂
の
場
合
は
﹁
初
�
﹂
の
地
點
が
記
錄

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

一
方
で
︑﹁
留
日
數
﹂
を
算
出
す
る
た
め
に
記
錄
す
べ
き
な
の
は
︑﹁
地

點
﹂
で
は
な
く
﹁
時
閒
﹂
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
箇
�
の
﹁
�
﹂
は
衍
字
で

あ
り
︑﹁
初
到
初
�
︑
お
よ
び
上
つ
る
の
年
日
_
﹂
が
記
錄
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
︑
と
い
う
Z
見
も
出
た
︒
だ
が
本
條
�
と
同
�
で
あ
る
︹
陸
︺

215
～
216
に
も
﹁
�
﹂
字
が
あ
り
︑
衍
字
と
見
る
の
は
や
は
り
難
し
い
︒

卅
一
年
七
_
辛
亥
朔
甲
子
︑
司
空
守
□
敢
言
之
︒
今
以
初
爲
縣
卒
校
死
@
傳

槥
書
案
致
︑
毋
𤻮

(應
)
此
人
名
者
︒
上
眞
書
︒
書
癸﹅

亥﹅

到﹅

︑
甲
子
×
︑
留

一
日
︑
案
致
問
治
而
留
︒
敢
言
之
︒
(
里
耶
秦
鯵
⑧
6
4
8
)

書
廿
八
年
四
_
庚﹅

辰﹅

到﹅

︑
壬
午
×
︑
留
二
日
︒
讂
求
〼

(
⑧
9
4
4+

⑧
1
6
4
6
)

書
卅
二
年
三
_
辛﹅

巳﹅

到﹅

田
官
︑
戸
×
不
留
︒
(
⑨
5
0
0
)

書
廿
八
年
六
_
乙﹅

未﹅

到﹅

︑
丙
申
×
︑
留
一
日
︒
具
問
而
留
︒
(
⑨
7
4
8
)

⑥
官
別
留
日
數
：
官
ご
と
の
停
留
日
數
︒﹁
別
﹂
は
﹁
～
ご
と
に
﹂
の
Z
︒
�

⑤
に
引
い
た
里
耶
秦
鯵
も
參
照
の
こ
と
︒

於
是
古
公
乃
貶
戎
狄
之
俗
︑
而
營
築
城
郭
室
屋
︑
而
邑
別﹅

居
之
︒
(﹃
�
記
﹄

周
本
紀
)
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円
昭
四
年
四
_
辛
巳
朔
庚
戌
︑
不
ø
候
長
齊
敢
言
之
︒
官
移
府
�
移
郵
書
課

擧
曰
︑
各
推
辟
部
中
︒
牒
別﹅

言
︒
會
_
廿
七
日
︒
(居
5
漢
鯵

E
P
T
5
2
:
8
3
)

⑦
傅
：
整
理
者
は
﹁
傳
﹂
と
釋
す
が
︑
寫
眞
か
ら
は
!
讀
で
き
ず
︑
一
方
で
本

條
�
と
同
�
で
あ
る
︹
陸
︺
215
～
216
で
は
︑
�
ら
か
に
﹁
傅
﹂
と
書
か
れ

る
︒
ひ
と
ま
ず
﹁
傅
﹂
と
釋
し
︑﹁
～
留
ま
れ
る
日
數
を
署
し
︑
留
狀
を

傅
し
﹂
と
讀
ん
だ
︒
だ
が
﹁
署
～
狀

︱
︱
～
の
狀
を
署
す
︱
︱
﹂
と
い

う
¨
�
が
法
律
條
�
に
は
し
ば
し
ば
現
れ
る

(︹
肆
︺
347
～
349
鯵
�
⑧
)
︒
整

理
者
が
或
說
と
し
て
営
べ
る
と
お
り
︑︹
陸
︺
215
～
216
の
﹁
傅
﹂
は
﹁
傳
﹂

の
(
字
で
︑﹁
傳
留
の
狀

︱
︱
傳
I
中
に
�
書
が
滯
留
し
た
事
�

︱
︱

を
署
し
﹂
と
讀
む
べ
き
だ
と
い
う
Z
見
も
出
た
︒

⑧
留
狀
：
�
書
が
停
留
し
た
事
�
︒
�
⑤
に
引
い
た
里
耶
秦
鯵
の
﹁
案
致
問
治

而
留
﹂﹁
具
問
而
留
﹂
な
ど
が
そ
れ
に
當
た
る
だ
ろ
う
︒

⑨
對
：
上
行
�
書
の
一
つ
︒
囘
答
�
書
︒

是
時
誼
年
二
十
餘
︑
�
爲
少
︒
每
詔
令
議
下
︑
諸
老
先
生
未
能
言
︑
誼
盡
爲

之
對﹅

︑
人
人
各
如
其
Z
�
出
︒
諸
生
於
是
以
爲
能
︒
(﹃
漢
書
﹄
賈
誼
傳
)

上
策
詔
諸
儒
︑
制
曰
⁝
弘
對
曰
⁝
臣
弘
愚
戇
︑
不
足
以
奉
大
對
︒
時
對
者
百

餘
人
︑
太
常
奏
弘
第
居
下
︒
策
奏
︑
天
子
擢
弘
對﹅

爲
第
一
︒
(﹃
漢
書
﹄
公
孫
弘

卜
式
兒
寬
傳
)

●
諸
上
對﹅

・
e
・
奏
者
︑
其
事
不
同
者
︑
勿
令
同
-
@
勿
連
屬
︑
事
別
-
之
︒

(嶽
麓
︹
伍
︺
112
)

●
制
曰
︑
|
上
e
・
對﹅

・
奏
者
︑
皆
傅
牒
牘
數
︒
節

(
戸
)
不
具
而
卻
︑
復

上
者
︑
令
其
牒
牘
毋
與
�
同
數
︒
以
爲
恆
︒
●
廷
卒
乙

(嶽
麓
︹
伍
︺
185
)

⑩
卒
令
：
卒
は
萃
に
$
じ
︑
律
令
彙
集
の
Z
か
︒
嶽
麓
︹
伍
︺
の
卒
令
に
は
郵

書
の
遞
I
︑
上
奏
�
の
書
式
や
上
奏
に
利
用
す
る
鯵
牘
の
形
狀
な
ど
に
つ

い
て
の
規
定
も
見
ら
れ
る
︒﹃
嶽
麓
書
院
�
藏
鯵
︽
秦
律
令

(壹
)
︾
譯

�
﹄
考
證
ç
﹁
廷
內
�
郡
二
千
石
官
共
令
﹂
參
照
︒

【解
說
︼

皇
M
か
ら
の
指
示
を
�
け
て
問
い
合
わ
せ
や
討
議
を
行
い
︑
結
果
を
﹁
對
﹂

と
し
て
囘
答
す
る
場
合
の
手
續
き
に
つ
い
て
規
定
す
る
︒
本
條
�
と
同
內
容
の

鯵
が
嶽
麓
︹
陸
︺
に
も
見
え
る
︒

●
制
書
下
@
�
制
<
問
議
者
︑
皆
爲
ß

(
o
)
︑
署
初
到
初
�
�
@
上
年

日
_
・
官
別
留
日
數
︑
傅
留
狀
︑
與
𡭊

(對
)
皆
上
︒
不
從
令
︑
貲
一

甲
︒

●
卒
令
乙
五

(
嶽
麓
︹
陸
︺
215
～
216
)

囘
答
に
際
し
て
は
︑
當
初
指
示
を
�
け
た
場
�
と
報
吿
し
た
日
付
︑
お
よ
び
當

該
の
官
署
に
�
書
が
留
ま
っ
て
い
た
日
數
と
そ
の
よ
う
に
時
閒
が
必
ª
で
あ
っ

た
事
�
と
が
記
錄
さ
れ
︑
囘
答
�
書
と
と
も
に
提
出
さ
れ
た
︒
た
だ
し
�
⑤
で

営
べ
た
と
お
り
︑﹁
初
到
初
�
�
﹂
の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て
は
疑
問
が
殘
る
︒
一

方
で
︑
�
④
⑤
な
ど
に
引
い
た
里
耶
秦
鯵
は
︑
�
書
の
到
着
・
發
I
の
日
付
︑

停
留
の
日
數
等
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
︑
本
條
�
を
理
解
す
る
う
え
で
參
考
に

な
る
︒

《
一
〇
二
︾

●
令
曰
︑
御
�
・
丞
相
・
執
灋
以
下
<
發
徵
①

@
爲
它
事
︑
皆
封
其
書
︑
毋
以

儌
︿
檄
〉②
︒
不
從
令
︑
貲
一
甲
︒
●
卒
令
乙
八

102

(
1
8
7
7
)
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【譯
︼令

︒
御
�
・
丞
相
・
執
灋
以
下
の
者
は
︑
發
徵
︑
お
よ
び
他
の
用
事
が
あ
れ

ば
︑
い
ず
れ
も
そ
の
�
書
を
封
印
し
︑
檄
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
︒
令
に
從
わ

な
け
れ
ば
︑
貲
一
甲
︒

●
卒
令
乙
八

【
�
︼

①
發
徵
：
人
や
物
þ
を
取
り
立
て
る
こ
と
︒︹
肆
︺
228
～
229
�
③
參
照
︒
な
お
︑

秦
漢
鯵
牘
讀
書
會
は
嶽
麓
︹
伍
︺
128
～
130
の
﹁
御
�
節
發
縣
官
|
﹂
を
根

據
に
︑﹁
發
Ð
﹂
が
徭
役
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
(武
漢
大

學
鯵
帛
硏
究
中
心
秦
漢
鯵
讀
書
會
﹁︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(伍
)︾
讀
札

(三
)﹂
鯵

帛
網
二
〇
一
八
年
四
_
三
日
)

●
令
曰
︑
御
�
節

(
戸
)
發﹅

縣
官
|
@
丞
相
・
御
�
・
執
灋
發﹅

卒
�
以
下
到

縣
官
佐
�
︑
皆
毋
敢
名
發
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
128
)

●
令
曰
︑
|
徙
官
而
當
論
者
︑
故
官
寫
云
︑
上
屬
�
執
灋
︑
執
灋
令
怨
官
亟

論
之
︒
執
灋
︻
課
其
留
者
︑
以
︼
發﹅

Ð﹅

律
論
之
︒︻
不
︼
上
屬
�
執
灋
而
徑

吿
縣
官
者
︑
貲
一
甲
︒
以
爲
恆
︒

●
□
□
□
第
廿
二

(嶽
麓
︹
伍
︺
216
～

217
)

②
檄
：
封
を
せ
ず
に
移
I
さ
れ
る
�
書
︒
な
お
︑
整
理
小
組
は
直
接
﹁
檄
﹂
字

に
釋
す
が
︑
殘
畫
か
ら
は
﹁
儌
﹂
字
と
!
斷
さ
れ
る
︒

廣
田
以
*
傳
行
︒
至
¥
Ü
止
︒

�

⁝
(中
略
)
⁝
疑
虜
<
大
衆
不
去
欲
竝

入
爲
寇
︒
檄﹅

到
︑
循
行
部
界
中
︑
嚴
敎
|
卒
︑
警
烽
火
︑
�
天
田
︑
謹
迹
候
︑

⁝
(後
略
)⁝

(居
5
漢
鯵

2
7
8・
7
)

檄﹅

者
皦
也
︒
宣﹅

露﹅

於﹅

外﹅

︑
皦
然
�
白
也
︒
張
儀
檄
楚
︑
書
以
尺
二
�
白
之
�
︑

或
稱
露
布
︑
播
諸
視
聽
也
︒
(﹃
�
心
雕
龍
﹄
檄
移
第
二
十
)

畢
元
曰
⁝
戰
國
以
來
始
<
檄
名
︑
或
以
諭
下
︑
或
以
辟
|
︑
或
以
徵
召
︑
或

以
威
敵
⁝

(﹃
釋
名
駅
證
﹄
卷
六
)

【解
說
︼

本
條
�
は
特
定
の
�
書
に
關
し
て
︑
檄
の
2
用
を
禁
止
し
︑
封
書
を
用
い
て

傳
I
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
︒
連
絡
內
容
の
改
竄
が
可
能
な
も
の
を
2
用
し

て
は
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
を
指
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
が
如
何

な
る
場
合
な
の
か
︑
す
な
わ
ち
﹁
御
�
・
丞
相
・
執
灋
以
下
<
發
徵
@
爲
它

事
﹂
を
如
何
に
理
解
す
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
二
$
り
の
解
釋
が
考
え
ら
れ

る
︒一

つ
の
解
釋
は
︑
御
�
・
丞
相
以
下
の
者
が
發
Ð
や
そ
の
他
の
用
務
を
行
う

場
合
の
︑
そ
れ
と
關
連
す
る
�
書
の
傳
I
に
つ
い
て
の
規
定
だ
と
す
る
見
方
で

あ
る
︒
¨
�
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
が
自
然
な
解
釋
で
あ
る
が
︑﹁
御
�
⁝
以﹅

下﹅

﹂

の
者
が
︑﹁
そ
の
他
の
用
務
﹂
を
行
う
場
合
も
含
ま
れ
る
と
な
れ
ば
︑
あ
ら
ゆ

る
公
�
書
が
そ
の
對
象
と
な
り
︑
檄
で
I
ら
れ
る
�
書
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な

い
こ
と
に
な
る
︒

も
う
一
つ
は
︑
丞
相
・
御
�
以
下
の
者
が
發
Ð
や
そ
の
他
の
用
務
の
對
象
と

な
り
︑
彼
ら
に
出
頭
が
命
じ
ら
れ
た
場
合
の
︑
そ
の
召
喚
狀
の
傳
I
に
つ
い
て

の
規
定
だ
と
い
う
解
釋
で
あ
る
︒
*
の
嶽
麓
鯵
も
︑
2
者
が
﹁
發
Ð
﹂
の
對
象

と
な
っ
た
場
合
の
手
續
き
を
規
定
し
て
い
る
︒

●
具
律
曰
︑
諸
2
<
傳
者
︑
其
<
發
Ð
・
辟
問
具
殹

(
也
)
@
它
縣
官
事
︑

當
以
書
而
毋
□
欲

(？
)
□
□
者
︑
治
�
|
聽
行
者
︑
皆
耐
爲
司
寇
︒
(嶽

麓
︹
肆
︺
228
～
229
)

た
だ
し
︑
實
の
と
こ
ろ
右
の
︹
肆
︺
228
～
229
の
解
釋
自
體
も
確
と
せ
ず
︑
暫
く

二
つ
の
解
釋
を
提
示
し
て
お
く
に
止
め
た
い
︒
ち
な
み
に
秦
漢
鯵
牘
讀
書
會
は
︑

①
｢檄
﹂
と
は
�
書
の
傳
I
狀
況
を
記
し
た
﹁
I
檄
﹂
で
︑
そ
の
2
用
を
禁
じ

た
規
定
だ
と
い
う
解
釋
と
︑
②
發
徵
等
に
關
す
る
具
體
�
內
容
を
檄
に
記
す
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の
を
禁
じ
た
規
定
と
す
る
解
釋
と
を
示
し
て
い
る

(武
漢
大
學
鯵
帛
硏
究
中
心
秦

漢
鯵
讀
書
會
﹁︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(伍
)︾
讀
札

(三
)﹂
鯵
帛
網
二
〇
一
八
年
四
_
三

日
)
︒な

お
︑
本
條
�
も
ほ
ぼ
同
內
容
の
鯵
が
嶽
麓
︹
陸
︺
に
見
え
る
︒

●
御
�
・
丞
相
・
執
灋
以
下
<
發
Ð
@
爲
它
事
︑
皆
封
其
書
︑
毋
以
儌

︿
檄
﹀︑
不
從
令
︑
貲
一
甲
︒
●
卒
令
乙
八

●
令
辛

(嶽
麓
︹
陸
︺
217
)

《
一
〇
三
～
一
〇
四
︾

●
令
曰
︑
諸
傳
書
︑
其
封
衛
①

︑
�
µ
縣
官
︻
輒
復
封
以
令
・
丞
印
】②
︑
封

纏
③

解
︑
輒
纏
而
封
其
上
︑
毋
去
故
封
︒
不
從
令
︑
貲
丞
・
令
・
〖

＝

〗④103

(
1
7
5
5
)

�
一
甲
︒

●
卒
令
乙
十
一

104

(
1
7
7
2
)

【譯
︼令

︒
お
よ
そ
傳
書
は
︑
そ
の
封
が
損
壞
す
れ
ば
︑
經
由
す
る
と
こ
ろ
の
官
府

は
そ
の
つ
ど
︑
令
・
丞
の
印
で
封
印
し
な
お
し
︑
封
の
結
び
が
解
け
て
い
れ
ば
︑

そ
の
つ
ど
結
ん
で
そ
の
上
か
ら
封
印
し
︑
も
と
の
封
を
取
り
除
い
て
は
な
ら
な

い
︒
令
に
從
わ
な
け
れ
ば
︑
丞
・
令
・
令
�
は
貲
一
甲
︒

●
卒
令
乙
十
一

【
�
︼

①
封
衛
：
封
が
損
壞
す
る
こ
と
︒

書
以
縣
*
傳
︑
@
以
郵
行
︑
而
封﹅

衛﹅

︑
µ
縣
輒
云
印
︑
:
封
而
署
其
I
徼

(檄
)
曰
︑
封﹅

衛﹅

︑
:
以
某
縣
令
若
丞
印
封
︒
(二
年
律
令
275
)

恆
署
三
封
︒
□
署
⁝

陵
以
郵
行
︒
〼

丗
三
年
十
_
丙
子
夜
水
下
三
刻
︑
□
封﹅

□

(
衛﹅

？
)
︑
以
洞
庭
候
丞
印
:
封
□

〼

(正
)

十
_
庚
寅
旦
︑
µ
閏
都
郵
︒
十
一
_
辛
卯
旦
食
時
︑
µ
南
陽
鄕
︒
〼

十
一
丙
申
日
入
︑
µ
盈
夷
鄕
︒
〼

(
背
)
(
里
耶
秦
鯵
⑨
2
3
4
5
)

②
輒
復
封
以
令
・
丞
印
：
こ
の
部
分
は
︑
そ
の
�
後
も
含
め
て
墨
跡
が
ほ
と
ん

ど
見
え
な
い
が
︑
整
理
者
は
本
鯵
と
ほ
ぼ
同
內
容
の
嶽
麓
︹
陸
︺
218
～
219

に
據
っ
て
�
字
を
補
っ
て
い
る
︒

●
諸
傳
書
︑
其
封
衛
︑
�
µ
縣
官
輒﹅

復﹅

封﹅

以﹅

令﹅

・
丞﹅

印﹅

︒
封
纏
解
︑
輒
纏
□

而
封
其
上
︑
毋
去
故
封
︒
不
從
令
︑
貲
丞
・
令
・
令
︻
�
一
甲
︼︒
卒
令
乙

十
一

(嶽
麓
︹
陸
︺
218
～
219
)

③
纏
：
繩
な
ど
で
�
っ
た
狀
態
︑
ま
た
繩
な
ど
で
�
る
こ
と
︒

纏
︑
繞
也
︒
(﹃
說
�
解
字
﹄
十
三
ç
上
)

⁝
纏
⁝
︑
束
也
︒
(﹃
廣
~
﹄
釋
詁
)

纏
︑
纏
繞
物
也
︒
(﹃
廣
韻
﹄
去
聲
卷
第
四
)

卓
�
得
義
兵
士
卒
︑
皆
以
布
纏﹅

裹
︑
倒
立
於
地
︑
熱
膏
灌
殺
之
︒
(﹃
後
漢
書
﹄

董
卓
傳
)

令
縣
@
都
官
取
柳
@
木
粟
(柔
)
可
用
書
者
︑
方
之
以
書
︑
毋

(無
)
方
者
乃

用
版
︒
其
縣
山
之
多
枝
者
︑
以
枝
纏
書
︑
毋

(無
)
枝
者
以
蒲
︑
蘆
以
枲
最

(
哉
)
之
︒
各
以
其
支

(穫
)
時
多
積
之
︒
(秦
律
十
八
種
131
～
132
)

④
〖

＝

〗
：
整
理
小
組
�
は
︑﹁
令
﹂
字
の
下
は
殘
缺
し
て
い
る
が
︑
重
�
符
號
が

<
る
べ
き
だ
と
指
摘
す
る
︒
こ
れ
に
從
っ
た
︒︹
陸
︺
218
～
219
の


色
圖

版
で
は
重
�
符
號
が
確
�
で
き
る
︒
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【解
說
︼

�
書
の
遞
I
中
に
封
泥
が
壞
れ
た
り
︑
�
書
を
�
り
︑
封
印
の
押
さ
れ
て
い

た
繩
の
結
び
目
が
解
け
た
り
し
た
場
合
に
つ
い
て
規
定
す
る
︒
�
②
に
引
用
し

た
と
お
り
︑
ほ
ぼ
同
內
容
の
鯵
が
嶽
麓
︹
陸
︺
に
見
え
る
︒
關
連
す
る
漢
代
の

規
定
や
實
例
が
︑
�
①
に
引
い
た
二
年
律
令
以
外
に
も
い
く
つ
か
存
在
し
︑
封

泥
が
壞
れ
て
い
た
場
合
は
﹁
旁
封
﹂
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
分

か
る
︒衛

封
︑
以
它
完
封
印
印
之
︑
耐
爲
隸
臣
妾
︒
(二
年
律
令
16
)

衛
封
︑
以
它
完
封
印
印
之
︑
耐
爲
隸
臣
妾
︒
(
漢
律
十
六
違
11
)

〼
一
封
︑
張
掖
大
守
違
︒
詣
府
︒
●
一
封
︑
封
破
︑
張
�
爲
旁
封
︒

〼
一
封
︑
張
掖
都
尉
違
︒
詣
府
︒
詣
居
5
︒

〼
一
封
︑
不
可
知
︒
詣
居
5
千
人
彭
君
治
�
︒
(居
5
漢
鯵

E
P
C
:
2
4

第
二

欄
略
)

二
︑
張
掖
騎
司
馬
行
大
守
事
︑
詣
居
5
都
尉
︒
三
年
正
_
甲
午
×
︑
閏
_

己
酉
×
︑
一
旁
封
︒
⁝
(中
略
)
⁝

●
一
︑
封
破
︑
蒲
繩
解
隨
︒
⁝
(後

略
)⁝

(

水
金
關
漢
鯵

7
3
E
JF
3
:
4
1
A+

7
7
A
)

《
一
〇
五
︾

令
曰
①

︑
上
事
②

︑
散

(
盈
)
書
③

取
�
④

用
者
上
︑
勿
謂
刺
⑤

︒
不
從
令
︑
貲
一

甲
︒
●
卒
令
乙
廿
三

105

(
1
8
7
6
)

【譯
︼令

︒
事
柄
を
た
て
ま
つ
る
に
は
︑
拔
き
書
き
に
し
た
う
え
で
ª
點
を
取
り
あ

げ
て
た
て
ま
つ
り
︑
刺
と
呼
ん
で
は
な
ら
な
い
︒
令
に
從
わ
な
け
れ
ば
貲
一

甲
︒

●
卒
令
乙
廿
三

【
�
︼

①
令
曰
：
整
理
者
は
﹁
●
令
曰
﹂
と
す
る
が
︑
圖
版
で
は
鯵
頭
に
黑
丸
は
確
�

で
き
な
い
︒

②
上
事
：
な
ん
ら
か
の
事
柄
を
上
申
す
る
こ
と
︒

留
弗
行
︑
Ð
□
論
之
︑
|
與
徒
偕
︑
<
�
䌛

(徭
)
2
上﹅

事﹅

︑
令

(嶽
麓

︹
陸
︺
265
)

九
人
︒
與
|
上﹅

事﹅

守
府
︒
(
里
耶
秦
鯵
⑧
6
8
1
)

③
散
書
：﹁
散
﹂
は
﹁
盈
﹂
に
$
じ
︑
拔
き
書
き
す
る
こ
と
か
︒

其
一
事
而
µ
百
牒
者
︑
別
之
︑
毋
µ
百
牒
而
爲
一
-
︒
必
皆
散﹅

(
盈
)
取﹅

其

�
辤

(辭
)
︑
令
�
具
別
白
昜
︿
易
﹀
智

(
知
)
殹
(也
)
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
112
～

113
)

故
盈﹅

取﹅

其
ª
︑
歸
正
k
而
論
之
︒
(﹃
�
記
﹄
司
馬
相
如
列
傳
)

漢
興
︑
張
良
・
韓
信
序
*
兵
法
︑
凡
百
八
十
二
家
︑
盈﹅

取﹅

ª
用
︑
定
著
三
十

五
家
︒
(﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
)

孔
子
盈﹅

書﹅

︑
別
爲
之
序
︑
各
陳
作
者
�
由
︒
(﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
)

④
�
用
：﹁
�
﹂
は
﹁
ª
﹂
に
同
じ
︒
ª
點
︒

漢
興
︑
張
良
・
韓
信
序
*
兵
法
︑
凡
百
八
十
二
家
︑
盈
取
ª﹅

用﹅

︑
定
著
三
十

五
家
︒
(﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
)

⑤
刺
：
整
理
小
組
は
﹁
一
種
�
書
﹂
と
す
る
︒︻
解
說
︼
も
參
照
の
こ
と
︒

今
皇
后
<
�
疑
︑
6
不
6
︑
其
條
刺﹅

︑
2
大
長
秋
來
白
之
︒﹇
師
古
曰
⁝
刺﹅

謂
書﹅

之﹅

於﹅

刺﹅

板﹅

也
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
外
戚
傳
下
)

書
稱
刺﹅

書﹅

︑
以
筆
刺
紙
鯵
之
上
也
︒
印
曰
︑
到
寫
︑
寫
此
�
也
︒
畫
姓
名
於

東 方 學 報

248



奏
上
曰
畫
刺
︒
作
再
拜
×
居
︑
字
皆
�
其
體
︑
2
書
盡
邊
︑
徐
引
筆
書
之
如

畫
者
也
︒
(﹃
釋
名
﹄
釋
書
契
)

●
永
光
三
年
盡
円
昭
元
年
三
_
食
_
別
刺﹅

(居
5
漢
鯵

1
4
2・
3
2
A
)

●
陽
朔
三
年
三
_
乙
未
從
�
霸
出
奉
刺﹅

(居
5
漢
鯵

1
9
0・
2
1
A
)

円
昭
元
年
三
_
µ
書
刺﹅

(居
5
漢
鯵

3
1
7・
3
)

臨
木
燧
円
始
二
年
二
_
郵
書
刺﹅

(居
5
漢
鯵

E
P
T
5
1・
3
9
1
)

【解
說
︼

本
條
�
は
︑
な
ん
ら
か
の
事
柄
を
上
申
す
る
際
︑
ª
點
の
拔
き
書
き
を
作
成

し
て
提
出
す
る
よ
う
命
じ
た
規
定
︒
本
條
�
と
ほ
ぼ
同
內
容
の
鯵
が
嶽
麓

︹
陸
︺
に
見
え
る
︒

上
事
︑
散
書
取
�
用
者
上
︑
勿
謂
刺
︑
不
從
令
︑
貲
一
甲
︒
●
卒
令
乙
廿

三

(嶽
麓
︹
陸
︺
220
)

だ
が
︑
拔
き
書
き
の
作
成
と
﹁
勿
謂
刺
﹂
と
が
ど
う
結
び
つ
く
の
か
!
然
と
せ

ず
︑
²
體
で
何
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
は
不
詳
で
あ
る
︒

�
⑤
に
引
い
た
と
お
り
︑
居
5
漢
鯵
な
ど
に
は
上
申
に
用
い
ら
れ
た
�
書
と

し
て
﹁
刺
﹂
が
見
え
︑
李
均
�
﹃
秦
漢
鯵
牘
�
書
分
類
輯
解
﹄
で
は
名
刺
・
入

官
刺
・
稟
食
_
別
刺
・
出
俸
刺
・
表
火
出
入
界
刺
・
郵
書
刺
な
ど
の
存
在
が
指

摘
さ
れ
る
︒
本
鯵
の
﹁
刺
﹂
も
︑
ま
ず
は
�
書
の
一
種
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る

が
︑
な
ぜ
拔
き
書
き
を
﹁
刺
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
か
︑
わ
か

り
に
く
い
︒
ま
た
︑﹁
刺
﹂
に
は
﹁
さ
ぐ
る
﹂﹁
�
取
す
る
﹂
と
い
っ
た
字
義
も

あ
る
の
で
︑
こ
の
﹁
刺
﹂
が
�
書
の
名
稱
で
は
な
い
可
能
性
も
殘
る
︒

本
條
�
が
拔
き
書
き
の
作
成
を
指
示
し
て
い
る
の
は
閒
¤
い
な
い
が
︑
そ
れ

が
上
申
�
書
に
添
付
さ
れ
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
�
書
の
な
か
に
書
き
�
ま
れ
た

の
か
︑
と
い
う
點
も
は
っ
き
り
し
な
い
︒
そ
う
し
た
拔
き
書
き
の
提
出
方
法
と

﹁
勿
謂
刺
﹂
が
關
連
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

《
一
〇
六
︾

●
令
曰
︑
諸
�
上
而
爲
令
︑
詔
曰
可
︑
皆
以
書
下
日
①

定
其
奏
日
②

下
之
③

︒
其

當
以
時
④

下
︑
各
以
下
時
定
之
︒

●
卒
令
乙
廿
九
⑤

106

(
1
9
0
7
)

【譯
︼令

︒
お
よ
そ
上
奏
し
て
令
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
︑
詔
し
て
可
と
さ
れ
た

な
ら
ば
︑
い
ず
れ
も
詔
書
の
下
�
さ
れ
た
日
を
﹁
奏
日
﹂
と
定
め
て
下
�
す
る
︒

然
る
べ
き
時
に
下
�
す
る
の
に
當
た
る
も
の
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
下
�
し
た
時
を
そ

の
﹁
奏
日
﹂
と
定
め
る
︒

●
卒
令
乙
廿
九

【
�
︼

①
書
下
日
：
詔
書
が
下
さ
れ
た
日
付
︒
詔
敕
や
そ
の
體
裁
を
と
ど
め
た
法
律
條

�
で
は
︑﹁
制
曰
可
﹂
の
後
に
︑
下
さ
れ
た
日
付
が
書
き
添
え
ら
れ
る
場

合
が
あ
る
︒

九
十

丞
相
・
御
�
e
︑
外
郞
出
爲
|
者
以
補
三
百
石
︒
●
制
曰
可
︒
●
高

皇
后
時
八
年
八
_
丙
申
下
︒
(
功
令
152
)

虎
符
令
︒
制
曰
可
︒
孝
�
皇
M
三
年
七
_
庚
辰
下
︒
凡
六
十
六
字
︒
(居
5
漢

鯵

3
3
2・
9+

1
7
9・
5
)

②
奏
日
：
上
奏
の
日
付
︒
詔
書
で
定
め
ら
れ
た
命
令
の
發
效
日
と
な
る
︒
こ
こ

で
の
﹁
奏
﹂
は
上
奏
�
を
皇
M
へ
と
差
し
出
す
こ
と
だ
ろ
う
︒

奏
︑
奏
x
也
︒
(﹃
說
�
解
字
﹄
十
ç
下
)

●
怨
律
令
下
︑
皆
以
至
其
縣
・
都
官
廷
日
決
︒
故
<
禁
︑
律
令
後
爲
辠
名
@

減
益
辠
者
︑
以
奏﹅

日﹅

決
︒
●
卒
令
乙
卅
二

(
嶽
麓
︹
伍
︺
107
)

③
以
書
下
日
定
其
奏
日
下
之
：
整
理
小
組
は
﹁
皆
以
書
下
日
定
︑
其
奏
日
下
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之
﹂
と
斷
句
す
る
が
︑
陳
洩

(﹁︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
︹
伍
︺︾
校
讀

(續
)﹂
鯵

帛
網
二
〇
一
八
年
三
_
一
〇
日
)
に
從
い
︑
句
點
を
改
め
た
︒

④
以
時
：
然
る
べ
き
時
に
︒
一
定
の
時
閒
を
お
い
て
︒

斧
斤
以﹅

時﹅

入
山
林
︑
材
木
不
可
¸
用
也
︒
(﹃
孟
子
﹄
梁
惠
王
上
)

田
典
:
挾
里
門
籥

(鑰
)
︑
以﹅

時﹅

開
︒
(二
年
律
令
305
)

⑤
九
：
原
釋
�
は
﹁
七
﹂
と
す
る
が
︑
齊
繼
�
﹁
讀
︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(伍
)
︾

札
記

(二
)﹂
(
鯵
帛
網
二
〇
一
八
年
三
_
九
日
)
に
從
い
︑﹁
九
﹂
に
改
め
た
︒

【解
說
︼

｢奏
日
﹂
の
決
定
に
つ
い
て
の
規
定
︒
�
②
で
引
い
た
︹
伍
︺
107
鯵
に
見
ら

れ
る
と
お
り
︑﹁
奏
日
﹂
は
規
定
が
發
效
す
る
日
付
と
し
て
重
ª
だ
が
︑
中
央

か
ら
頒
布
さ
れ
る
詔
敕
に
は
︑
そ
の
日
付
が
書
か
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
︒
例
え

ば
居
5
漢
鯵
の
﹁
元
康
五
年
詔
書
册
﹂︒

御
�
大
夫
吉
昧
死
言
︒
丞
相
相
上
大
常
昌
書
言
︑
大
�
丞
定
言
︑
元
康
五

年
五
_
二
日
壬
子
日
夏
至
︒
宜
寢
兵
︑
大
官
抒
井
︑
:
水
火
︑
x
鳴
雞
︒

謁
以
聞
︑
布
當
用
者
︒
●
臣
謹
案
比
︑
原
泉
御
者
・
水
衡
抒
大
官
御
井
︑

中
二
千
石
・
二
千
石
令
官
各
抒
︒
別
火

(
1
0・
2
7
)

官
先
夏
至
一
日
︑
以
除
隧
取
火
︑
�
中
二
千
石
・
二
千
石
官
在
長
安
・
雲

陽
者
︑
其
民
皆
�
︒
以
日
至
易
故
火
︒
庚
戌
寢
兵
︑
不
聽
事
︑
盡
甲
寅
五

日
︒
臣
e
布
︒
臣
昧
死
以
聞
︒
(
5・
1
0
)

制
曰
可
︒
(
3
3
2・
2
6
)

元
康
五
年
二
_
癸
丑
朔
癸
亥
︑
御
�
大
夫
吉
下﹅

丞
相
︑
承
書
從
事
︑
下
當

用
者
︑
如
詔
書
︒
(
1
0・
3
3
)

二
_
丁
卯
︑
丞
相
相
下
車
騎
將
軍
・
將
軍
・
中
二
千
石
・
二
千
石
・
郡
大

守
・
諸
侯
相
︑
承
書
從
事
︑
下
當
用
者
︑
如
詔
書
︒
少
�
慶
・
令
�
宜

王
・
始
長
︒
(
1
0・
3
0

以
下
略
)

こ
こ
に
は
﹁
奏
﹂
の
日
付
が
な
い
が
︑
御
�
大
夫
が
丞
相
に
﹁
下
﹂
し
た
日
付

は
記
さ
れ
る
︒
こ
の
日
付

︱
︱
｢書
下
日
｣
︱
︱

が
﹁
奏
日
﹂
と
見
な
さ
れ
︑

ひ
い
て
は
規
定
の
發
效
日
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
*
の
乙
瑛
碑
の
詔
敕
に
は

﹁
奏
﹂
の
日
付
も
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
も
實
の
と
こ
ろ
︑﹁
書
下
日
﹂
を

﹁
奏
日
﹂
と
す
る
原
則
に
從
い
︑
實
際
の
上
奏
の
日
付
と
は
關
係
な
く
︑
Z
圖

�
に
定
め
ら
れ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒

司
徒
臣
雄
・
司
空
臣
戒
︑
稽
首
言
︑
⁝
臣
雄
・
臣
戒
︑
愚
戇
y
惶
y
恐
︑

頓
首
頓
首
︑
死
罪
死
罪
︑
臣
稽
首
以
聞
︒

制
曰
可
︒

元
嘉
三
年
三
_

廿
七
日
壬
寅
︑
奏﹅

雒
陽
宮
︒

元
嘉
三
年
三
_
丙
子
朔
︑
廿
七
日
壬

︹
寅
︺︑
司
徒
雄
・
司
空
戒
下
魯
相
︑
⁝

(
乙
瑛
碑

(﹃
漢
代
石
刻
集
成
﹄
)
)

一
方
︑﹃
�
記
﹄
三
王
世
家
に
引
か
れ
た
詔
敕
で
は
︑
�
後
の
上
奏
と
︑
そ
れ

が
皇
M
に
裁
可
さ
れ
て
﹁
下
﹂
さ
れ
た
日
付
と
が
衣
な
る
︒

太
僕
臣
賀
行
御
�
大
夫
事
昧
死
言
︒
⁝
︒
臣
昧
死
e
︒
制
曰
︑
立
皇
子
閎

爲
齊
王
︑
旦
爲
燕
王
︑
胥
爲
廣
陵
王
︒
四
_
丁
酉
︑
奏﹅

未
央
宮
︒
六
年
四

_
戊
寅
朔
癸
卯
︑
御
�
大
夫
湯
下﹅

丞
相
︑
丞
相
下
中
二
千
石
︑
二
千
石
下

郡
太
守
・
諸
侯
相
︑
丞
書
從
事
下
當
用
者
︒
如
律
令
︒
(﹃
�
記
﹄
三
王
世

家
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
①
本
條
�
は
︑
御
�
大
夫
の
手
に
渡
っ
た
制
詔
に
實
際

の
﹁
奏
日
﹂
が
�
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
︑
特
別
規
定
な
の
で
は
な
い
か
︑

と
い
う
Z
見
と
︑
②
三
王
世
家
の
記
事
の
方
が
特
殊
な
例
で
︑
$
常
は
﹁
書

下
日=

奏
日
﹂
と
し
て
體
裁
が
整
え
ら
れ
る
原
則
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と

い
う
Z
見
と
が
出
た
︒

條
�
後
段
の
﹁
其
當
以
時
下
﹂
以
下
は
︑
書
を
下
す
べ
き
時
¬
が
決
ま
っ
て

い
る
た
め
に
︑
實
際
の
上
奏
・
裁
可
の
後
︑
一
定
の
時
閒
が
經
µ
し
て
か
ら
下
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さ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
の
附
帶
規
定
︒
そ
の
場
合
も
や
は
り
︑﹁
書
下
日
﹂
を

﹁
奏
日
﹂
と
し
て
á
う
こ
と
と
さ
れ
る
︒

本
條
�
は
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
解
釋
で
き
る
が
︑
不
�
確
な
點
も
殘
り
︑

詔
敕
�
料
の
增
加
を
待
っ
て
︑
さ
ら
な
る
檢
討
が
必
ª
だ
ろ
う
︒

《
一
〇
七
︾

●
怨
律
令
下
︑
皆
以
至
其
縣
・
都
官
廷
①

日
決
︒
故
<
禁
②

︑
律
令
後
爲
辠
名
③

︑

@
減
益
辠
者
︑
以
奏
日
④

決
︒
●
卒
令
乙
卅
二

107

(
1
8
8
8
)

【譯
︼怨

た
に
律
令
が
下
�
さ
れ
れ
ば
︑
い
ず
れ
も
そ
の
縣
廷
・
都
官
廷
に
到
�
し

た
日
を
も
っ
て
確
定
す
る
︒
從
來
禁
令
が
あ
り
︑
律
令
が
後
に
𠛬
名
を
定
め
た

場
合
︑
お
よ
び
𠛬
を
增
減
さ
せ
た
場
合
は
︑
奏
日
に
基
づ
い
て
確
定
す
る
︒

●
卒
令
乙
卅
二

【
�
︼

①
縣
・
都
官
廷
：
縣
︑
@
び
都
官
の
長
官
の
治
�
︒

②
禁
：
な
ん
ら
か
の
行
動
・
活
動
を
禁
じ
た
法
令
か
︒︻
解
說
︼
も
參
照
の
こ

と
︒

將
軍
禁
令
與
律
相
繆
︑
軍
已
歸
而
相
捕
吿
殹

(也
)
︑
皆
以
律
ð
賞
之
︒
(嶽

麓
︹
陸
︺
75
)

③
辠
名
：
犯
罪
に
對
し
て
︑
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
𠛬
罰
︒

�
Å
毋
罪
名
︑
罪
名
不
盈
四
兩
︑
@
毋
Å
也
︑
皆
罰
金
四
兩
︒
(二
年
律
令

15
)

④
奏
日
：
上
奏
の
日
付
︒︹
伍
︺
106
鯵
�
②
參
照
︒

【解
說
︼

怨
し
い
律
令
が
發
效
す
る
日
付
に
つ
い
て
規
定
す
る
︒
本
條
�
と
同
內
容
の

鯵
が
嶽
麓
︹
陸
︺
に
見
え
る
︒

●
怨
律
令
下
︑
皆
以
至
某
縣
都
官
廷
日
決
︒
故
<
禁
︑
律
令
後
爲
辠
名
︑

@
減
益
辠
者
︑
以
奏
日
決
︒
●
卒
令
乙
卅

(
嶽
麓
︹
陸
︺
221
)

$
常
は
各
官
府
に
律
令
が
到
�
し
た
日
を
發
效
日
と
す
る
が
︑
𠛬
罰
を
定
め
た

り
增
減
さ
せ
た
り
す
る
律
令
で
あ
れ
ば
︑﹁
奏
日
﹂
が
發
效
日
と
な
っ
た
︒
な

お
︑
條
�
中
の
﹁
故
<
禁
︑
律
令
後
爲
辠
名
⁝
﹂
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
①
｢禁
﹂

は
律
令
以
外
の
禁
令

(例
え
ば
﹁
將
軍
の
禁
令
﹂
)
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
こ
で
の

罰
則
が
︑
後
に
律
令
で
�
確
に
規
定
さ
れ
る
場
合
を
い
う
の
だ
と
い
う
解
釋
と
︑

②
｢禁
﹂
は
律
令
を
も
含
み
︑
以
�
は
罰
則
が
法
律
に
�
記
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
も
の
の
︑
怨
た
な
律
令
で
そ
れ
が
規
定
さ
れ
た
場
合
を
言
う
の
だ
と
い
う
解

釋
と
が
出
た
︒
後
者
の
解
釋
は
︑

百
姓
居
田
舍
者
毋
敢
五

(
酤
)
酉

(
酒
)
︑
田
嗇
夫
・
部
佐
謹
禁
御
之
︑
<

不﹅

從﹅

令﹅

者﹅

<﹅

辠﹅

(罪
)
︒

田
律

(秦
律
十
八
種
12
)

黔
首
居
田
舍
者
毋
敢
醯
︿
五

(
酤
)
﹀
酒
︑
不﹅

從﹅

令﹅

者﹅

䙴﹅

(

)
之﹅

︒
田
嗇

夫
・
|
・
|

部
弗
得
︑
貲
各
二
甲
︑
丞
・
令
・
令
�

各
一
甲
︒
(嶽
麓

︹
肆
︺
115
)

の
よ
う
に
︑
單
に
﹁
<
罪
﹂
と
の
み
あ
っ
た
規
定
が
︑
𠛬
罰
名
を
�
記
し
た
も

の
へ
と
變
�
し
て
い
る
ケ
ー
ス
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
︒
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《
一
〇
八
︾

●
恆
署
書
①

皆
以
郵
行
②

︒

●
卒
令
丙
二

108

(
1
1
7
3
)

【譯
︼恆

署
書
は
い
ず
れ
も
郵
に
よ
っ
て
移
I
す
る
︒

●
卒
令
丙
二

【
�
︼

①
恆
署
書
：
秦
代
の
官
�
書
の
一
つ
︒︹
肆
︺
196
�
③
︑
@
び
解
說
參
照
︒

〼
□
下
恆﹅

署﹅

書﹅

曰
事
不
參

〼

︻
謝
︼
手
︒
(里
耶
秦
鯵
⑧
1
0
7
3
)

恆﹅

署﹅

書﹅

二
封
〼

卅
四
年
三
_
〼

(里
耶
秦
鯵
⑨
1
6
0
0
)

②
以
郵
行
：
郵
を
用
い
て
遞
I
す
る
︒

●
行
書
律
曰
︑
傳
行
書
︑
署
�
輒
行
︑
不
輒
行
︑
貲
二
甲
︒
不
�
者
︑
日
觱

(畢
)
︒
留
三
日
︑
貲
一
盾
︒
四
日
︻
以
︼
上
︑
貲
一
甲
︒
二
千
石
官
書
不
�

者
︑
毋
以﹅

郵﹅

行﹅

︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
192
～
193
)

●
行
書
律
曰
︑
縣
e
制
︑
唯
故
徼
外
盜
︑
以﹅

郵﹅

行﹅

之
︑
其
它
毋
敢
擅
令
郵
行

書
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
197
)

【解
說
︼

｢恆
署
書
﹂
の
遞
I
方
法
に
つ
い
て
の
規
定
︒
そ
れ
が
郵
を
用
い
て
I
ら
れ

た
こ
と
は
分
か
る
が
︑
肝
心
の
﹁
恆
署
書
﹂﹁
恆
書
﹂
が
如
何
な
る
�
書
な
の

か
︑
詳
細
は
不
�
で
あ
る
︒

《
一
〇
九
～
一
一
〇
︾

●
令
曰
︑
書
當
以
郵
行
①

︑
爲
檢
②

令
高
可
以
旁
見
③

印
違
④

︑
堅
�
⑤

之
︑
書
檢

上
應
署
⑥

︑
令
幷
c
以
疾
走
⑦

︒
不
從
令
︑
貲
一
甲
︒

●
卒

109

(
1
1
6
2
)

令
丙
三

110

(
1
1
6
9
)

【譯
︼令

︒
郵
に
よ
っ
て
移
I
す
る
の
に
相
當
す
る
�
書
は
︑
檢
を
作
成
し
て
印
違

を
傍
ら
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
高
さ
に
し
︑
こ
れ
を
固
く
�
り
︑
署
と
對
應

す
る
よ
う
に
檢
の
上
に
書
き
︑
共
に
背
c
っ
て
疾
走
さ
せ
る
︒
令
に
從
わ
な
け

れ
ば
︑
貲
一
甲
︒

●
卒
令
丙
三

【
�
︼

①
書
當
以
郵
行
：
�
書
に
は
郵
を
用
い
て
移
I
す
べ
き
も
の
と
︑
そ
れ
が
禁
じ

ら
れ
て
い
る
も
の
と
が
あ
っ
た
︒︹
伍
︺
108
鯵
�
②
參
照
︒

②
檢
：
封
檢
︒
封
印
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
︑
封
泥
匣
の
あ
る
木
札
︒

檢﹅

︑
禁﹅

也﹅

︒
禁
閉
諸
物
︑
2
不
得
開
露
也
︒
(﹃
釋
名
﹄
釋
書
契
)

鯵
︑
札
︑
檢
︑
署
︑
槧
︑
牘
︑
家
︒﹇
師
古
�
︑
檢﹅

之﹅

言﹅

禁﹅

也﹅

︒
�
木
︒
施

於
物
上
︑
�
以
禁
閉
之
︑
2
不
得
輒
開
露
也
︒﹈
(﹃
�
就
ç
﹄
第
一
四
違
)

③
旁
見
：
傍
ら
か
ら
見
る
︒
あ
る
い
は
︑
誰
の
目
に
も
あ
ま
ね
く
見
え
る
︑
の

Z
か
︒

乃
2
旁﹅

吿
於
諸
侯
︑
治
兵
振
旅
︑
鳴
鐘
鼓
︑
以
至
於
宋
︒
(﹃
國
語
﹄
晉
語
五
)

④
印
違
：
印
鑑
︑
ま
た
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
印
�
︒

縣
k
若
屬
�
官
謹
視
收
斂
︑
毋
禁
物
︑
以
令
若
丞
印
封
櫝
槥
︑
以
印﹅

違﹅

吿
關
︑
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關
完
封
出
︑
勿
𡩡

(索
)
︒
(二
年
律
令
501
)

⑤
堅
�
：
固
く
�
る
︒

善
密
緻
其
槥
︑
以
枲
堅﹅

�﹅

兩
敦

(
橔
)
︑
勿
令
解
絕
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
365
)

⑥
署
：
整
理
者
は
︹
伍
︺
111
鯵
に
附
し
た
�
に
お
い
て
︑﹁
封
檢
の
上
の
︑
�

字
を
書
き
�
む
箇
�
﹂
と
す
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
署
﹂
は
そ
う
し
た
部
分
︑

あ
る
い
は
封
檢
と
は
別
に
�
書
に
附
さ
れ
る
︑
p
ら
な
宛
名
鯵
の
こ
と
で

あ
ろ
う
︒

●
令
曰
︑
封
書
︑
毋
勒
其
事
於
署﹅

︒
書
以
郵
行
@
以
縣
*
傳
I
行
者
︑
皆
勒

⁝

(嶽
麓
︹
伍
︺
111
)

●
封
書
︑
毋
勒
其
事
於
署﹅

︒
書
以
郵
行
@
以
縣
*
傳
I
行
者
︑
皆
勒
書
郡
名

于
署﹅

︑
不
從
令
︑
貲
一
甲
︒
卒
令
丙
四

重

(嶽
麓
︹
陸
︺
223
)

⑦
疾
走
：
單
に
﹁
早
く
走
ら
せ
る
﹂
こ
と
で
は
な
く
︑
郵
書
の
遞
I
方
法
を
指

定
す
る
何
ら
か
の
à
語
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
詳
細
は
不
詳
︒

〼

陵
︒
以
郵
利
足
行
︒
洞
庭
︒
�
︒
(里
耶
秦
鯵
⑧
9
0
)

〼
馳
行
︒
以
�
疾
爲
故
︒

〼

(居
5
漢
鯵

E
P
F
2
2
:
7
1
3
)

【解
說
︼

郵
で
移
I
す
る
�
書
の
封
印
方
法
を
規
定
し
た
條
�
だ
が
︑﹁
爲
檢
令
高
可

以
旁
見
印
違
﹂﹁
書
檢
上
應
署
﹂
と
い
う
部
分
は
難
解
で
︑
そ
の
解
釋
に
つ
い

て
は
陳
洩
等
﹃
秦
鯵
牘
整
理
與
硏
究
﹄
(經
濟
科
學
出
版
社
︑
二
〇
一
七
)
の
第
一

違
第
二
節
﹁
“
檢
”
與
“
署
”﹂︑
陳
洩
﹁
嶽
麓
書
院
秦
鯵
行
書
律
令
校
讀
﹂
(
鯵

帛
網
二
〇
〇
九
年
一
一
_
二
一
日
)
︑
吳
方
基
﹃
怨
出
秦
鯵
與
秦
代
縣
S
政
務
w
行

機
制
硏
究
﹄
(中
華
書
局
︑
二
〇
二
一
)
の
第
二
違
第
二
節
﹁
里
耶
秦
鯵
“
檢
”

與
“
署
”﹂
な
ど
を
參
照
し
た
︒
封
泥
上
の
印
�
が
隱
れ
な
い
よ
う
に
封
泥
匣

の
高
さ
を
整
え
る
こ
と
︑
お
よ
び
﹁
檢
﹂
と
﹁
署
﹂
に
書
き
�
む
內
容
が
相
互

に
對
應
し
て
い
る
こ
と
︑
な
ど
が
ª
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
が

﹁
令
幷
c
以
疾
走
﹂
と
如
何
に
關
連
す
る
の
か
な
ど
は
︑
な
お
も
不
�
で
あ
る
︒

《
一
一
一
︾

●
令
曰
︑
封
書
①

︑
毋
勒
②

其
事
③

於
署
④┐

︒
書
以
郵
行
@
以
縣
*
⑤

傳
I
行
者
︑

皆
勒
⑥

⁝
貲

一

甲
︒

●

卒
令
丙
四
︒

111

(
1
1
4
1+

C
7
.1
-
3
-
1+

C
7
.1
-
6
-
4+

C
7
.1
-
4
-
1
)

【譯
︼令

︒
封
書
で
あ
れ
ば
︑
署
に
そ
の
事
柄
を
勒
し
て
は
な
ら
な
い
︒
郵
に
よ
っ

て
移
I
す
る
︑
お
よ
び
縣
か
ら
縣
へ
と
順
*
遞
I
す
る
�
書
で
あ
れ
ば
︑
い
ず

れ
も
⁝
︻
郡
名
を
そ
の
署
に
勒
す
︒
令
に
從
わ
な
け
れ
ば
︑
貲
一
甲
︒

●

卒
令
丙
四
︼

【
�
︼

①
封
書
：
封
泥
な
ど
で
�
書
を
封
印
す
る
こ
と
︑
ま
た
そ
う
し
た
�
書
︒

廣
時
知
之
︑
固
自
辭
於
大
將
軍
︒
大
將
軍
不
聽
︑
令
長
�
封﹅

書﹅

與
廣
之
莫
府
︑

曰
︑
�
詣
部
︑
如
書
︒
(﹃
�
記
﹄
李
將
軍
列
傳
)

<
而
得
�
上
書
︑
書
不
封
者
︑
勿
敢
市

(
屚
︹
漏
︺
)
曳

(泄
)
︒
其
封﹅

書﹅

殹

(也
)
︑
勿
敢
發
□
〼

(嶽
麓
︹
柒
︺
232
)

獄
東
曹
書
一
封
︑
丞
印
︑
詣
無
陽
︒
●
九
_
己
亥
水
下
三
刻
︑
□
□
以
來
︒

(里
耶
秦
鯵
⑤
2
2
)
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②
勒
：﹁
勒
﹂
は
石
や
器
物
な
ど
に
�
字
を
彫
り
�
む
こ
と
を
指
す
が
︑
秦
漢

時
代
の
鯵
牘
に
は
�
字
を
刻
み
つ
け
た
事
例
が
確
�
で
き
な
い
︒
こ
こ
で

の
﹁
勒
﹂
は
︑
や
は
り
墨
で
�
字
を
書
き
�
む
こ
と
だ
ろ
う
︒

二
世
元
年
︑
東
É
碣
石
︑
竝
海
︑
南
歷
泰
山
︑
至
會
稽
︑
皆
禮
祠
之
︑
而
刻﹅

勒﹅

始
皇
�
立
石
書
旁
︑
以
違
始
皇
之
功
德
︒
(﹃
漢
書
﹄
郊
祀
志
上
)

物
勒
工
名
︑
以
考
其
y
︒﹇
勒﹅

︑
刻﹅

也
︒
刻
工
姓
名
於
其
器
︑
以
察
其
信
︑

知
其
不
功
致
︒﹈
(﹃
禮
記
﹄
_
令
)

た
だ
し
韓
國
木
鯵
に
は
�
字
を
刻
み
︑
そ
の
う
え
か
ら
墨
書
し
た
事
例

が
あ
り

(慶
州
雁
鴨
池

207
號
木
鯵
)
︑
日
本
木
鯵
に
も
少
數
な
が
ら
�
字
の

刻
ま
れ
た
鯵
が
存
在
す
る
︒

③
事
：
事
柄
︒
こ
こ
で
は
封
書
の
報
吿
事
項
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
︒

上
事﹅

︑
散

(
盈
)
書
取
�
用
者
上
︑
勿
謂
刺
︒
不
從
令
︑
貲
一
甲
︒
●
卒
令

乙
廿
三

(嶽
麓
︹
陸
︺
220
)

丗
五
年
三
_
庚
寅
朔
辛
亥
︑
倉
銜
敢
言
之
︑
駅
書
|
・
徒
上
事﹅

尉
府
者
牘
北

(背
)
︑
食
皆
盡
三
_
︑

陵
田
能
自
食
︒
謁
吿
µ
�
縣
︑
以
縣
鄕
*
續
食
如

律
︒
雨
留
不
能
投
宿
齎
︒
當
&
&
︒
來
復
傳
︒
敢
言
之
︒

(里
耶
秦
鯵
⑧
1
5
1
7
)

④
署
：
封
檢
の
な
か
の
�
字
を
書
き
�
む
箇
�
︑
な
い
し
は
封
檢
と
は
別
に
附

さ
れ
る
宛
名
鯵
︒︹
伍
︺
109
～
110
鯵
�
⑥
參
照
︒

⑤
以
縣
*
：
縣
か
ら
縣
へ
と
順
*
︒

書
以﹅

縣﹅

*﹅

傳
︑
@
以
郵
行
︑
而
封
衛
︑
□
縣
□
云
印
︑
:
封
而
署
其
I
徼

(檄
)
曰
︑
封
衛
︑
:
以
某
縣
令
若
丞
印
封
︒
(二
年
律
令
275
)

⑥
勒
：﹁
勒
﹂
の
下
で
鯵
が
折
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
111
鯵
と
同
じ
內
容
の
鯵
が

嶽
麓
︹
陸
︺
に
あ
り
︑
お
そ
ら
く
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
︑
嶽
麓
︹
柒
︺

の
﹁
與
第
五
鯵
拼
合
﹂
に
お
い
て
﹁
●
卒
令
丙
四
﹂
の
�
字
が
見
え
る
殘

鯵
と
の
接
合
が
想
定
さ
れ
て
い
る
︒
だ
が
殘
鯵
は
ほ
と
ん
ど
左
`
を
缺
き
︑

そ
の
部
分
の
釋
讀
は
不
可
能
で
︑
ま
た
﹁
書
郡
名
于
署
不
從
令
﹂
の
八
�

字
が
收
ま
る
長
さ
で
も
な
く
︑
接
合
の
可
能
性
は
低
い
︒

封
書
︑
毋
勒
其
事
於
署
︒
書
以
郵
行
@
以
縣
*
傳
I
行
者
︑
皆
勒
書
郡
名
于

署
︑
不
從
令
︑
貲
一
甲
︒
●
卒
令
丙
四

重

(
嶽
麓
︹
陸
︺
223
)

【解
說
︼

�
⑥
で
営
べ
た
と
お
り
︑
本
條
�
と
ほ
ぼ
同
�
の
鯵

(
嶽
麓
︹
陸
︺
223
)
が
存

在
す
る
の
で
︑
ひ
と
ま
ず
﹁
勒
﹂
字
の
下
に
﹁
書
郡
名
于
署
︑
不
從
令
︑
貲
一

甲
﹂
が
あ
っ
た
と
見
て
日
本
語
譯
を
附
し
た
︒

推
測
部
分
も
含
む
²
體
の
內
容
は
︑
�
書
遞
I
に
際
し
て
︑
�
書
の
內
容
に

關
わ
る
事
項
を
宛
名
部
分
に
記
入
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
や
︑
I
付
先
の
�
屬

す
る
郡
名
を
そ
こ
に
記
入
す
べ
き
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
︒
後
者
に
つ

い
て
は
里
耶
秦
鯵
に
︑


陵
以
郵
行

●
洞﹅

庭﹅

(
里
耶
秦
鯵
⑧
1
2
)

と
い
う
よ
う
な
鯵
が
多
數
現
れ
︑
本
條
�
に
則
っ
て
郡
名
が
書
か
れ
た
宛
名
鯵

の
實
例
と
考
え
ら
れ
る
︒

な
お
︑
整
理
者
の
�
列
に
從
う
な
ら
︑
�
條
�

(
109
～
110
鯵
)
に
は
﹁
●
卒

令
丙
三
﹂
と
記
さ
れ
る
が
︑
*
の
﹁
●
卒
令
丙
四
﹂
は
122
鯵
ま
で
現
れ
な
い
︒

《
一
一
二
～
一
一
九
︾

●
諸
①

上
對
②

・
e
③

・
奏
④

者
︑
其
事
⑤

不
同
者
︑
勿
令
同
-
⑥

@
勿
連
屬
⑦┐

︑
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事
別
⑧

-

之
︒
<

e
⑨

︑
必
物
⑩

一
牒
⑪

︑
各
勶

(
園
)⑫

之
︑
令
昜
︿
易
﹀
智

(知
)⑬
︒
其
一
事

112

(
1
6
9
8
)

而
µ
百
牒
者┐

︑
別
之
︑
毋
µ
百
牒
而
爲
一
-
⑭

︒
必
皆
散

(
盈
)
取
⑮

其
�
辤

(辭
)⑯
︑
令
�
具
⑰

別
白
⑱

昜
︿
易
﹀
智

(知
)
殹
(也
)
︒
其
獄
奏
⑲

殹
(也
)
︑
各

�
爲
鞫

113

(
1
7
0
7
)

審
⑳

︑
具
傅
其
律
令
㉑

︑

＝

各
與
其
當
比
㉒

-
而
署
㉓

律
令
下
曰
︑
以
此
當
某

＝

㉔

︑

@
具
署
辠
人
𣪠

(繫
)㉕
不
𣪠

(繫
)
︒
雖
同
-
者
︑
必
違
㉖

□
㉗

114

(
1
7
1
2
)

之
㉘

︑
令
可
㉙

別
報
㉚

・
繠
卻
㉛

殹

(也
)
︒
用
牘
㉜

者
︑
一
牘
毋
µ
五

＝

行

＝
︒
者
︑

牘
廣
一
寸
九
分
寸
八
㉝

︑

115

(
1
7
1
8
)

四
㉞

行
者
︑
牘
廣
一
寸
泰
`
寸
︑
●
三
行
者
︑
牘
廣
一
寸
`
寸
︒
●
皆
謹
㉟

�

讙
㊱

好
6
㊲

書
之
︒
尺
二
寸
牘
㊳

一
行
毋
µ
廿
六
字
︒
●
尺

116

(
1
7
2
9
)

牘
㊴

一
行
毋
µ
廿
二
字
︒
書
µ
一
違
者
㊵

︑
違
*
㊶

之┐

︑
辤

(辭
)
�
當
止
︑

皆
腏
㊷

之
㊸

︑
以
別
昜
︿
易
﹀
智

(知
)㊹
爲
故
︒
書
卻
︑
上
對
而
復
與
卻
書
@

117

(
1
7
3
1
)

事
㊺

俱
上
者
︑
繠
-
㊻

之
︒
µ
廿
牒
︑
阶

(界
)
其
方
㊼

︑
江

(空
)
其
上
㊽

而
署

之
曰
︑
此
以
右
若
左
若
干
牒
�
對
・
e
若
�
奏
︒
●
用
駅
㊾

者
︑
如
故
㊿

︒
118

(
1
7
2
2
)

不
從
令
@
牘
廣
不
中
F

µ
十
分
寸
一
︑
皆
貲
二
甲
G

︒

119

(
1
8
1
4
)

【譯
︼お

よ
そ
對
・
e
・
奏
を
た
て
ま
つ
る
場
合
は
︑
そ
の
事
柄
が
同
じ
で
な
け
れ

ば
︑
そ
れ
ら
を
同
一
册
書
に
-
綴
さ
せ
た
り
︑
連
續
さ
せ
た
り
し
て
は
な
ら
ず
︑

事
柄
ご
と
に
分
け
て
-
綴
す
る
︒
e
で
あ
れ
ば
︑
必
ず
種
別
ご
と
に
一
本
の
鯵

を
2
い
︑
そ
れ
ぞ
れ
竝
べ
て
︑
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
さ
せ
る
︒
一
つ
の
事
柄

で
︑
そ
の
鯵
數
が
百
本
を
超
え
る
場
合
は
︑
別
に
-
綴
し
︑
百
本
を
超
え
な
け

れ
ば
︑
一
つ
の
册
書
に
す
る
︒
必
ず
ª
點
を
/
び
取
り
︑
鯵
�
な
が
ら
も
ª
點

を
備
え
て
い
て
︑
區
別
で
き
て
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
さ
せ
る
︒

獄
に
關
す
る
奏
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
鯵
�
に
鞫
審
を
作
り
︑
律
令
の
條
�

を
詳
し
く
附
記
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
當
比
と
-
綴
さ
せ
︑
律
令
條
�
の
下
に
は
︑

﹁
こ
れ
を
以
て
某
某
に
引
き
當
て
る
﹂
を
書
き
�
み
︑
さ
ら
に
罪
人
が
拘
留
さ

れ
て
い
る
か
否
か
を
詳
し
く
書
き
�
む
︒
同
じ
册
書
に
-
綴
し
て
も
︑
必
ず
違

ご
と
に
⁝
︑
個
別
に
囘
答
し
た
り
︑
ま
と
め
て
�
卻
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
さ

せ
る
︒

牘
を
用
い
る
場
合
は
︑
一
牘
あ
た
り
五
行
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
︒
五
行
書

き
の
牘
は
幅
一
寸
九
分
寸
八
︑
四
行
書
き
は
幅
一
寸
泰
`
寸
︑
三
行
書
き
は
幅

一
寸
`
寸
と
す
る
︒
い
ず
れ
も
嚴
正
に
�
讙
好
6
し
て
こ
れ
に
書
く
︒
長
さ
一

尺
二
寸
の
牘
は
一
行
が
二
十
六
字
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
︒
長
さ
一
尺
の
牘
は

一
行
が
二
十
二
字
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
︒

二
違
以
上
の
�
書
の
場
合
は
︑
そ
れ
を
違
ご
と
に
竝
べ
︑
営
べ
る
と
こ
ろ
に

區
切
り
を
い
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
も
︑
い
ず
れ
も
續
け
て
書
き
︑
區
別
で
き
て

分
か
り
や
す
い
こ
と
を
旨
と
す
る
︒

�
書
が
�
卻
さ
れ
︑
對
を
た
て
ま
つ
る
と
き
︑
ふ
た
た
び
卻
書
お
よ
び
⁝
と

俱
に
た
て
ま
つ
る
場
合
は
︑
ま
と
め
て
-
綴
す
る
︒
二
十
本
を
越
え
れ
ば
︑
册

書
の
端
に
區
切
り
を
設
け
︑
そ
の
上
部
を
空
白
に
し
た
う
え
で
︑﹁
こ
れ
よ
り

右
も
し
く
は
左
の
若
干
本
の
鯵
は
�
對
・
�
e
若
し
く
は
�
奏
﹂
と
記
入
す
る
︒

駅
を
用
い
る
場
合
は
︑
元
の
と
お
り
と
す
る
︒
令
に
從
わ
な
け
れ
ば
︑
お
よ

び
牘
の
幅
が
基
準
に
合
致
し
な
い
こ
と
が
十
分
の
一
寸
を
超
え
た
な
ら
ば
︑
い

ず
れ
も
貲
二
甲
︒

【
�
︼

①
諸
：
整
理
小
組
は
﹁
●
諸
﹂
と
す
る
が
︑
圖
版
か
ら
は
鯵
頭
の
墨
點
が
確
�

し
に
く
い
︒
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②
對
：
上
行
�
書
の
一
種
︒
囘
答
�
書
︒︹
伍
︺
100
～
101
鯵
�
⑨
參
照
︒
墨
跡

は
確
�
し
に
く
い
が
︑﹁
對
﹂
が
﹁
e
﹂
な
ど
と
竝
置
さ
れ
る
用
例
は
嶽

麓
鯵
に
い
く
つ
か
見
え
︑
こ
こ
で
は
整
理
者
の
釋
讀
に
從
っ
た
︒

●
令
曰
︑
制
書
下
@
�
制
<
問
議
者
︑
皆
爲
ß

(
o
)
︑
署
初
到
初
�
�
@

上
年
日
_
・
官
別
留
日
數
︑
傅
留
狀
︑
與
𡭊﹅

(對
)
皆

(偕
)
上
︒
不
從
令
︑

貲
一
甲
︒
●
卒
令
乙
五

(嶽
麓
︹
伍
︺
100
～
101
)

e
︑
自
今
以
來
︑
諸
縣
官
上
對﹅

・
e﹅

書
者
︑
牘
厚
毋
下
十
分
寸
一
︑
二
行
牒

厚
毋
下
十
五
分
寸
一
︒
厚
µ
ï
者
︑
毋
得
各
µ
其
厚
之
`
︒
爲
ï
︑
牘
牒
各

一
︒
不
從
令
者
︑
貲
一
甲
︒
御
�
上
議
︑
御
牘
尺
二
寸
︑
官
È
牒
尺
六
寸
︒

●
制
曰
︑
:
尺
一
寸
牘
牒
︒

●
卒
令
丙
四

(嶽
麓
︹
伍
︺
120
～
122
)

●
制
曰
︑
|
上
e﹅

・
對﹅

・
奏﹅

者
︑
皆
傅
牒
牘
數
︒
節

(
戸
)
不
具
而
卻
︑
復

上
者
︑
令
其
牒
牘
毋
與
�
同
數
︒
以
爲
恆
︒
●
廷
卒
乙

(嶽
麓
︹
伍
︺
185
)

〼
⁝
若
□
爲
令
︑
<
發
Ð
・
禁
止
殹

(也
)
︑
@
︻
上
︼
對
書
皇
M
︑
而
先

以
此
物
吿
人
者
︑
皆
黥
爲

(嶽
麓
︹
陸
︺
76
)

其
悉
Z
正
議
︑
詳
具
其
對﹅

︑
著
之
于
ç
︑
H
將
親
覽
焉
︑
靡
<
�
隱
︒
(﹃
漢

書
﹄
公
孫
弘
傳
)

③
e
：
上
行
�
書
の
一
種
︒
申
e
�
書
︒

□
卒
�
︑
它
如
律
令
︒

〼

臣
上
e﹅

四
牒
︑
臣
眛

(昧
)
死
e
︒

〼

(里
耶
秦
鯵
⑨
5
9
)

廿
六
年
十
一
_
甲
申
朔
壬
辰
︑

陵
邦
候
守
円
敢
吿

陵
�
︒
令
�
下
御
�

e﹅

書﹅

曰
︑
自
今
以
來
︑
毋

(無
)
傳
叚

(假
)
馬
以
2
若
<
|

(事
)
縣
中
︑

@
Ø
傳
車
馬
而
以
載
人
・
Å
見
人
若
<
�
之
︑
自
一
里
以
上
︑
皆
坐
�
馬
車

爲
臧

(贓
)
︑
與
盜
同
灋
︒
書
到
相
報
︒
今
書
已
到
︒
(里
耶
秦
鯵
⑨
1
8
7
4
A
)

自
今
子
首
�
父
母
︑
妻
�
夫
︑
孫
�
大
父
母
︑
皆
勿
坐
︒
其
父
母
�
子
︑
夫

�
妻
︑
大
父
母
�
孫
︑
罪
殊
死
︑
皆
上
e﹅

廷
尉
以
聞
︒
(﹃
漢
書
﹄
宣
M
紀
)

④
奏
：
上
行
�
書
の
一
種
︒
報
吿
�
書
︒

今
獄
�
觸
・
彭
沮
・
衷
得
°
難
獄
︑
磔
辠
一
人
︑
爲
奏﹅

十
六
牒
上
︒
(嶽
麓

︹
參
︺
168
～
169
)

●
制
曰
︑
|
上
e
・
對
・
奏﹅

者
︑
皆
傅
牒
牘
數
︒
節

(
戸
)
不
具
而
卻
︑
復

上
者
︑
令
其
牒
牘
毋
與
�
同
數
︒
以
爲
恆
︒
●
廷
卒
乙

(
嶽
麓
︹
伍
︺
185
)

自
今
以
來
︑
令
諸
嘗
�
詔
<
案
行
£
治
而
能
中
詔
以
賜
者
︑
@
雖
不
身
�
詔
︑

詔
|
之
�
h
事
已
︑
上
其
奏﹅

︒
�
詔
<
治
殹

(也
)
@
上
書
言
事
︑
�
以
爲

可
而
賜
者
︑
聞
其
縣
官
或
戸
以
其
治
事
用
灋
律
盡
極
中
詔

(
嶽
麓
︹
伍
︺
327

～
328
)

〼
□
上
論
奏﹅

守
府
卻
曰

(
里
耶
秦
鯵
⑧
1
6
9
5
)

⑤
事
：
こ
こ
で
は
�
書
で
取
り
á
う
事
柄
を
指
す
︒
嶽
麓
︹
伍
︺
111
鯵
�
③
も

參
照
︒

⑥
同
-
：
-
は
複
數
の
鯵
を
册
書
に
-
綴
す
る
こ
と
で
︑
同
-
は
同
一
册
書
に

-
綴
す
る
こ
と
を
指
す
︒

-﹅

︑
*﹅

鯵﹅

也﹅

︒
(﹃
說
�
解
字
﹄
十
三
-
上
)

出
一
-
書
﹇
師
古
曰
︑
-﹅

謂
聯﹅

*﹅

之﹅

也
︒
聯
鯵
牘
以
爲
書
︑
故
云
一
-
﹈︒

(﹃
漢
書
﹄
張
良
傳
)

●
令
曰
︑
縣
官
□
□
官

(
？
)
作
徒
隸
@
徒
隸
免
復
屬
官
作
□
□
徒
隸
者
自

一
以
上
@
居
隱
除
者
︑
黔
首
居
〼
@
諸
作
官
府
者
︑
皆
日
勶
ß

(
o
)
之
︑

上
其
廷
︑
廷
日
校
案
*﹅

-﹅

︑
_
盡
爲
㝡

(
�
)
︑
固
臧

(
藏
)
︑
令
可
案
殹

(也
)
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
251
～
252
)

⑦
連
屬
：
整
理
小
組
は
﹁
接
連
不
斷
﹂
と
解
釋
す
る
︒
一
つ
の
事
柄
を
書
き
g

え
た
後
︑
別
の
事
柄
を
同
じ
鯵
に
︑
續
け
て
書
い
て
い
く
こ
と
か
︒
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大
治
宮
室
︑
爲
複
k
︑
自
宮
連﹅

屬﹅

於
p
臺
三
十
餘
里
︒
(﹃
�
記
﹄
梁
孝
王
世

家
)

⑧
別
：
～
ご
と
に
區
別
し
て
︒
整
理
小
組
は
﹁
分
﹂
と
す
る
︒
こ
こ
で
は
事
柄

ご
と
に
區
分
す
る
こ
と
を
い
う
︒

於
是
古
公
乃
貶
戎
狄
之
俗
︑
而
營
築
城
郭
室
屋
︑
而
邑﹅

別﹅

居
之
︒
(﹃
�
記
﹄

周
本
紀
)

解
何
︒
今
移
擧
各
如
牒
︒
書
到
︑
牒﹅

別﹅

言
︒
(居
5
漢
鯵

3
5・
2
2
A
)

⑨
事
別
-
之
<
e
：﹁
事
別
-
之
<
﹂
の
五
字
は
圖
版
で
は
右
側
し
か
見
え
な

い
︒
ま
た
赤
外
線
圖
版
で
は
﹁
e
﹂
の
と
こ
ろ
で
鯵
が
折
れ
︑
言
I
し
か

!
讀
で
き
な
い
狀
態
だ
が
︑
こ
こ
で
は
カ
ラ
ー
圖
版
に
よ
り
釋
讀
し
た
︒

⑩
物
：
整
理
小
組
は
﹁
具
體
�
事
物
︒
物
一
牒
︑
每
一
類
事
物
用
一
牒
﹂
と
す

る
︒
確
か
に
﹁
物
一
牒
﹂
が
﹁
物
品
ご
と
に
一
牒
﹂
の
Z
だ
と
解
釋
し
う

る
例
は
あ
る
も
の
の
︑
申
e
�
書
に
物
品
名
が
列
擧
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
頻

繁
に
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
︑
こ
う
し
た
指
示
が
わ
ざ
わ
ざ
規
定
さ
れ

る
理
由
が
分
か
ら
な
い
︒﹁
物
﹂
は
﹁
類
﹂﹁
事
﹂
を
も
Z
味
す
る
の
で

(︹
伍
︺
9
～
11
鯵
�
⑪
)
︑
こ
こ
で
は
暫
く
﹁
申
e
事
項
の
種
類
ご
と
に
⁝
﹂

と
解
釋
し
た
︒﹁
一
牒
﹂
の
み
を
用
い
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
︑
各

事
項
の
ª
點
が
記
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

●
郡
獻
者
︑
泰
守
府
牒
書
�
施

(齎
)
︑
物
一
牒
︑
上
御
�
︒
<
餘
而
可
獻

者
︑
盡
獻
之
︒
其
不
可
獻
者
︑
〼

(嶽
麓
︹
柒
︺
14
)

辨
六
馬
之
屬
︑
種
馬
一
物﹅

︑
戎
馬
一
物﹅

︑
齊
馬
一
物﹅

︑
k
馬
一
物﹅

︑
田
馬
一

物﹅

︑
駑
馬
一
物﹅

︒﹇
3
玄
�
︑
謂
以
一
類﹅

相
從
也
︒﹈
(﹃
周
禮
﹄
夏
官
・
校
人
)

律
曰
與
盜
同
法
︑
<

(
印
)
曰
與
同
罪
︑
此
二
物﹅

其
同
居
・
典
・
伍
當
坐
之
︒

(法
律
答
問
20
)

●
諸
坐
課
@
坐
它
物﹅

︑
當
爲
怨
地
|
若
戍
故
徼
︑
若
作
官
府
而
欲
解
T
一
S
︑

以
除
爲
怨
地
|
︒
(嶽
麓
︹
柒
︺
87
)

⑪
牒
：
三
～
五
行
書
き
の
﹁
牘
﹂
(本
條
�
�
㉜
)
に
對
し
て
︑
一
～
二
行
書
き

の
︑
相
對
�
に
幅
の
狹
い
鯵
牘
の
こ
と
︒
一
方
で
︑
鯵
牘
²
般
を
數
え
る

助
數
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
︒

e
︑
自
今
以
來
︑
諸
縣
官
上
對
・
e
書
者
︑
牘
厚
毋
下
十
分
寸
一
︑
二
行
牒﹅

厚
毋
下
十
五
分
寸
一
︒
厚
µ
ï
者
︑
毋
得
各
µ
其
厚
之
`
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
120

～
121
)

●
制
曰
︑
|
上
e
・
對
・
奏
者
︑
皆
傅
牒﹅

牘﹅

數
︒
節

(
戸
)
不
具
而
卻
︑
復

上
者
︑
令
其
牒
牘
毋
與
�
同
數
︒
以
爲
恆
︒
●
廷
卒
乙

(
嶽
麓
︹
伍
︺
185
)

溫
舒
取
澤
中
蒲
︑
截
以
爲
牒﹅

︑
-
用
寫
書
︒﹇
師
古
曰
︑
小﹅

鯵﹅

曰﹅

牒﹅

︑
-
聯

*
之
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
路
溫
舒
傳
)

鯵﹅

︑
牒﹅

也﹅

︒
從
竹
閒
聲
︒
(﹃
說
�
解
字
﹄
五
ç
上
)

卅
四
年
十
_
戊
戌
朔
辛
丑
︑

陵
守
︻
丞
︼
說
敢
言
之
︒
上
卅
三
年
黔
首
息

秏
八
牒﹅

︒
敢
言
之
︒
(里
耶
秦
鯵
⑧
1
8
3+

⑧
2
9
0+

⑧
5
3
0
)

〼
□
條
列
鄕
界
方
Ü
�
居
民
占
上
戶
牒﹅

分
別
〼

(走
馬
樓
吳
鯵
・
竹
鯵
︹
肆
︺

4
4
7
4・
5
6
/
5
)

⑫
勶
：
整
理
小
組
は
園
に
$
じ
︑
羅
列
す
る
の
Z
だ
と
す
る
︒
暫
く
こ
れ
に
從

う
が
︑
會
讀
の
席
上
で
は
貫
園
す
る
︑
す
な
わ
ち
一
本
の
牒
に
書
き
切
る

と
い
う
Z
味
で
は
な
い
か
と
い
う
Z
見
も
出
た
︒

●
令
曰
︑
縣
官
□
□
官

(
？
)
作
徒
隸
@
徒
隸
免
復
屬
官
作
□
□
徒
隸
者
自

一
以
上
@
居
隱
除
者
︑
黔
首
居
〼
@
諸
作
官
府
者
︑
皆
日
勶﹅

ß

(
o
)
之
︑

上
其
廷
︑
廷
日
校
案
*
-
︑
_
盡
爲
㝡

(
�
)
︑
固
臧

(
藏
)
︑
令
可
案
殹

嶽麓書院�藏鯵《秦律令 (貳)》譯�稿 その (二)

257



(也
)
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
251
～
252
)

⑬
易
知
：
分
か
り
や
す
い
︒

其
與
中
二
千
石
・
二
千
石
・
0
士
@
�
M
律
令
者
議
減
死
𠛬
@
可
蠲
除
�
省

者
︑
令
2
然
易﹅

知﹅

︑
條
奏
︒
(﹃
漢
書
﹄
𠛬
法
志
)

⑭
一
-
：
-
綴
さ
れ
た
一
つ
の
册
書
を
指
す
︒
用
例
は
西
北
漢
鯵
に
數
多
く
見

ら
れ
る
︒

元
康
四
年
三
_
戊
子
朔
甲
辰
¥
泉
隧
長
忠
敢
言
之
候
官
︒
謹
寫
移
疾
卒
爰
書

一﹅

-﹅

︒
敢
言
之
︒
(居
5
漢
鯵

2
5
5・
4
0
)

居
攝
二
年
二
_
甲
寅
朔
辛
酉
甲
渠
鄣
候
放
敢
言
之
︒
謹
移
正
_
盡
三
_
|
奉

賦
名
籍
一﹅

-﹅

︒
敢
言
之
︒
(居
5
漢
鯵

E
P
T
8
:
1
A
)

⑮
散
取
：﹁
散
﹂
は
﹁
盈
﹂
に
$
じ
︑
拔
き
取
る
こ
と
か
︒︹
伍
︺
105
鯵
�
①
參

照
︒

●
令
曰
︑
上
事
︑
散﹅

(
盈
)
書
取
�
用
者
上
︑
勿
謂
刺
︒
不
從
令
︑
貲
一
甲
︒

(嶽
麓
︹
伍
︺
105
)

漢
興
︑
張
良
・
韓
信
序
*
兵
法
︑
凡
百
八
十
二
家
︑
盈﹅

取﹅

ª
用
︑
定
著
三
十

五
家
︒
(﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
)

⑯
�
辭
：﹁
�
﹂
は
﹁
ª
﹂
に
同
じ
︒
ª
點
︑
肝
ª
な
�
辭
︒

料
敵
計
險
︑
必
察
W
Ü
⁝
將
之
k
也
︒
必
攻
不
守
︑
兵
之
�﹅

者
也
︒
(銀
雀
山

漢
墓
竹
鯵
﹁
孫
臏
兵
法
﹂
威
王
問
)

六
曰
︑
聽
取
予
以
書
契
︒﹇
�
︑
書
契
謂
出
予
�
入
之
凡
ª
︒
凡
ß
書
之
�

目
︑
獄
訟
之
ª﹅

辭﹅

︑
皆
曰
契
︒﹈
(﹃
周
禮
﹄
天
官
・
小
宰
)

⑰
�
具
：
鯵
�
な
が
ら
も
整
っ
て
い
る
こ
と
︒
後
�
に
も
﹁
各
�
爲
鞫
審
︑
具

傅
其
律
令
﹂
と
あ
る
︒

項
伯
Ì
︑
具﹅

以
沛
公
言
吿
羽
︒
(﹃
漢
書
﹄
高
祖
本
紀
)

⑱
別
白
：
整
理
小
組
は
﹁
辨
別
�
白
﹂
と
し
︑
*
の
用
例
を
擧
げ
る
︒
こ
れ
に

從
っ
た
︒

�
�
上
對
︑
條
貫
靡
悦
︑
瓜
紀
不
g
︑
辭
不
別﹅

白﹅

︑
指
不
分
�
︑
此
臣
淺
陋

之
罪
也
︒
(﹃
漢
書
﹄
董
仲
舒
傳
)

⑲
獄
奏
：
獄
事
に
つ
い
て
上
奏
す
る
︑
ま
た
そ
の
上
奏
︒

南
郡
守
強
・
守
丞
吉
・
卒
�
円
舍
治
︒
八
年
四
_
甲
辰
朔
乙
巳
︑
南
郡
守
強

敢
言
之
︑
上
奏﹅

七
牒
︑
謁
以
聞
︑
種
縣
論
︑
敢
言
之
︒
(奏
讞
書
67
～
68

案

例
⑭
)

〼
□
爲
獄﹅

而
上
奏﹅

當
者
︑
其
罪
耐
以
上
皆
□
〼

(
嶽
麓
︹
柒
︺
222
)

⑳
鞫
審
：﹁
鞫
﹂
は
諸
々
の
取
り
�
べ
を
經
て
︑
罪
狀
を
�
g
�
に
確
定
す
る

手
續
き
︒
嶽
麓
︹
肆
︺
15
鯵
�
④
參
照
︒
こ
こ
に
見
え
る
﹁
鞫
審
﹂
は
そ

の
內
容
を
記
し
た
�
書
の
こ
と
で
︑﹁
鞫

(之
)
⁝
︑
審

︱
︱
鞫
し
た
と

こ
ろ
⁝
︑
と
�
ら
か
に
な
っ
た
︱
︱
﹂
と
い
う
書
式
を
持
つ
︒

<
投
書
︑
勿
發
︑
見
轍
燔
之
︑
能
捕
者
ð
隸
臣
妾
二
人
︑
𣪠

(繫
)
投
書
者
︐

鞫﹅

審﹅

𤅊

(
讞
)
之

(法
律
答
問
53
)
︒

廿
三
年
四
_
︑
江
陵
丞
�
敢
𤅊

(
讞
)
之
︑
廿
三
︿
二
﹀
年
九
_
庚
子
︑
令

下
︑
云
︑
𢮑

(
錄
)
江
陵
獄
︑
上
©
敞
・
士
五

(伍
)
猩
智

(知
)
人
盜
埱

冢
︑
分

(臧
)
贓
︒
得
︒
敞
當
耐
鬼
薪
︑
猩
黥
城
旦
︒
遝
戊
午
赦
︑
爲
庶
人
︒

鞫﹅

審﹅

︑
𤅊

(
讞
)
︒
(嶽
麓
︹
參
︺
44
～
46
)

●
鞫﹅

之﹅

︑
暨
坐
八
云
︑
小
犯
令
二
︑
大
(
一
︑
坐
官
・
小
(
五
︒
已
論
一
甲
︑
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餘
未
論
︑
皆
相
遝
︒
審﹅

︒
(嶽
麓
︹
參
︺
105
)

廿
六
年
八
_
丙
子

陵
拔
・
守
丞
敦
狐
︑
詣
訊
般
芻
等
︑
辭
各
如
�
︒
(正
)

●
鞫﹅

之﹅

︑
成
|
・
閒
・
×
贅
・
p
私
令
般
芻
・
嘉
出
庸

(傭
)
︑
賈

(價
)
三

百
︑
�
米
一
石
︑
臧

(贓
)
直

(値
)
百
卌
︑
得
︒
成
|
J
︑
嘉
死
︒
審﹅

︒

(背
)
(里
耶
秦
鯵
⑧
1
7
4
3+

⑧
2
0
1
5
)

㉑
具
傅
其
律
令
：﹁
具
﹂
は
つ
ぶ
さ
に
︑
の
Z
︒
傅
は
﹁
附
﹂
に
同
じ
く
︑
附

記
す
る
︑
書
き
添
え
る
︑
の
Z
︒︹
肆
︺
212
～
214
鯵
�
⑨
參
照
︒﹁
鞫
審
﹂

の
後
に
量
𠛬
の
根
據
と
な
る
律
令
が
附
記
さ
れ
た
事
例
は
︑
張
家
山
漢

鯵
・
奏
讞
書
に
見
え
る
︒

鞫﹅

之﹅

︑
義
等
壯
|
卒
怨
黔
首
擊
反
盜
︑
反
盜
殺
義
等
︑
|
・
怨
黔
首
皆
弗
救

z
︑
去
北
︒
當
遝
左
︑
傳
詣
脩

(攸
)
︑
須
來
以
別
黔
首
當
捕
者
︒
當
捕
多

別
離
相
去
Ü
︑
其
事
難
︑
未
<
以
捕
違
捕
論
︒
詷
倖
上
書
言
獨
財

(裁
)
怨

黔
首
罪
︑
欲
縱
勿
論
︑
得
︑
審﹅

︒
令﹅

︑
�
取
荊
怨
地
多
羣
盜
︑
|
�
興
與
羣

盜
Ë
︑
去
北
︑
以
儋
乏
不
闘
論
︒
律﹅

︑
儋
乏
不
闘
︑
斬
︒
簒
�
縱
囚
︑
死
罪

囚
︑
黥
爲
城
旦
︑
上
©
以
上
耐
爲
鬼
薪
︒
以﹅

此﹅

當﹅

倖﹅

︒
當﹅

之
︑
倖
當
耐
爲
鬼

薪
︒
倖
繫
︒
訊
者
七
人
︑
其
一
人
繫﹅

︑
六
人
不﹅

繫﹅

︑
不
存
皆
不
訊
︒
(奏
讞
書

155
～
161

案
例
⑱
)

㉒
當
比
：
犯
し
た
罪
に
對
し
︑
法
律
や
!
例
を
引
き
當
て
た
り
︑
準
用
し
た
り

す
る
こ
と
︒﹁
當
﹂
に
つ
い
て
は
︹
肆
︺
324
鯵
�
①
︑﹁
比
﹂
に
つ
い
て
は

︹
伍
︺
66
～
68
鯵
�
⑤
も
參
照
︒
�
㉑
・
㉔
に
引
い
た
奏
讞
書
で
も
︑
律

令
を
附
記
し
た
後
に
﹁
當
﹂
が
續
く
︒

高
皇
M
七
年
︑
制
詔
御
�
︑
獄
之
疑
者
︑
|
或
不
敢
決
︑
<
罪
者
久
而
不
論
︑

無
罪
者
久
繫
不
決
︒
自
今
以
來
︑
縣
k
官
獄
疑
者
︑
各
讞
�
屬
二
千
石
官
︑

二
千
石
官
以
其
罪
名
當
報
之
︒
�
不
能
決
者
︑
皆
移
廷
尉
︑
廷
尉
亦
當
報
之
︒

廷
尉
�
不
能
決
︑
謹
具
爲
奏
︑
傅
�
當﹅

比﹅

律
令
以
聞
︒
(﹃
漢
書
﹄
𠛬
法
志
)

●
制
詔
御
�
︑
|
上
奏
當
者
︑
具
傅
�
以
當﹅

者
律
令
・
比﹅

行
事
︑
固
<
令
︒

以
令
當
各
署
其
�
用
律
令
・
比
行
事
曰
︑
以
此
當
某
︒
今
多
弗
署
者
︑
不
可

案
課
︑
卻
問
之
︑
乃
曰
︑
以
某
律
令
・
某
比
行
事
當
之
︒
煩
留
而
不
應
令
︒

今
其
令
皆
署
之
如
令
︒
(
嶽
麓
︹
伍
︺
66
～
68
)

㉓
署
：
書
く
︒
記
錄
す
る
︒

廿
六
年
六
_
壬
子
︑

陵
□
・︻
丞
︼
敦
狐
爲
令
�
:
行
[
詔
︑
令
�
行
〼

失
¬
︒
行
[
者
必
謹
視
中
□
各
自
署﹅

[
�
質
日
︒
行
先
k
旁
曹
始
︑
以
坐
*

相
屬
︒
(里
耶
秦
鯵
⑧
1
3
8+

⑧
1
7
4+

⑧
5
2
2+

⑧
5
2
3
)

㉔
署
律
令
下
曰
以
此
當
某
某
：
�
㉑
に
引
い
た
奏
讞
書
で
も
︑
律
令
の
下
に

﹁
以
此
當
～
﹂
と
記
さ
れ
る
︒

律
︑
�
殺
人
︑
棄
市
︒
以﹅

此﹅

當﹅

蒼﹅

︒
律
︑
謀
�
殺
人
︑
與
�
同
法
︒
以﹅

此﹅

當﹅

信﹅

︒
律
︑
縱
囚
︑
與
同
罪
︒
以﹅

此﹅

當﹅

丙﹅

・
贅﹅

︒
當
之
︑
信
・
蒼
・
丙
・
贅
皆

當
棄
市
︑
𣪠

(繫
)
︒
(奏
讞
書
93
～
96

案
例
⑯
)

㉕
繫
：
拘
留
す
る
こ
と
︒
�
㉑
・
㉔
に
引
い
た
奏
讞
書
で
も
︑﹁
當
﹂
の
後
に

收
繫
に
つ
い
て
の
記
載
が
續
く
︒

●
制
詔
御
�
︑
聞
獄
多
留
或
至
數
歲
不
決
︑
令
無
辠
者
久
𣪠﹅

(繫
)
而
<
辠

者
久
留
︑
甚
不
善
︑
其
擧
留
獄
上
之
︒
御
�
e
︑
至
計
︑
令
執
灋
上
㝡

(
�
)
者
︑
各
牒
書
上
其
餘
獄
不
決
者
︑
一
牒
署
不
決
歲
_
日
@
𣪠

(
繫
)
者

人
數
︑
爲
㝡

(
�
)
︑
偕
上
御
�
︑
御
�
奏
之
︑
其
執
灋
不
將
計
而
郡
守
丞

將
計
者
︑
亦
上
之
︒
制
曰
︑
可
︒
●
卅
六

(
嶽
麓
︹
伍
︺
59
～
61
)

㉖
違
：
�
]
か
ら
し
て
︑
一
つ
の
﹁
-
﹂
が
さ
ら
に
細
か
く
﹁
違
﹂
に
區
分
さ
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れ
た
の
だ
ろ
う
︒

違
︑
樂
悦
爲
一
違
︒
(﹃
說
�
解
字
﹄
三
ç
上
)

漢

(書
)
︹
興
︺︑
閭
里
書
師
合
蒼
頡
・
爰
歷
・
0
學
三
ç﹅

︑
斷
六
十
字
以
爲

一
違﹅

︑
凡
五
十
五
違
︑
幷
爲
蒼
頡
ç
︒
(﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
)

㉗
□
：
圖
版
で
は
右
`
し
か
見
え
ず
︑
陳
洩
は
そ
れ
を
﹁
片
﹂
も
し
く
は
﹁
㭊

(析
)
﹂
と
釋
す

(陳
洩
﹁︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵
︹
伍
︺︾
校
讀

(續
四
)﹂
鯵
帛
網

二
〇
一
八
年
三
_
三
一
日
)
︒
何
れ
に
せ
よ
︑
こ
こ
で
は
�
書
を
違
ご
と
に

區
切
る
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

㉘
之
：
圖
版
で
は
下
側
し
か
見
え
な
い
も
の
の
︑
暫
く
整
理
小
組
の
釋
讀
に
從

う
︒

㉙
令
可
：
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
︒

@
諸
作
官
府
者
︑
皆
日
勶
ß

(
o
)
之
︑
上
其
廷
︑
廷
日
校
案
*
-
︑
_
盡

爲
㝡

(
�
)
︑
固
臧

(藏
)
︑
令﹅

可﹅

案
殹

(也
)
︒
不
從
令
︑
丞
・
令
・
令
�
・

官
嗇
夫
|

(嶽
麓
︹
伍
︺
252
)

甲
渠
候
官
行
者
走
︒

己
亥
日
中
×
y
北
︒

各
署
µ
時
︑
令﹅

可﹅

課
︒
(居
5
漢
鯵

E
P
T
5
3
:
5
3
)

㉚
別
報
：
提
出
さ
れ
た
�
書
の
各
違
に
對
し
て
︑
個
別
に
囘
答
す
る
こ
と
か
︒

行
傳
書
・
�
書
︑
必
書
其
×
@
到
日
_
夙
莫

(暮
)
︑
以
輒
相
報﹅

殹
︒
(秦
律

十
八
種
251
～
252
)

言
事
守
府
@
移
書
它
縣
須
報﹅

︒
(里
耶
秦
鯵
⑧
1
2
2
)

天
子
以
語
丞
相
弘
︒
弘
曰
︑
此
非
人
�
︒
不
軌
之
臣
︑
不
可
以
爲
�
而
亂
法
︑

願
陛
下
勿
許
︒
於
是
上
久
不
報﹅

式
︑
數
歲
︑
乃
罷
式
︒
(﹃
�
記
﹄
p
準
書
)

解
何
︒
今
移
擧
各
如
牒
︒
書
到
︑
牒﹅

別﹅

言﹅

︒
(
居
5
漢
鯵

3
5・
2
2
A
)

㉛
繠
卻
：﹁
繠
﹂
は
ま
と
め
て
︑
あ
つ
め
て
︑
の
Z
︒﹁
卻
﹂
は
�
卻
︑
却
下
す

る
こ
と
︒
關
連
す
る
違
を
ま
と
め
て
却
下
す
る
こ
と
か
︒

繠
︑
聚
也
︒
(﹃
玉
ç
﹄
)

繠
︑
叚
借
爲
纍
︒
(﹃
說
�
$
訓
定
聲
﹄
)

●
監
御
�
下
云
郡
守
︑
縣
官
已
論
︑
言
夬

(
決
)
郡
守
︒
郡
守
謹
案
致
之
︒

不﹅

具﹅

者﹅

︑
輒﹅

卻﹅

︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
48
)

㉜
牘
：
鯵
牘
︒
本
條
�
に
よ
れ
ば
三
～
五
行
書
き
の
︑
相
對
�
に
幅
の
廣
い
鯵

牘
の
こ
と
︒

勃
以
千
金
與
獄
|
︑
獄
|
乃
書
牘﹅

背
示
之
︑
曰
以
公
�
爲
證
︒
(﹃
�
記
﹄
絳

侯
周
勃
世
家
)

卅
年
六
_
丁
亥
朔
甲
辰
︑
田
官
守
敬
敢
言
之
︒
駅
書
日
食
牘﹅

北

(背
)
上
︒

敢
言
之
︒
(正
)

城
旦
・
鬼
薪
十
八
人

小
舂
三
人

小
城
旦
十
人

隸
妾
居
貲
三
人

舂
廿
二
人

戊
申
水
下
五
刻
︑
佐
壬
以
來
︒
／
尙
手
︒

ô
手

(背
)
(里
耶
秦
鯵
⑧
1
5
6
6
)

㉝
⁝
寸
八
：﹁
八
﹂
の
下
は
鯵
端
ま
で
空
白
に
な
っ
て
お
り
︑
整
理
小
組
は
そ

こ
に
�
っ
た
跡
が
見
え
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
�
違
は
116
鯵
に
續
け
て
讀

む
の
で
Z
味
が
$
る
︒

㉞
四
：
圖
版
で
は
ほ
と
ん
ど
確
�
で
き
な
い
が
︑
�
]
か
ら
は
﹁
四
﹂
と
釋
讀

す
る
ほ
か
な
い
︒

東 方 學 報

260



㉟
謹
：
嚴
正
に
︑
き
ち
ん
と
の
Z
︒
嶽
麓
︹
肆
︺
鯵
10
�
④
を
參
照
︒

㊱
�
讙
：
不
詳
︒
整
理
者
は
﹁
讙
﹂
を
﹁
護
﹂
の
(
字
と
し
︑﹁
�
護
﹂
は

﹁
S
善
地
辦
治
﹂
の
Z
だ
と
す
る
︒
確
か
に
﹁
�
護
﹂
は
典
籍
・
出
土
�

獻
に
用
例
が
あ
る
も
の
の
︑
特
定
の
人
物
を
﹁
保
護
す
る
﹂﹁
引
き
立
て

る
﹂
と
い
う
例
が
多
い
︒︻
解
說
︼
で
も
営
べ
る
と
お
り
︑
こ
こ
で
は
鯵

牘
へ
の
�
字
の
筆
寫
に
關
す
る
何
ら
か
の
ル
ー
ル
が
規
定
さ
れ
て
い
る
︑

と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
の
で
︑﹁
�
護
﹂
と
い
う
解
釋
は
�
]
に
Æ
合
せ

ず
︑
�
ら
な
か
っ
た
︒﹁
謹
�
讙
﹂
と
言
I
の
字
が
三
つ
續
く
こ
と
に

な
っ
て
お
り
︑
む
し
ろ
﹁
讙
﹂
が
別
の
字
に
$
假
す
る
可
能
性
な
ど
が
考

慮
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

上
曰
︑
煩
公
幸
卒
�﹅

護﹅

太
子
︒﹇
集
解
︑
如
淳
曰
︑
�﹅

護﹅

»
營﹅

護﹅

也
︒﹈
(﹃
�

記
﹄
留
侯
世
家
)

治
它
縣
官
︑
必
先
�﹅

護﹅

之
︒
●
卅
一

(嶽
麓
︹
陸
︺
58
)

㊲
好
6
：
不
詳
︒
整
理
者
は
﹁
6
﹂
を
﹁
桴
﹂
と
讀
み
︑
束
ね
る
︑
-
聯
す
る

の
Z
と
す
る
︒
確
か
に
一
案
で
は
あ
る
が
︑﹁
6
﹂
を
﹁
桴
﹂
と
讀
む
事

例
な
ど
︑
こ
の
解
釋
を
荏
え
る
確
實
な
論
據
は
見
當
た
ら
な
い
︒
會
讀
の

席
上
で
は
﹁
6
﹂
を
﹁
表
面
﹂
と
解
釋
し
︑﹁
6
を
好
く
す

︱
︱
鯵
牘

の
表
面
を
整
え
る
︱
︱
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
好
6
を
�
護
す

︱
︱
良
い
狀

態
の
表
面
を
保
護
す
る
︱
︱
﹂﹁
～
を
�
權
す

︱
︱
良
い
表
面
の
鯵
を

比
べ
て
/
ぶ
︱
︱
﹂
と
讀
む
案
が
出
た
︒
ま
た
�
�
で
営
べ
た
�
]
を

念
頭
に
置
き
︑﹁
好
6
書
之
﹂
を
﹁
好
書
﹂
に
類
す
る
語
と
見
る
解
釋

(︻
解
說
︼
參
照
)
も
あ
っ
た
が
︑
い
ず
れ
も
決
め
手
に
缺
け
る
︒

㊳
尺
二
寸
牘
：
長
さ
一
尺
二
寸
の
牘
︒

御
�
上
議
︑
御
牘﹅

尺﹅

二﹅

寸﹅

︑
官
È
牒
尺
六
寸
︒
●
制
曰
︑
:
尺
一
寸
牘
牒
︒

(嶽
麓
︹
伍
︺
121
)

漢
¡
單
于
書
︑
牘
以
尺
一
寸
︑
辭
曰
︑
皇
M
敬
問
匈
奴
大
單
于
無
恙
︑
�
¡

物
@
言
語
云
云
︒
中
行
說
令
單
于
¡
漢
書
以
尺﹅

二﹅

寸﹅

牘﹅

︑
@
印
封
皆
令
廣
大

長
︑
倨
傲
其
辭
曰
︑
天
地
�
生
日
_
�
置
匈
奴
大
單
于
敬
問
漢
皇
M
無
恙
︑

�
以
¡
物
言
語
亦
云
云
︒
(﹃
�
記
﹄
匈
奴
列
傳
)

㊴
尺
牘
：
長
さ
一
尺
の
牘
︒

緹
縈
$
尺﹅

牘﹅

︑
父
得
以
後
寧
︒
(﹃
�
記
﹄
^
鵲
倉
公
列
傳
)

以
尺﹅

牒﹅

牒
書
當
免
者
人
一
牒
︑
署
當
免
狀
︑
各
上
上
攻

(
功
)
�
執
灋
︒
(嶽

麓
︹
肆
︺
348
)

㊵
書
µ
一
違
者
：﹁
書
﹂
は
名
詞
で
︑
一
違
よ
り
多
く
の
違
か
ら
¨
成
さ
れ
る

�
書
︑
の
謂
か
︒

㊶
*
：
墨
痕
か
ら
は
釋
讀
し
難
い
が
︑
整
理
小
組
な
ら
び
に
�
㉗
�
引
の
陳
洩

論
�
に
從
い
︑
暫
く
﹁
*
﹂
と
隸
定
し
て
お
く
︒

㊷
腏
：﹁
綴
﹂
に
$
じ
︑
連
續
す
る
︑
の
Z
か
︒
あ
る
い
は
︑
*
�
で
営
べ
る

と
お
り
﹁
輟
﹂
に
$
じ
︑
や
め
る
︑
區
切
る
の
Z
で
あ
る
可
能
性
も
殘
る
︒

㊸
辭
�
當
止
皆
腏
之
：
�
㉗
�
引
の
陳
洩
論
�
は
︑﹁
腏
﹂
を
﹁
綴
﹂
と
し
た

う
え
で
︑
各
違
の
な
か
に
語
Z
か
ら
し
て
區
切
る
べ
き

(﹁
當
止
﹂
)
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
改
行
す
る
こ
と
な
く
續
け
て
書
き

(﹁
綴
之
﹂
)
︑

違
と
違
と
の
閒
の
區
切
れ
と
混
同
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
だ
︑
と
解
釋

し
て
い
る
︒
暫
く
こ
れ
に
從
っ
た
︒
一
方
で
︑﹁
腏
﹂
は
﹁
輟
﹂
に
$
じ
︑
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�
違
が
X
切
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
區
切
り
を
入
れ
る
こ
と
だ
︑
と
い
う
Z

見
も
出
た
︒

㊹
別
易
知
：
本
條
�
の
�
`
に
は
﹁
別
白
昜
︿
易
﹀
智

(知
)
﹂
が
見
え
︑
整

理
小
組
は
﹁
昜
﹂
の
�
に
︑﹁
白
﹂
が
漏
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推

測
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
從
っ
た
︒

㊺
事
：
圖
版
で
は
字
の
下
部
が
見
え
な
い
の
で
︑
こ
の
部
分
は
敢
え
て
譯
出
し

な
か
っ
た
︒
一
方
︑
�
㉗
�
引
の
陳
洩
論
�
は
﹁
事
﹂
を
﹁
2
﹂
と
讀
ん

で
い
る
︒

㊻
繠
-
：
再
提
出
す
る
囘
答
�
書
と
︑
�
に
提
出
し
却
下
さ
れ
た
�
書
と
を
ま

と
め
て
-
綴
す
る
こ
と
か
︒

㊼
界
其
方
：
鯵
牘
�
料
に
は
﹁
右
方
﹂﹁
左
方
﹂
が
現
れ
︑
そ
の
�
字
が
記
さ

れ
た
鯵
の
﹁
右
側
﹂︑﹁
左
側
﹂
を
Z
味
す
る
︒﹁
方
﹂
は
-
綴
さ
れ
た
ひ

と
ま
と
ま
り
の
鯵
牘
の
︑
左
右
の
端
を
指
す
語
で
は
あ
る
ま
い
か
︒﹁
界
﹂

は
區
切
る
︑
閒
を
あ
け
る
︑
の
Z
で
︑
具
體
�
に
は
册
書
の
左
右
い
ず
れ

か
の
端
に
鯵
を
揷
入
し
︑
提
出
濟
み
の
�
書
の
內
容
と
再
提
出
す
る
內
容

と
を
區
切
る
こ
と
だ
ろ
う
︒

■
右
方
耦
人
籍
︒
凡
卌
九
︒
(散
見
鯵
牘
合
輯
693

江
陵
鳳
凰
山
八
號
漢
墓
竹
鯵
)

●
左
方
上
功
勞
式

●
左
方
功
將

(
狀
)
式

(功
令
5
)

大
射
正
立
于
公
後
︑
以
矢
行
吿
于
公
︒
下
曰
留
︑
上
曰
揚
︑
左
右
曰
方
︒

﹇
留
︑
不
至
也
︑
揚
︑
µ
去
也
︑
方﹅

︑
出
旁﹅

也
︒﹈
(﹃
儀
禮
﹄
大
射
)

界
涇
陽
抵
穰
侯
而
代
之
﹇
蘇
林
曰
︑
界﹅

︑
閒﹅

其
兄
弟
2
駅
︒﹈︑
當
也
︒
(﹃
漢

書
﹄
揚
雄
傳
下
)

㊽
江

(空
)
其
上
：
整
理
者
は
﹁
江
﹂
が
﹁
空
﹂
に
$
じ
る
と
す
る
︒
鯵
の
上

部
を
空
白
に
し
て
︑
そ
こ
に
﹁
此
以
右
⁝
﹂
云
々
を
書
き
�
む
と
い
う
解

釋
だ
ろ
う
︒
暫
く
こ
れ
に
從
っ
た
も
の
の
︑
�
㊼
に
擧
げ
た
例
で
は
︑
區

切
り
と
な
る
鯵
の
鯵
頭
は
黑
く
塗
ら
れ
た
り
︑
墨
點
が
振
ら
れ
た
り
し
て

い
る
︒﹁
江
﹂
が
別
字
に
$
假
す
る
可
能
性
も
あ
る
︒

㊾
駅
：
箇
條
書
き
の
こ
と
︒
こ
こ
で
は
﹁
用
駅
者
﹂
が
﹁
用
牘
者
﹂
と
對
に
な

る
の
で
︑
三
～
五
行
書
き
の
﹁
牘
﹂
で
は
な
く
︑
さ
ら
に
幅
の
廣
い
鯵
牘

を
用
い
る
こ
と
か
︒
一
方
で
︑
必
ず
し
も
﹁
用
牘
者
﹂
と
は
對
應
せ
ず
︑

�
書
の
な
か
の
﹁
箇
條
書
き
に
す
る
部
分
﹂
の
書
式
は
以
�
と
同
じ
︑
と

い
う
指
示
な
の
だ
と
す
る
Z
見
も
出
た
︒

初
桀
・
安
與
大
將
軍
霍
光
爭
權
︑
數
駅
光
µ
失
予
燕
王
﹇
師
古
曰
︑
駅﹅

謂
條﹅

錄﹅

之﹅

︒﹈︑
令
上
書
吿
之
︒
(﹃
漢
書
﹄
蘇
武
傳
)

君
兄
衣
物
駅﹅

早
復
衣
一
領

孜
丸
復
襦
一
領

白
鮮
荏
單
絝

繡
被
二
領

閒
中
單
一
領

閒
靑
復
襦
一
領

練
單
繻
三
領

(以
下
略
)
(尹
灣
漢
鯵

Y
M
6
D
1
2
A
)

卅
五
年
三
_
庚
寅
朔
辛
亥
︑
倉
銜
敢
言
之
︒
駅﹅

書
|
・
徒
上
事
尉
府
者
牘
北

(背
)
︑
食
皆
盡
三
_
︑

陵
田
能
自
食
︒
謁
吿
µ
�
縣
︑
以
縣
鄕
*
續
食
如

律
︒
雨
留
不
能
投
宿
齎
︒
當
&
&
︒
來
復
傳
︒
敢
言
之
︒
(
正
)

令
佐
溫

:
戍
士
五
城
父
陽
翟
執

:
戍
士
五
城
父
西
中
痤

旨
手

(
背
)
(
里
耶
秦
鯵
⑧
1
5
1
7
)

㊿
如
故
：﹁
�
と
同
じ
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
舊
規
定
を
Æ
用
す
る
﹂
の
Z
︒︹
肆
︺

165
～
166
鯵
�
⑥
を
參
照
︒
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F
不
中
：
基
準
に
合
致
し
な
い
こ
と
︒

郵
人
行
書
︑
一
日
一
夜
行
二
百
里
︒
不﹅

中﹅

ï
`
日
︑
笞
五
十
︑
µ
`
日
至
盈

一
日
︑
笞
百
︑
µ
一
日
︑
罰
金
二
兩
︒
(二
年
律
令
273
)

十
一
_
︑
郵
書
留
遲
不﹅

中﹅

ï
︑
各
如
牒
︒
晏
等
知
郵
書
數
留
遲
︑
爲
府
職
不

身
拘
校
︑
而
委

(居
5
漢
鯵

5
5・
1
1+

1
3
7・
6+

2
2
4・
3
)

×
家
復
爲
南
陽
太
守
︒
�
居
以
殺
伐
立
威
︑
豪
猾
|
@
大
姓
犯
法
︑
輒
論
輸

府
︑
以
律
ï
作
司
空
︑
爲
地
臼
木
杵
︑
舂
不﹅

中﹅

ï
︑
或
私
解
脫
鉗
釱
︑
衣
P

不
如
法
︑
輒
加
罪
笞
︒
(﹃
漢
書
﹄
陳
咸
傳
)

G
貲
二
甲
：
赤
外
線
圖
版
で
は
﹁
皆
﹂
と
﹁
甲
﹂
の
閒
で
鯵
が
さ
さ
く
れ
︑

﹁
貲
二
﹂
が
!
讀
し
難
い
︒
だ
が
カ
ラ
ー
圖
版
で
は
�
字
が
は
っ
き
り
と

確
�
で
き
︑
こ
れ
に
よ
り
釋
讀
し
た
︒

【解
說
︼

上
行
�
書
の
書
式
や
2
用
す
る
鯵
牘
の
規
格
に
つ
い
て
︑
そ
の
詳
細
を
規
定

す
る
條
�
︒
113
～
115
鯵
の
背
面
に
は
互
い
に
連
續
す
る
墨
痕
が
殘
り
︑
ま
た
內

容
に
お
い
て
も

︱
︱
115
鯵
下
部
の
長
い
空
白
︑
お
よ
び
117
鯵
と
118
鯵
と
の
接

續
に
や
や
問
題
が
殘
る
も
の
の
︱
︱

こ
れ
ら
の
鯵
が
ひ
と
ま
と
ま
り
の
條
�

を
¨
成
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
︒
た
だ
し
背
面
下
部
の
劃
線
は
繫
が
ら
な
い
︒

以
下
︑
內
容
を
Æ
宜
區
切
り
な
が
ら
紹
介
す
る
︒

(1
)
ま
ず
各
種
の
上
行
�
書
に
つ
い
て
︑
上
申
す
る
事
柄
ご
と
に
區
別
し

て
-
聯
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
︒
從
っ
て
同
じ
事
柄
に
屬
す
內
容
は
一
つ

の
册
書
に
-
聯
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
が
一
〇
〇
鯵
を
超
え
る
場
合
は

册
書
が
分
け
ら
れ
た
︒
同
一
册
書
內
に
お
い
て
も
﹁
物
﹂
ご
と
に
鯵
を
改
め
た

り
︑
ª
點
を
拔
き
書
き
し
た
り
し
て
︑
分
か
り
や
す
い
�
書
に
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
た
︒

(2
)
*
に
裁
!
關
連
の
報
吿
�
書
の
書
式
が
規
定
さ
れ
る
︒
鞫
審
・
律
令

條
�
・﹁
以
此
當
某
﹂・
繫
／
不
繫
︑
と
展
開
す
る
裁
!
�
書
の
實
例
と
し
て
�

㉑
・
㉔
に
引
い
た
奏
讞
書
が
擧
げ
ら
れ
︑
實
際
の
�
書
が
書
式
規
定

︱
︱
本

條
�
お
よ
び
�
㉒
�
引
の
︹
伍
︺
66
～
68
︱
︱

に
沿
っ
て
書
か
れ
て
い
た
こ

と
が
確
か
め
ら
れ
る
︒
續
く
﹁
雖
同
-
者
⁝
﹂
以
下
は
︑
一
つ
の
册
書
を

﹁
違
﹂
に
分
か
ち
︑
個
別
に
︑
あ
る
い
は
ま
と
め
て
囘
答
し
や
す
く
す
る
よ
う

命
じ
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
が
裁
!
關
連
の
報
吿
�
書
に
つ
い
て
の
規
定
な
の

か
︑
そ
れ
と
も
上
行
�
書
一
般
に
か
か
る
規
定
な
の
か
︑
は
っ
き
り
し
な
い
︒

(3
)﹁
用
牘
者
﹂
以
下
は
牘
の
規
格
や
書
式
に
關
す
る
規
定
︒
牘
の
幅
と
行

數
︑
お
よ
び
長
さ
と
一
行
の
�
字
數
と
の
閒
に
は
對
應
關
係
が
あ
っ
た
︒
ま
ず

幅
に
つ
い
て
は
3
～
5
行
書
き
が
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
幅
の
寸
法
が
決
ま
っ
て

い
た
︒
ま
た
長
さ
に
は
一
尺
二
寸
と
一
尺
の
二
種
が
あ
り
︑
�
者
は
一
行
26
字
︑

後
者
は
22
字
と
さ
れ
た
︒
こ
の
�
字
數
は
︑﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
に
記
さ
れ
た
尙

書
の
テ
キ
ス
ト
の
書
式
に
W
似
す
る
︒

劉
向
以
中
古
�
校
歐
陽
・
大
小
夏
侯
三
家
經
�
︑
酒
誥
脫
鯵
一
︑
召
誥
脫

鯵
二
︒
c
二
十
五
字
者
︑
脫
亦
二
十
五
字
︑
鯵
二
十
二
字
者
︑
脫
亦
二
十

二
字
︑
�
字
衣
者
七
百
<
餘
︑
脫
字
數
十
︒
(﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
)

こ
の
行
數
・
字
數
に
つ
い
て
の
規
定
の
閒
に
︑﹁
●
皆
嚴
�
讙
好
6
書
之
﹂
と

い
う
一
�
が
揷
入
さ
れ
る
︒
�
後
の
�
]
か
ら
し
て
︑
規
定
の
行
數
・
字
數
に

合
致
す
る
よ
う
行
閒
・
字
閒
を
お
き
︑
字
�
り
を
整
え
て
書
く
よ
う
命
じ
た
�

違
で
あ
る
こ
と
が
︑
ま
ず
は
想
定
さ
れ
る
︒
こ
れ
を
ふ
ま
え
︑﹁
好
6
書
之
﹂

と
は
字
閒
に
ゆ
と
り
を
持
っ
て
丁
寧
に
書
寫
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
︑
と
い
う

Z
見
も
出
た
︒
張
家
山
三
三
六
號
墓
出
土
鯵
に
は
﹁
好
書
﹂
の
語
が
見
え
︑
書

式
に
沿
っ
て
丁
寧
に
書
く
こ
と
を
Z
味
す
る
よ
う
で
あ
る
︒

●
諸
上
功
勞
皆
上
爲
漢
以
來
功
勞
︑
放

(
仿
)
式
以
二
尺
牒
各
爲
將

(
狀
)
︑

以
尺
三
行
皆
參

(三
)
折
好﹅

書﹅

︑
以
功
多
者
爲
右
*
-
︑
上
屬
�
二
千
石

嶽麓書院�藏鯵《秦律令 (貳)》譯�稿 その (二)
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官
︑
二
千
石
官
謹
以
式
案
致
︑
上
御
�
・
丞
相
︑
常
會
十
_
朔
日
︒
(功
令

3
～
4
)

一
方
で
整
理
者
が
想
定
す
る
よ
う
に
︑
鯵
牘
の
-
綴
方
法
な
ど
に
つ
い
て
営
べ

た
�
違
が
︑
あ
る
い
は
�
㊲
に
或
說
と
し
て
擧
げ
た
よ
う
な
︑
鯵
牘
の
表
面
の

保
護
や
2
用
鯵
牘
の
/
擇
に
關
わ
る
�
違
が
揷
入
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
︑
一

槪
に
は
排
除
で
き
な
い
︒
こ
の
部
分
は
不
詳
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒

(4
)
さ
ら
に
二
違
以
上
か
ら
成
る
�
書
に
つ
い
て
の
規
定
が
續
く
︒
ひ
と

ま
ず
上
行
�
書
一
般
に
關
わ
る
指
示
だ
と
理
解
し
た
が
︑
�
項

(2
)
の
後
`

部
分
と
同
樣
に
︑﹁
用
牘
者
﹂
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
殘
る
︒

(5
)
い
ち
ど
却
下
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
︑
囘
答
�
書
を
再
提
出
す
る
際

の
書
式
規
定
︒
�
㊼
で
営
べ
た
と
お
り
﹁
界
其
方
﹂
の
解
釋
が
難
し
い
も
の
の
︑

�
囘
の
上
申
內
容
と
今
囘
の
內
容
と
の
閒
に
︑
は
っ
き
り
區
切
り
を
設
け
る
よ

う
命
じ
て
い
る
こ
と
自
體
は
閒
¤
い
な
い
︒

(6
)
�
後
に
︑﹁
駅
﹂
を
用
い
る
場
合
に
は
右
に
記
し
た
怨
規
定
で
は
な
く
︑

舊
規
定
に
從
う
べ
き
こ
と
が
附
記
さ
れ
る
︒
こ
こ
の
﹁
用
駅
者
﹂
は
�
�
の

﹁
用
牘
者
﹂
と
對
に
な
っ
て
い
て
︑﹁
牘
﹂
と
呼
ば
れ
る
鯵
牘
の
規
格
や
書
式
が

﹁
駅
﹂
に
は
Æ
用
さ
れ
な
い
の
だ
︑
と
暫
く
解
釋
し
た
︒
だ
が
�
㊽
に
引
い
た

里
耶
秦
鯵
で
は
︑
た
と
え
三
行
の
み
で
あ
っ
て
も
︑
箇
條
書
き
で
あ
れ
ば
そ
れ

は
﹁
駅
書
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒﹁
駅
﹂
が
﹁
よ
り
幅
廣
の
鯵
牘
﹂
で
は
な
く
︑

あ
く
ま
で
﹁
箇
條
書
き
﹂
と
い
う
書
式
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
︑
そ
れ
は
必
ず
し

も
﹁
牘
﹂
と
は
對
應
し
な
い
︒
箇
條
書
き
の
部
分
は
舊
規
定
に
從
う

︱
︱
た

と
え
ば
一
行
の
�
字
數
が
衣
な
る
︱
︱
︑
と
い
う
Z
味
で
あ
る
可
能
性
も
殘

る
︒以

上
の
內
容
に
續
い
て
¤
反
へ
の
科
罰
規
定
が
︑
鯵
牘
の
大
き
さ
が
﹁
規
格

¤
反
﹂
と
�
定
さ
れ
る
基
準
と
と
も
に
附
記
さ
れ
る
︒

本
條
�
の
¨
成
は
ひ
と
ま
ず
右
の
よ
う
に
解
釋
で
き
る
も
の
の
︑
²
體
と
し

て
は
︑
上
行
�
書
の
書
式
に
關
連
す
る
內
容
が
未
整
理
の
ま
ま
羅
列
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
印
象
を
�
け
る
︒
(2
)
(4
)
で
営
べ
た
問
題
以
外
に
も
︑
�
後
關

係
が
は
っ
き
り
し
な
い
部
分
が
殘
る
︒
右
に
営
べ
た
の
は
一
つ
の
試
案
に
µ
ぎ

な
い
こ
と
を
�
後
に
附
言
し
て
お
く
︒

《
一
二
〇
～
一
二
二
︾

e
︑
自
今
以
來
︑
諸
縣
官
①

上
對
・
e
書
②

者
︑
牘
③

厚
毋
下
十
分
寸
一┐

︑
二

行
牒
④

厚
毋
下
十
五
分
寸
一
︒
厚
µ
ï
⑤

者
︑
毋
得
各
µ

120

(
1
8
4
8
)

其
厚
之
`
︒
爲
ï
︑
牘
牒
各
一
⑥┐

︒
不
從
令
者
︑
貲
一
甲┐

︒
御
�
上
議
⑦

︑

御
牘
尺
二
寸
⑧┐

︑
官
È
牒
尺
六
寸
⑨

︒
●
制
曰
︑
:
尺
一
寸
牘
⑩

121

(
1
8
5
2
)

牒
⑪

︒

●
卒
令
丙
四
⑫

122

(
1
7
0
2
)

【譯
︼e

う
ら
く
は
︑
こ
れ
以
影
︑
お
よ
そ
官
府
が
對
書
・
e
書
を
た
て
ま
つ
る
場

合
は
︑
牘
の
厚
さ
は
十
分
の
一
寸
を
下
囘
っ
て
は
な
ら
ず
︑
二
行
牒
の
厚
さ
は

十
五
分
の
一
寸
を
下
囘
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
厚
さ
が
基
準
を
上
囘
る
場
合
は
︑

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
厚
さ
の
`
ば
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
基
準
を
つ
く
る
こ

と
︑
牘
・
牒
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
と
す
る
︒
令
に
從
わ
な
い
場
合
は
︑
貲
一

甲
︒
御
�
が
議
案
を
た
て
ま
つ
り
︑﹁
御
牘
﹂
は
一
尺
二
寸
︑﹁
官
È
牒
﹂
は
一

尺
六
寸
と
い
た
し
ま
す
︒
●
制
す
る
︒
一
尺
一
寸
の
牘
牒
に
改
め
る
︒
●
卒
令

丙
四

【
�
︼

①
縣
官
：
國
家
︑
な
い
し
は
縣
の
官
府
︒
こ
こ
で
は
縣
に
限
ら
ず
︑
一
般
�
な

官
府
の
Z
と
解
釋
し
た
︒︹
肆
︺
106
～
108
鯵
�
⑥
參
照
︒
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②
對
・
e
書
：
い
ず
れ
も
上
行
�
書
で
︑﹁
對
﹂
は
囘
答
�
書
︑﹁
e
﹂
は
申
e

�

書
を
指
す
︒︹
伍
︺
112

鯵

で
は
﹁
對
・
e
・
奏
﹂
と
列
記
さ
れ
る
︒

︹
伍
︺
112
～
119
鯵
�
②
@
び
③
參
照
︒

諸
上
對﹅

・
e﹅

・
奏
者
︑
其
事
不
同
者
︑
勿
令
同
-
@
勿
連
屬
︑
事
別
-
之
︒

(嶽
麓
︹
伍
︺
112
)

③
牘
：
公
�
書
の
書
寫
媒
體
︒
よ
り
幅
廣
な
鯵
牘

(三
～
五
行
)
を
指
す
︒

︹
伍
︺
112
～
119
鯵
�
㉜
參
照
︒
嶽
麓
鯵
で
は
︑
牘
に
つ
い
て
は
書
寫
行
數

に
對
應
し
た
幅
︑
長
さ
に
對
應
し
た
一
行
あ
た
り
の
�
字
數
が
規
定
さ
れ

る
︒

用
牘
者
︑
一
牘
毋
µ
五
行
︒
五
行
者
︑
牘
廣
一
寸
九
分
寸
八
︑
四
行
者
︑
牘

廣
一
寸
泰
`
寸
︑
●
三
行
者
︑
牘
廣
一
寸
`
寸
︒
●
皆
謹
�
讙
好
6
書
之
︒

尺
二
寸
牘
一
行
毋
µ
廿
六
字
︒
●
尺
牘
一
行
毋
µ
廿
二
字
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
115

～
117
)

〼
□

一
人
□
□

一
人
伐
牘
︑
□
〼

(里
耶
秦
鯵
⑧
2
1
4
6
)

④
二
行
牒
：﹁
牒
﹂
は
一
～
二
行
書
き
の
︑
相
對
�
に
幅
の
狹
い
鯵
牘
の
こ
と

で
︑
鯵
牘
²
般
を
數
え
る
助
數
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
︒︹
伍
︺
112
～

119
鯵
�
⑪
參
照
︒﹁
二
行
牒
﹂
は
二
行
書
き
用
の
牒
で
あ
ろ
う
︒

⑤
ï
：
基
準
︒
限
度
︒

天
下
之
事
無
小
大
皆
決
於
上
︑
上
至
以
衡
石
量
書
︑
日
夜
<
e﹅

︑
不
中
e﹅

不

得
休
息
︒
(﹃
�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
)

晝
斷
獄
︑
夜
理
書
︑
自
ï
決
事
︑
日
縣
石
之
一
︒﹇
P
虔
曰
︑
始
皇
省
讀
�

書
︑
日
以
百
二
十
斤
爲
ï﹅

︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
𠛬
法
志
)

●
丞
相
上
內
�
書
︑
戲
言
︑
田
地
︿
佗
﹀・
佐
啄
坐
田
課
︑
得
不
@
ï﹅

µ
四

分
ï
二
︑
貲
各
二
甲
︑
當
以
其
貲
錢
爲
縣
官
䊮

(糶
)
自
食
︑
佗
・
啄
貧
不

能
入
貲
︑
謁
居
縣
官
︒
●
議
︑
令
佗
・
啄
身
居
之
︑
其
欲
入
禾
粟
︑
許
︑
毋

得
以
它
物
除
貲
︑
它
<
等
比
︒

●
卅
五

(
嶽
麓
︹
柒
︺
91
～
93
)

●
功
令
第
卌
五
︒
士
|
︑
候
長
︑
�
隧
長
︑
常
以
令
秋
試
射
︑
以
六
爲
ï﹅

︑

µ
六
︑
賜
勞
矢
十
五
日
︒
(
居
5
漢
鯵

2
8
5・
1
7
)

⑥
爲
ï
牘
牒
各
一
：
牘
と
牒
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
︑
厚
さ
の
基
準
を
一
つ
ず
つ

設
け
る
こ
と
か
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
�
�
に
�
記
さ
れ
て
お
り
︑
附
言
さ

れ
る
理
由
が
分
か
ら
ず
︑
ま
た
こ
う
し
た
言
い
囘
し
は
他
の
法
律
條
�
中

に
は
見
ら
れ
な
い
︒﹁
各
一
﹂
の
下
に
あ
る
﹁┐

﹂
符
號
は
省
略
記
號
で
︑

そ
こ
に
脫
�
が
あ
る
可
能
性
や
︑
こ
の
﹁
ï
﹂
は
厚
さ
を
測
定
す
る
た
め

の
器
具
の
こ
と
で
︑
そ
の
作
成
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
Z
見
も

出
た
︒
そ
も
そ
も
鯵
牘
實
物
の
な
か
に
は
︑
こ
こ
に
規
定
さ
れ
る
よ
り
も

ず
い
ぶ
ん
厚
い
も
の
が
あ
る
の
で
︑
厚
さ
に
つ
い
て
の
よ
り
細
か
い
規
定

が
別
に
存
在
し
︑﹁
爲
ï
牘
牒
各
一
﹂
は
そ
の
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い

か
︑
と
い
う
見
方
も
出
た
︒

⑦
上
議
：
こ
こ
で
は
御
�
に
よ
り
提
案
が
�
加
さ
れ
て
い
る
︒

廷
尉
守
邦
上﹅

議﹅

曰
︑
制
書
節

(
戸
)
令
御
�
・
丞
相
︑
<
問
當
殹

(
也
)
︑
而

非
求
復
治
者
@
□
者
︑
獨
令
廷
當
其
不
當
律
令
者
︒
(
嶽
麓
︹
柒
︺
183
～
184
)

⑧
御
牘
尺
二
寸
：
整
理
小
組
は
︑﹁
御
牘
﹂
を
皇
M
が
2
用
す
る
專
用
の
牘
と

す
る
︒
こ
れ
に
從
っ
た
︒
尺
二
寸
の
牘
の
2
用
は
�
條
�
か
ら
も
確
か
め

ら
れ
る
︒

尺﹅

二﹅

寸﹅

牘﹅

一
行
毋
µ
廿
六
字
︒
●
尺
牘
一
行
毋
µ
廿
二
字
︒
(
嶽
麓
︹
伍
︺
116

嶽麓書院�藏鯵《秦律令 (貳)》譯�稿 その (二)
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～
117
)

⑨
官
È
牒
尺
六
寸
：﹁
È
牒
﹂
は
割
り
符
の
こ
と
か
︒
長
さ
一
・
六
尺
は

3
6
.8

c
m
ï
度
で
︑
里
耶
秦
鯵
で
は
︑
�
に
出
糧
È

(
穀
物
荏
給
に
際
し
て
作
成

さ
れ
た
割
り
符
)
が
こ
れ
に
該
當
す
る
︒

〼
︻
朔
︼
□
□
︑
少
內
守
□
敢
言
之
︒
廷
下
□
〼

〼
︻
給
︼︑
徒
隸
<
�
宜
給
︑
以
徒
爲
︻
官
徒
・
僕
・
養
︼
〼

〼
□
不
决
︑
各
以
︻
尺﹅

六﹅

寸﹅

牒﹅

︼
苐

(第
)
當
令
者
〼

(里
耶
秦
鯵
⑨
1
6
2
4
)

⑩
尺
一
寸
牘
：
一
尺
一
寸
の
牘
︒

漢
¡
單
于
書
︑
牘﹅

以
尺﹅

一﹅

寸﹅

︑
辭
曰
皇
M
敬
問
匈
奴
大
單
于
無
恙
︒
(﹃
�
記
﹄

匈
奴
列
傳
)

⑪
:
尺
一
寸
牘
牒
：
何
を
ど
う
改
め
た
の
か
︑
こ
れ
だ
け
で
は
!
然
と
し
な
い
︒

御
�
が
提
案
し
た
﹁
御
牘
尺
二
寸
﹂
を
﹁
尺
一
寸
の
牘
牒
に
:
め
﹂
た
も

の
と
暫
く
解
釋
し
た
︒
�
�
�
引
の
﹃
�
記
﹄
匈
奴
列
傳
で
は
皇
M
が
尺

一
寸
の
牘
を
用
い
て
お
り
︑
本
條
�
で
の
改
正
が
漢
に
繼
承
さ
れ
た
と
考

え
れ
ば
︑
h
褄
も
合
う
︒

だ
が
︑﹁
:
～
﹂
は
﹁
～
を
:
め
る
﹂
と
讀
む
の
が
一
般
で
あ
り
︑﹁
～

に
:
め
る
﹂
と
讀
む
の
に
は
¤
和
感
が
あ
る
と
い
う
Z
見
も
出
た
︒
ま
た

122
鯵
の
﹁
牒
﹂
字
の
な
か
の
﹁
木
﹂
は
︑
120
・
121
鯵
の
そ
れ
と
は
字
形
が

や
や
衣
な
り
︑
ま
た
﹁
牒
牘
﹂
の
語
は
見
ら
れ
る
も
の
の
︑﹁
牘
牒
﹂
は

︱
︱
121
鯵
の
﹁
牘
・
牒
﹂
を
除
け
ば
︱
︱

用
例
が
な
い
こ
と
か
ら
︑
121

鯵
と
122
鯵
が
連
續
し
な
い
と
い
う
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
た
︒
そ
う
で
あ
れ

ば
︑
こ
の
箇
�
が
﹁
尺
一
寸
の
牘
を
:
め
て
︹
⁝
と
す
る
︺﹂
と
い
う
內

容
で
あ
っ
た
可
能
性
も
出
て
く
る
︒

器
敝
久
恐
靡
者
︑
遝
其
未
靡
︑
謁
:﹅

其
久
︒
(
秦
律
十
八
種
105
)

●
制
曰
︑
|
上
e
・
對
・
奏
者
︑
皆
傅
牒﹅

牘﹅

數
︒
節

(
戸
)
不
具
而
卻
︑
復

上
者
︑
令
其
牒﹅

牘﹅

毋
與
�
同
數
︒
以
爲
恆
︒
●
廷
卒
乙

(
嶽
麓
︹
伍
︺
185
)

〼
書
牒﹅

牘﹅

〼

(里
耶
秦
鯵
⑨
3
3
4
3
)

⑫
●
卒
令
丙
四
：
こ
の
句
は
上
側
の
-
繩
痕
の
下
に
書
寫
さ
れ
て
い
る
︒
先
行

す
る
111
鯵
に
も
﹁
●
卒
令
丙
四
﹂
と
書
か
れ
た
斷
片
が
接
續
す
る
と
さ
れ

る
が
︑
そ
の
S
當
性
は
低
い
︒︹
伍
︺
111
鯵
�
⑥
@
び
解
說
參
照
︒

【解
說
︼

�
條
�
で
は
︑
書
寫
行
數

(
五
～
三
行
)
に
對
應
し
た
牘
の
幅
︑
お
よ
び
長

さ
に
對
應
し
た
一
行
あ
た
り
の
�
字
數
な
ど
が
規
定
さ
れ
る
の
に
對
し
︑
本
條

�
で
は
︑
牘
・
牒
の
厚
さ
︑
お
よ
び
御
牘
・
官
È
牒
の
長
さ
が
規
定
さ
れ
る
︒

ま
ず
︑
鯵
の
厚
さ
が
ß
す
ぎ
る
の
が
不
可
と
さ
れ
︑
牘
は
1
／
10
寸
以
上
︑
二

行
牒
は
1
／
15
寸
以
上
と
さ
れ
る
︒﹁
厚
µ
ï
﹂
以
影
は
一
轉
し
て
厚
す
ぎ
る

場
合
の
規
定
と
な
り
︑
標
準
と
な
る
厚
さ

(そ
れ
ぞ
れ
1
／
10
寸
と
1
／
15
寸
)

の
`
分
を
超
え
る
の
が
不
可
と
さ
れ
て
い
る
︒
ª
す
る
に
牘
・
牒
の
厚
さ
は
︑

・
牘
：
1
／
10
寸

≦

～≦

3
／
20
寸

↓

�

2
.3～
3
.5
m
m

・
二
行
牒
：
1
／
15
寸

≦

～≦

1
／
10
寸

↓

�

1
.5～
2
.3
m
m

の
範
圍
に
收
ま
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
︒
御
牘
・
官
È
牒
の
長
さ
に
つ
い
て
は
御

�
が
�
加
提
案
し
て
お
り
︑
そ
れ
に
皇
M
が
一
定
の
修
正
を
加
え
て
い
る
よ
う

だ
が
︑
�
⑪
に
営
べ
た
と
お
り
︑
修
正
の
正
確
な
內
容
は
は
っ
き
り
し
な
い
︒

條
�
の
形
式
と
し
て
は
︑
元
の
詔
敕
の
形
を
殘
し
た
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い

る
も
の
の
︑﹁
e
︑
自
今
以
來
﹂
か
ら
始
ま
り
︑﹁
e
﹂
の
�
體
や
︑
そ
の
�
提

と
な
る
問
題
提
×
の
部
分
が
省
略
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
提
案
を
御
�
大
夫
が
取

り
*
い
で
提
出
し
︑
そ
の
際
に
御
牘
と
官
È
牒
の
長
さ
に
つ
い
て
怨
た
に
提
案
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し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

《
一
二
三
～
一
二
六
︾

●
令
曰
︑
|
<
論
𣪠

(繫
)①
︑
二
千
石
︑
治
者
②

輒
言
御

＝

�

＝

③

︑
h
御
�
與

治
者
雜
④

�
印
︒
在
郡
者
⑤

︑
言
郡
守
・
郡
監
⑥

︑
守
丞
⑦

・
尉
丞
⑧

與
治123

(
1
1
7
4
)

者
雜
�
印
︑
以
治
�
縣
官
⑨

令
若
丞
印
封
印
︑
令
卒
�
上
御
�
︒
千
石
到
六
百

石
︑
治
者
與
治
�
縣
令
若
丞
雜
�
︑
以
令
若
丞

124

(
1
1
6
1
)

[雜
⑩

�
︑
以
令
若
丞
﹈
⑪

印
封
︑
令
|
上
御
�
︒
五
︻
百
︼
⑫

以
下
印
行
郡
縣
⑬

者
︑
治
者
�
印
︑
以
治
□
〼

125

(
1
1
5
1
)

�
執
灋
⑭

︒
印
不
行
郡
縣
@
乘
車
|
⑮

以
下
︑
治
者
輒
�
︑
以
治
�
⑯

令
・
丞
印

封
印
︑
令
|
□
〼

126

(
1
1
4
2
)

【譯
︼●

令
︒
官
|
が
裁
!
で
收
繫
さ
れ
た
な
ら
ば
︑
二
千
石
官
の
と
き
は
︑
治
獄

の
官
|
が
そ
の
つ
ど
御
�
大
夫
に
言
い
︑
御
�
大
夫
は
御
�
を
i
h
し
て
治
獄

の
官
|
と
共
同
で
印
を
�
け
と
ら
せ
る
︒
郡
に
お
い
て
は
︑
郡
守
・
郡
監
に
言

い
︑
守
丞
・
尉
丞
が
治
獄
の
官
|
と
共
同
で
印
を
�
け
と
り
︑
治
�
の
縣
官
の

令
も
し
く
は
丞
の
印
を
も
っ
て
封
印
し
︑
卒
�
に
御
�
大
夫
へ
と
た
て
ま
つ
ら

せ
る
︒
千
石
よ
り
六
百
石
官
の
と
き
は
︑
治
獄
の
官
|
が
治
�
の
縣
令
も
し
く

は
丞
と
共
同
で
�
け
と
り
︑
令
も
し
く
は
丞
の
印
を
も
っ
て
封
じ
︑
官
|
に
御

�
大
夫
へ
と
た
て
ま
つ
ら
せ
る
︒
五
百
石
以
下
で
︑
印
が
郡
縣
で
行
わ
れ
る
者

は
︑
治
獄
の
官
|
が
印
を
�
け
と
り
︑
治
︻
�
の
縣
令
も
し
く
は
丞
の
印
を

も
っ
て
封
印
し
︑
官
|
に
屬
︼
�
の
執
法
へ
と
た
て
ま
つ
ら
せ
る
︒
印
が
郡
縣

で
行
わ
れ
な
い
者
︑
お
よ
び
乘
車
の
|
以
下
の
と
き
は
︑
治
獄
の
官
|
が
そ
の

つ
ど
�
け
と
り
︑
治
�
の
令
・
丞
の
印
を
も
っ
て
封
印
し
︑
官
|
に
⁝
︻
⁝
へ

と
た
て
ま
つ
ら
せ
る
︒︼

【
�
︼

①
論
繫
：
裁
!
の
た
め
に
收
繫
さ
れ
る
︒︻
解
說
︼
も
參
照
の
こ
と
︒

●
廿
七
年
十
二
_
己
丑
以
來
︑
縣
官
田
田
徒
<﹅

論﹅

𣪠﹅

(繫
)
@
諸
它
缺
不
備

穫
時
︑
其
縣
官
求
助
徒
穫
者
︑
各
言
屬
�
執
灋
︑
執
灋
□
爲
�
發
︒
(嶽
麓

︹
陸
︺
228
～
229
)

|
@
宦
皇
M
者
病
不
能
視
事
︑
@
<﹅

論﹅

𣪠﹅

(繫
)
盈
三
_
者
︑
免
之
︒
病
<

瘳
・
論
事
已
︑
@
罷
官
當
復
用
者
︑
皆
復
用
如
其
故
官
︒
各
以
其
秩
與
外
|

課
功
勞
︑
郞
中
比
謁
者
︒
不
欲
爲
|
︑
署
功
牒
︒
(
功
令
36
～
37
)

②
治
者
：
整
理
小
組
は
︑
治
は
治
獄
︑
治
者
は
治
獄
の
|
と
す
る
︒

|﹅

治﹅

者﹅

見
其
佩
久
𣪠

(繫
)
︑
@
雖
弗
見
或
吿
而
弗
奪
︑
亦
耐
之
︒
(嶽
麓

︹
伍
︺
70
)

制
詔
丞
相
斯
︑
�
召
0
士
得
與
議
者
︑
節

(
戸
)
<
Ñ
吿
云
︑
|﹅

治﹅

者﹅

輒
e

之
︑
盡
如
宦
顯
大
夫
Ñ
︒
(
嶽
麓
︹
伍
︺
87
)

③
御
�
：
整
理
小
組
が
﹁
御
�
大
夫
﹂
を
指
す
と
す
る
の
に
從
っ
た
︒

④
雜
：
共
同
で
︒︹
肆
︺
341
～
342
鯵
�
④
を
參
照
︒

⑤
在
郡
者
：
二
千
石
官
の
う
ち
︑
郡
︑
す
な
わ
ち
內
�
以
外
の
地
に
�
在
す
る

者
を
指
す
︒

⑥
郡
監
：
郡
に
設
置
さ
れ
た
監
察
官
︒
監
御
�
︒︹
伍
︺
48
～
52
鯵
�
①
參
照
︒
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郡
置
守
・
尉
・
監
︒
(﹃
�
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
)

監
御
�
︑
秦
官
︑
掌
監
郡
︒
(﹃
漢
書
﹄
百
官
公
j
表
)

●
監
御
�
下
云
郡
守
︑
縣
官
已
論
︑
言
夬

(決
)
郡
守
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
48
)

⑦
守
丞
：
郡
守
の
副
官
︒︹
伍
︺
59
～
61
鯵
�
⑫
參
照
︒

⑧
尉
丞
：
郡
尉
の
副
官
︒

郡﹅

尉﹅

︑
秦
官
︑
掌
佐
守
典
武
職
甲
卒
︑
秩
比
二
千
石
︒
<
丞﹅

︑
秩
皆
六
百
石
︒

(﹃
漢
書
﹄
百
官
公
j
表
)

●
郡
尉
不
存
︑
以
守
行
尉
事
︒
泰
守
不
存
︑
令
尉
爲
叚

(假
)
守
︒
泰
守
・

尉
皆
不
存
︑
令
□
|
六
百
石
以
上
@
守
|
風

(諷
)
眞
官
者
爲
叚

(假
)
守

@
行
尉
事
︒
尉﹅

丞﹅

・
守
丞
不
存
︑
令
|
六
百
石
以
上
爲
叚

(假
)
尉
丞
・
守

丞
︒
尉
丞
・
守
丞
柀

(
I
)
不
存
︑
尉
丞
爲
叚

(假
)
尉
丞
守
︑
不
與
尉
同

處
者
︑
尉
節

(
戸
)
不
存
︑
令
|
六
百
石
以
上
爲
叚

(假
)
尉
︒
御
�
e
︒

●
三

(嶽
麓
︹
柒
︺
8
～
10
)

⑨
縣
官
：
本
條
�
に
は
﹁
縣
官
令
若
丞
﹂
と
﹁
縣
令
若
丞
﹂
と
が
現
れ
る
が
︑

2
い
分
け
の
Z
圖
は
!
然
と
し
な
い
︒

⑩
雜
：
整
理
小
組
は
殘
筆
と
�
後
の
�
Z
に
よ
っ
て
﹁
雜
﹂
と
隸
定
す
る
︒
こ

れ
に
從
う
︒

⑪
雜
�
以
令
若
丞
：
こ
の
六
字
が
124
鯵
の
末
尾
と
重
複
す
る
︒
衍
字
で
あ
ろ
う
︒

⑫
百
：
整
理
小
組
は
�
後
の
�
Z
に
よ
っ
て
﹁
百
﹂
と
隸
定
す
る
︒
こ
れ
に
從

う
︒

⑬
印
行
郡
縣
：
�
持
し
て
い
る
官
印
が
郡
縣
に
お
い
て
<
效
で
あ
る
こ
と
︒
後

�
に
は
﹁
印
不
行
郡
縣
﹂
が
現
れ
︑
官
印
を
�
持
し
て
い
な
が
ら
︑
そ
れ

を
行
2
で
き
な
い
官
|
も
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
嶽
麓
︹
陸
︺
29
～
30
鯵

で
は
﹁
印
不
行
縣
官
﹂
が
﹁
毋
縣
官
印
﹂
と
對
に
な
っ
て
お
り
︑﹁
印
不

行
縣
官
者
﹂
に
は
官
印
が
な
か
っ
た
の
で
な
く
︑
印
自
體
は
帶
び
て
い
た

も
の
の
︑
そ
の
<
效
性
に
制
限
が
あ
っ
た
ら
し
い
︒
詳
細
は
不
詳
だ
が
︑

縣
名
の
な
い
`
$
印
は
�
屬
縣
以
外
で
は
2
用
で
き
な
い
等
︑
官
印
に
は

そ
れ
ぞ
れ
2
用
可
能
な
範
圍
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
っ
た
Z
見

が
出
た
︒

其
別
<
�
䌛

(徭
)
倳

(
2
)
而
毋
將
|
︑
@
雖
<
將
|
︑
將
|
毋﹅

縣﹅

官﹅

印﹅

@
印﹅

不﹅

行﹅

縣﹅

官﹅

者
︑
其
µ
@
居
�
縣
k
官
・
鄣
部
亟
聽
吿
@
�
將
|
奔
牒
︑

移
其
縣
官
@
士
|
︑
令
求
之
︒

●
十
一

(
嶽
麓
︹
陸
︺
29
～
30
)

秩
比
六
百
石
以
上
︑
皆
銅
印
黑
綬
︑
大
夫
・
0
士
・
御
�
・
謁
者
︒
郞
無﹅

︒

﹇
師
古
曰
︑
大
夫
以
下
亦
無﹅

印﹅

綬﹅

︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
百
官
公
j
表
)

廿
六
年
十
一
_
甲
申
朔
壬
辰
︑

陵
邦
候
守
円
敢
吿

陵
�
︒
令
�
下
御
�

e
書
曰
︑
自
今
以
來
︑
毋

(無
)
傳
叚

(
假
)
馬
以
2
若
<
|

(事
)
縣
中
︑

@
Ø
傳
車
馬
而
以
載
人
︑
Å
見
人
若
<
�
之
︑
自
一
里
以
上
︑
皆
坐
�
乘
車

馬
臧

(贓
)
︑
與
盜
同
灋
︒
書
到
相
報
︒
今
書
已
到
︒
(正
)

敢
吿
�
︒
／
毋﹅

(無
)
公﹅

印﹅

以
私
印
︑
印
違
曰
李
志
︒

十
一
_
甲
午
︑
銷
士
五

(
伍
)
□
□
若
思
以
來
︒
／
□
□
︒
但
手
︒
(背
)

(里
耶
秦
鯵
⑨
1
8
7
4
)

坐
不
收
赤
側
錢
收
行﹅

錢﹅

論
︒﹇
師
古
曰
︑
赤
側
當
收
而
不
收
︑
乃
收
見﹅

行﹅

之﹅

錢﹅

也
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
百
官
公
j
表
)

⑭
以
治
□
⁝
�
執
灋
：
124
鯵
は
下
部
を
缺
い
て
い
る
が
︑
缺
損
部
分
は
12
～
13

字
が
收
ま
る
長
さ
で
︑
そ
こ
に
例
え
ば
﹁
�
縣
官
令
若
丞
印
封
印
令
|
上
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屬
﹂
と
い
う
よ
う
な
內
容
が
書
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
125
鯵
に
矛
盾
な

く
接
續
す
る
︒
暫
く
右
に
例
示
し
た
�
違
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
︑
譯
�

を
補
っ
た
︒

●
䌛

(徭
)
律
曰
︑
發
䌛

(徭
)
︑
興
<
T
以
下
到
人
弟
子
・
復
子
︑
必
先
e

屬﹅

�﹅

執﹅

灋﹅

︑
郡
各
e
其
守
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
156
)

⑮
乘
車
|
：
乘
車
を
2
用
で
き
る
待
Ë
の
|
︒
<
秩
の
|
に
は
﹁
(
<
)
乘
車
﹂

と
﹁
毋
乘
車
﹂
の
二
種
が
あ
っ
た
︒

都
官
之
稗
官
@
馬
苑
<﹅

乘﹅

車﹅

者﹅

︑
秩
各
百
六
十
石
︑
<﹅

秩﹅

毋﹅

乘﹅

車﹅

者﹅

︑
各
百

廿
石
︒
(二
年
律
令
470
)

斗
食
・
學
佴
$
課
補
<
秩
︑
<﹅

秩﹅

$
課
補
<﹅

秩﹅

乘﹅

車﹅

︑
<
秩
乘
車
$
課
補
丞

尉
︒
(功
令
16
～
17
)

⑯
治
�
：
整
理
小
組
は
﹁
治
�
縣
官
﹂
の
略
と
解
す
る
︒
こ
れ
に
從
う
︒

【解
說
︼

官
|
が
﹁
論
繫
﹂
さ
れ
る
と
︑
そ
の
官
印
は
囘
收
さ
れ
︑
上
S
機
關
に
I
ら

れ
た
︒
本
條
�
は
論
繫
さ
れ
た
官
|
の
秩
祿
ご
と
に

(二
千
石
官
の
場
合
は

﹁
中
﹂
か
﹁
郡
﹂
か
で
も
區
別
が
あ
る
)
︑
誰
が
官
印
を
�
け
取
り

(
�
印
)
︑
そ
れ

を
容
器
に
收
め
た
う
え
で
誰
の
印
で
封
印

(封

(印
)
)
し
︑
誰
が
ど
こ
に
�
·

す
る

(上
)
の
か
︑
な
ど
を
規
定
す
る
︒
槪
ª
を
一
覽
に
し
て
お
く
︒

基
本
�
に
縣
の
令
丞
や
治
獄
の
擔
當
者
が
諸
手
續
き
を
行
っ
た
が
︑
縣
令
よ

り
上
位
の
二
千
石
官
に
つ
い
て
は
︑﹁
中
﹂
に
お
い
て
は
ま
ず
御
�
大
夫
に
報

吿
さ
れ
︑
御
�
大
夫
が
御
�
を
i
h
し
て
印
を
�
領
さ
せ
︑﹁
郡
﹂
で
は
郡

守
・
郡
監
に
報
吿
さ
れ
︑
守
丞
・
尉
丞
が
�
領
の
た
め
に
i
h
さ
れ
た
︒

官
印
囘
收
の
き
っ
か
け
と
な
る
﹁
論
繫
﹂
は
︑
裁
!
の
た
め
に
收
繫
さ
れ
る

こ
と
と
解
釋
し
た
︒﹁
論
﹂
は
$
常
︑
罪
に
對
す
る
𠛬
罰
を
決
定
す
る
こ
と
で
︑

そ
れ
な
ら
ば
﹁
論
繫
﹂
は
﹁
裁
き
が
下
っ
て
收
繫
さ
れ
る
﹂
と
解
釋
す
べ
き
と

こ
ろ
だ
が
︑
*
の
�
料
に
據
る
と
︑
官
|
は
擧
云
さ
れ
て
獄
に
繫
が
れ
た
だ
け

で
︑
そ
の
官
印
が
囘
收
さ
れ
た
︒

光
和
二
年
︑
復
代
橋
玄
爲
太
尉
︒
在
位
_
餘
︑
會
日
食
自
云
︑
<
司
擧﹅

奏﹅

︑

詔
收﹅

印﹅

綬﹅

︑
詣
廷
尉
︒
時
司
隸
校
尉
陽
球
奏
誅
王
甫
︑
幷
@
熲
︑
就
獄
中

詰
責
之
︑
�
飮
鴆
死
︑
家
屬
徙
邊
︒
(﹃
後
漢
書
﹄
段
熲
傳
)

こ
れ
を
ふ
ま
え
る
な
ら
︑﹁
論
繫
﹂
は
裁
き
の
た
め
に
獄
に
繫
が
れ
る
こ
と
で
︑

そ
の
段
階
で
<
罪
／
無
罪
を
問
わ
ず
︑
印
が
囘
收
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
�
①
に

引
い
た
﹁
<
論
繫
﹂
の
用
例
も
︑
こ
う
し
た
解
釋
で
矛
盾
は
生
じ
な
い
︒

《
一
二
七
︾

□
當
以
縣
*
①

駕
②

︒
到
官
@
|
歸
印
③

御
�
︑
以
*
駕
舍
郡
柢

(邸
)④
@
咸
陽

中
它
官
︒
咸
陽
當
爲
駕
⑤

I
到
官
@
到
御
�
而
毋

127

(
1
8
7
5
)
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[
<
秩
]
乘
車
～

五
百
石
～
・
印
不
行
郡
縣

五
百
石
～
・
印
行
郡
縣

千
～
六
百
石

二
千
石

(郡
)

二
千
石

(中
)

治
者
治
者
治
�
縣
令
／
丞+

治
者

守
丞
・
尉
丞+

治
者

御
�+

治
者
�

印

治
�

[縣
官
]
令
丞

？

[治
�
縣
]
令
／
丞

同
右

治
�
縣
官
令
／
丞

封

印

|
↓
？

？
↓
執
法

|
↓
御
�

同
右

卒
�
↓
御
�

上



【譯
︼⁝

縣
か
ら
縣
へ
と
順
*
馬
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
︒
官
府
に
到
る
︑
お
よ
び

|
が
印
を
御
�
に
�
却
す
る
と
き
は
︑
順
*
馬
を
用
い
︑
郡
邸
お
よ
び
咸
陽
中

の
他
官
に
宿
泊
す
る
︒
咸
陽
は
馬
車
を
用
Z
し
て
官
府
ま
で
︑
お
よ
び
御
�
ま

で
I
り
屆
け
る
べ
き
⁝
な
い
⁝

【
�
︼

①
以
縣
*
：
縣
か
ら
縣
へ
と
順
*
︒
嶽
麓
︹
伍
︺
111
鯵
�
⑤
參
照
︒

●
封
書
毋
勒
其
事
於
署
︑
書
以
郵
行
@
以﹅

縣﹅

*﹅

傳
I
行
者
︑
皆
勒
書
郡
名
于

署
︑
不
從
令
︑
貲
一
甲
︒
●
卒
令
丙
四
重

(嶽
麓
︹
陸
︺
223
)

丗
五
年
三
_
庚
寅
朔
辛
亥
︑
倉
銜
敢
言
之
︑
駅
書
|
・
徒
上
事
尉
府
者
牘
北

(背
)
︑
食
皆
盡
三
_
︑

陵
田
能
自
食
︒
謁
吿
µ
�
縣
︑
以﹅

縣﹅

鄕﹅

*﹅

續
食
如

律
︒
雨
留
不
能
投
宿
齎
︒
當
&
&
︒
來
復
傳
︒
敢
言
之
︒
(里
耶
秦
鯵
⑧

1
5
1
7

正
)

②
駕
：
馬
車
に
馬
を
つ
け
る
︒

駕
︑
馬
在
軛
中
也
︒﹇
段
�
︒
駕
之
言
以﹅

車﹅

加﹅

於﹅

馬﹅

也
︒﹈
(﹃
說
�
解
字
﹄
十
ç

上
)

③
歸
印
：
印
を
�
却
す
る
︒
$
常
は
離
任
に
あ
た
っ
て
官
印
を
�
却
す
る
こ
と

だ
が
︑
�
條
�
と
結
び
つ
け
て
︑
囘
收
し
た
官
印
を
御
�
に
提
出
す
る

(﹁
令
卒
�
上
御
�
﹂﹁
令
|
上
御
�
﹂
)
こ
と
を
指
す
の
だ
と
い
う
Z
見
も
出

た
︒
だ
が
本
鯵
が
�
條
�
の
一
部
か
否
か
は
!
斷
が
つ
か
ず
︑
ま
た
﹁
歸

印
﹂
と
﹁
上
︹
印
︺﹂
と
で
言
い
囘
し
も
や
や
衣
な
り
︑
暫
く
一
般
�
な

Z
味
に
解
釋
し
た
︒

臣
旦
願
歸﹅

符﹅

璽﹅

︑
入
宿
衞
︑
察
姦
臣
之
變
︒
(﹃
漢
書
﹄
武
五
子
傳

燕
剌
王
旦
)

何
不
¯
歸﹅

將
軍
印﹅

︑
以
兵
屬
太
尉
︒
(﹃
漢
書
﹄
高
后
紀
)

④
郡
邸
：
咸
陽
に
あ
る
郡
の
宿
舍
︒
懸
泉
置
漢
鯵
で
は
傳
舍
と
竝
列
關
係
に
置

か
れ
る
︒

代
王
謝
曰
︑
至
邸
而
議
之
︒﹇
師
古
曰
︑
郡﹅

國﹅

Ô﹅

宿﹅

之﹅

舍﹅

︑
在
京
師
者
c
名

邸
︒
邸
︑
至
也
︑
言
�
歸
至
也
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
�
M
紀
)

初
︑
買
臣
免
︑
待
詔
︑
常
從
會
稽
守
邸
者
寄
居
飯
食
︒
拜
爲
太
守
︑
買
臣
衣

故
衣
︑
懷
其
印
綬
︑
步
歸
郡﹅

邸﹅

︒
直
上
計
時
︑
會
稽
|
方
相
與
羣
飮
︑
不
視

買
臣
︒
(﹃
漢
書
﹄
朱
買
臣
傳
)

鴻
嘉
三
年
正
_
壬
辰
︑
h
守
屬
田
忠
I
自
來
鄯
善
王
副
2
姑
彘
・
山
王
副
2

鳥
不
腞
︑
奉
獻
詣
行
在
�
︑
爲
駕
一
乘
傳
︒
敦
煌
長
�
閏
國
行
太
守
事
︑
丞

晏
謂
敦
煌
︑
爲
駕
︑
當
舍
傳﹅

舍﹅

・
郡﹅

邸﹅

︑
如
律
令
︒
六
_
辛
酉
西
︒
(懸
泉
置

漢
鯵

Ⅱ

T
0
2
1
4
②
：
7
8

粹
143
)

⑤
爲
駕
：
公
用
の
車
馬
を
用
Z
し
て
や
る
こ
と
︒

¸
曰
︑
竊
見
國
家
徵
醫
巫
︑
常
爲﹅

駕﹅

︐
徵
賢
者
宜
駕
︒
上
曰
︑
大
夫
乘
私
車

來
F
︒
¸
曰
︑
唯
唯
︒
<
詔
爲
駕
︒
龔
舍
・
侯
嘉
至
︑
皆
爲
諫
大
夫
︒
(﹃
漢

書
﹄
王
貢
兩
龔
鮑
傳
)

円
p
四
年
五
_
壬
子
︑
御
�
中
丞
臣
憲
承
制
︑
詔
侍
御
�
曰
︑
敦
煌
玉
門
都

尉
忠
之
官
︑
爲
駕
一
乘
傳
︑
載
從
者
︒
御
�
大
夫
5
下
長
安
︑
承
書
︑
以
*

爲﹅

駕﹅

︑
當
舍
傳
舍
︑
如
律
令
︑
六
_
丙
戌
西
︒
(懸
泉
置
漢
鯵

Ⅰ

T
0
1
1
2
②
:
1
8

粹
33
)

【解
說
︼

整
理
小
組
は
126
鯵
と
127
鯵
の
閒
に
缺
鯵
を
想
定
し
て
お
ら
ず
︑
本
鯵
を
�
條

�
の
一
部
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
確
か
に
﹁
印
﹂
の
﹁
御
�
﹂
へ
の
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�
却
と
い
う
點
で
は
�
條
�
と
の
關
連
が
疑
わ
れ
る
︒
だ
が
失
わ
れ
た
�
字
が

多
く
︑
兩
鯵
が
接
續
す
る
と
い
う
確
證
は
な
い
︒
ひ
と
ま
ず
本
鯵
を
獨
立
さ
せ

て
解
釋
し
た
が
︑
�
後
を
缺
く
た
め
に
︑
條
�
の
�
]
が
つ
か
み
づ
ら
い
︒

²
體
と
し
て
︑
公
用
旅
行
者
に
よ
る
馬
車
や
宿
舍
の
利
用
に
つ
い
て
の
條
�

で
あ
る
こ
と
は
閒
¤
い
な
い
︒
ま
ず
﹁
到
官
﹂
は
官
|
の
着
任
︑﹁
歸
印
﹂
は

離
任
で
︑
兩
者
が
對
に
な
る
も
の
と
見
て
︑﹁
到
官
﹂
の
�
で
句
點
を
入
れ
た
︒

そ
れ
に
先
行
す
る
﹁
⁝
當
以
縣
*
駕
﹂
は
︑
着
任
／
離
任
と
は
衣
な
る
︑
別
の

何
ら
か
の
理
由
で
移
動
す
る
場
合
︑﹁
縣
*
を
以
て
駕
す
べ
き
﹂
で
あ
る
と
指

示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
續
い
て
着
任
／
離
任
で
咸
陽
に
來
る
場
合
の
︑
駕
・

舍
の
2
用
に
つ
い
て
の
規
定
が
く
る
︒
そ
し
て
﹁
咸
陽
當
⁝
﹂
以
下
は
一
轉
し

て
︑
旅
行
者
を
�
け
入
れ
る
側
の
な
す
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
解

釋
し
た
︒

こ
の
暫
定
�
な
解
釋
に
對
し
て
は
衣
論
も
出
た
︒﹁
歸
印
﹂
の
解
釋
に
つ
い

て
の
或
說
は
�
③
に
営
べ
た
︒
ま
た
﹁
⁝
駕
︒
到
官
⁝
﹂
と
い
う
句
讀
に
も
︑

こ
の
句
讀
で
は
﹁
到
官
﹂
の
�
語
が
な
く
な
る
點
な
ど
に
對
し
て
疑
問
が
e
さ

れ
た
︒
だ
が
句
讀
點
を
入
れ
な
け
れ
ば
﹁
以
︹
縣
︺
*
駕
﹂
が
重
複
し
︑
そ
れ

も
ま
た
不
自
然
で
あ
る
の
で
︑
暫
く
右
の
よ
う
に
解
釋
し
た
︒

《
一
二
八
～
一
三
〇
︾

●
令
曰
︑
御
�
節
①

(
戸
)
發
縣
官
|
②

@
丞
相
・
御
�
③

・
執
灋
發
卒
�
④

以

下
到
縣
官
佐
�
⑤

︑
皆
毋
敢
名
發
⑥

︒
其
發
治
獄
者
⑦

︑
官
必
h

128

(
1
6
8
9
)

嘗
治
獄
二
歲
以
上
⑧

︒
不
從
令
︑
皆
貲
二
甲
︑
其
丞
・
長
�
・
正
・
監
・
守

丞
⑨

<

(
印
)
奪
各
一
攻

(功
)⑩
︑
�
與
爲
者
⑪

爲
怨
地
|
二
歲
︒
御
�129

(
1
9
1
4
)

名
發
縣
官
|
□
書
律
者
︑
不
用
此
令
⑫

︒
●
卒
令
丙
九

130

(
1
8
8
7
)

【譯
︼令

︒
御
�
が
も
し
縣
の
官
|
を
Ð
發
す
る
︑
お
よ
び
丞
相
・
御
�
大
夫
・
執

法
が
卒
�
以
下
縣
官
の
佐
�
に
到
る
ま
で
の
者
を
Ð
發
す
る
時
に
は
︑
い
ず
れ

も
名
發
し
て
は
な
ら
な
い
︒
治
獄
を
擔
當
す
る
者
を
Ð
發
す
る
時
に
は
︑
官
は

必
ず
こ
れ
ま
で
に
治
獄
に
關
わ
る
こ
と
二
年
以
上
の
者
を
i
h
す
る
︒
令
に
從

わ
な
け
れ
ば
︑
い
ず
れ
も
貲
二
甲
と
し
︑
そ
の
丞
・
長
�
・
正
・
監
・
守
丞
は

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
一
功
を
奪
い
︑
�
の
共
に
行
っ
た
者
は
二
年
閒
怨
地
|
と
す

る
︒
御
�
が
縣
の
官
|
を
名
發
し
て
律
を
⁝
書
す
る
場
合
は
︑
こ
の
令
を
Æ
用

し
な
い
︒

●
卒
令
丙
九

【
�
︼

①
節
：﹁
戸
﹂
に
$
假
し
て
﹁
も
し
も
﹂
の
Z
で
あ
ろ
う
︒

②
發
縣
官
|
：
縣
の
官
|
を
Ð
發
す
る
︒﹁
縣
官
|
﹂
は
﹁
縣
官
事
﹂
に
$
じ

る
場
合
も
あ
る

(︹
肆
︺
111
～
113
鯵
�
②
)
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
縣
の
官
|
﹂

の
こ
と
︒

●
令
曰
︑
郡
@
中
縣﹅

官﹅

|﹅

千
石
下
䌛

(徭
)
倳

(
2
)
・
<
事
它
縣
官
而
行
︑

聞
其
父
母
死
︑
µ
咸
陽
者
︑
自
言
□
□
□
〼

(
嶽
麓
︹
伍
︺
296
)

③
御
�
：
こ
の
﹁
御
�
﹂
は
御
�
大
夫
の
こ
と
を
指
す
︒

④
卒
�
：
郡
レ
ベ
ル
以
上
で
勤
務
す
る
屬
|
︒︹
肆
︺
215
～
219
鯵
�
⑩
︑︹
肆
︺

357
～
359
鯵
�
⑧
參
照
︒

何
乃
給
泗
水
卒﹅

�﹅

事
︑
第
一
︒
(﹃
�
記
﹄
蕭
相
國
世
家
)

縣
恆
以
十
_
粼
︑
牒
書
署
當
賣
@
就
食
狀
︑
須
卒﹅

�﹅

・
屬
糞
兵
取
省
︑
以
令

令
案
視
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
357
)
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⑤
佐
�
：
下
S
の
書
記
官
で
あ
る
﹁
佐
﹂
や
﹁
�
﹂︑
お
よ
び
そ
の
地
位
に
あ

る
者
を
指
す
總
稱
︒﹁
佐
﹂
に
つ
い
て
は
︹
肆
︺
210
～
211
鯵
�
④
も
參
照
︒

こ
こ
で
は
縣
の
佐
・
�
だ
が
︑
秦
律
十
八
種
に
は
都
官
の
佐
・
�
が
見
え

る
︒

縣
k
官
自
*
官
�﹅

・
佐﹅

勞
︑
補
斗
食
・
令
�
︑
勿
上
︒
(功
令
25
)

賜
|
酒
食
︑
𧗿

(
c
)
秩
百
石
而
肉
十
二
斤
︑
酒
一
斗
︒
斗
食
・
令
�
肉
十

斤
︑
佐﹅

�﹅

八
斤
︑
酒
七
升
︒
(二
年
律
令
297
)

大
夫
比
三
百
石
︑
不
:
比
<
秩
︑
簪
褭
比
斗
食
︑
上
©
・
公
士
比
佐﹅

�﹅

︒

(二
年
律
令
292
)

其
|
自
佐﹅

�﹅

以
上
去
䌛

(徭
)
2
︑
私
謁
之
它
郡
縣
官
︑
事
已
行
︑
皆
以
彼

陳

(陣
)
去
敵
律
論
之
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
30
～
31
)

都
官
<
秩
|
@
離
官
嗇
夫
︑
養
各
一
人
︑
其
佐﹅

・
�﹅

與
共
養
︑
十
人
︑
車
牛

一
兩

(輛
)
︑
見
牛
者
一
人
︒
(秦
律
十
八
種
72
)

⑥
名
發
：
被
Ð
發
者
を
名
指
し
し
て
Ð
發
す
る
こ
と
︒
陶
磊
﹁
讀
︽
嶽
麓
書
院

藏
秦
鯵
︾
(五
)
劄
記
﹂
(
鯵
帛
網
二
〇
一
八
年
七
_
一
日
)
も
﹁
是
被
征
發

者
具
名
︑
�
謂
點
名
征
發
﹂
と
す
る
︒
典
籍
�
料
に
は
指
名
手
�
を
す
る

Z
味
で
﹁
名
捕
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
る
︒

時
名﹅

捕﹅

隴
西
辛
興
﹇
師
古
曰
︑
詔
顯﹅

其﹅

名﹅

而
捕
之
﹈︑
興
與
宣
女
壻
許
紺
俱

µ
宣
︑
一
飯
去
︑
宣
不
知
�
︑
坐
繫
獄
︑
自
殺
︒
(﹃
漢
書
﹄
鮑
宣
傳
)

⑦
治
獄
者
：
治
獄
を
擔
當
す
る
官
|
︒

治﹅

獄﹅

者﹅

親
@
�
智

(知
)
弗
與
同
居
︑
以
獄
事
故
�
人
酒
肉
食
︑
弗
爲
e
而

謾
謂
已
爲
e
︑
以
盜
律
︻
論
︼︑
不
吿
治
者
︑
�
者
獨
坐
︑
與
盜
同
灋
︒
(嶽

麓
︹
伍
︺
243
～
244
)

⑧
嘗
治
獄
二
歲
以
上
：
官
|
と
し
て
治
獄
經
驗
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
は
功
勞
に

記
載
し
て
報
吿
さ
れ
て
い
た
︒

爲
某
|
若
干
歲
_
︑
其
若
干
治
獄
︒
(
功
令
7
-
1
)

⑨
丞
・
長
�
・
正
・
監
・
守
丞
：
丞
相
・
御
�
大
夫
・
執
法
の
*
官
S
の
官
|
︒

丞
は
御
�
中
丞
や
執
法
丞
︑
長
�
は
丞
相
長
�
︑
正
・
監
は
二
年
律
令
秩

律
に
見
え
る
丞
相
長
�
の
屬
官
か
︒
二
年
律
令
譯
�
444
鯵
�
③
參
照
︒
執

法
に
丞
が
い
た
こ
と
は
︹
陸
︺
229
鯵
か
ら
わ
か
る
︒

●
丞﹅

相﹅

長﹅

�﹅

正﹅

・
監﹅

︑
衞
將
軍
長
�
︑
秩
各
八
百
石
︒
(
二
年
律
令
444
)

書
到
執
灋
而
留
弗
發
︑
留
盈
一
日
︑
執
灋
・
執﹅

灋﹅

丞﹅

・
|
�
者
︑
貲
各
一
甲
︒

(嶽
麓
︹
陸
︺
229
)

⑩
奪
一
功
：
昇
x
の
目
安
と
な
る
﹁
功
﹂
を
一
S
奪
う
處
分
︒
奪
T
や
奪
勞
に

は
い
く
つ
か
用
例
が
見
ら
れ
る
が
︑
奪
功
は
こ
の
條
�
と
嶽
麓
︹
柒
︺
215

鯵
に
し
か
見
ら
れ
な
い
︒
な
お
︑﹁
功
﹂
に
つ
い
て
は
張
家
山
の
功
令
に

規
定
が
見
え
る
︒

郡
︑
貲
守
丞
・
卒
�
�
者
各
二
甲
︑
奪﹅

各﹅

一﹅

攻﹅

(功
)
︑
泰
守
貲
二
甲
︒
●

廿
九

(嶽
麓
︹
柒
︺
215
)

|
自
佐
�
以
上
︑
各
以
定
視
事
日
自
占
勞
︑
勞
盈
歲
爲
中
勞
︑
中﹅

勞﹅

四﹅

歲﹅

爲﹅

一﹅

功﹅

︒
從﹅

軍﹅

勞﹅

二﹅

歲﹅

亦﹅

爲﹅

一﹅

功﹅

︒
壬

身﹅

斬﹅

首﹅

二﹅

S﹅

若
捕﹅

虜﹅

二﹅

人﹅

各﹅

爲﹅

一﹅

功﹅

︒

軍﹅

論﹅

之﹅

T﹅

二﹅

S﹅

爲﹅

`﹅

功﹅

︒
(
功
令
12
～
13
)

⑪
與
爲
者
：
と
も
に
行
っ
た
者
︒
鯵
牘
�
料
で
は
土
木
工
事
に
關
わ
っ
た
者
へ

の
罰
則
規
定
に
﹁
爲
者
﹂
が
見
え
る
︒
他
に
﹁
擔
當
者
﹂
を
表
す
語
と
し

て
は
﹁
�
者
﹂
な
ど
が
あ
る
︒

�
與﹅

爲﹅

之
者﹅

︑
之
人
則
擧
義
士
也
︒
(﹃
荀
子
﹄
王
Í
ç
)
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販

(版
)
︑
壞
殿
垣
人
可
k
入
︑
匠
爲﹅

者﹅

●
完
爲
城
旦

(嶽
麓
︹
陸
︺
134
)

爲
之
不
謹
︑
而
決
潰
・
液
邑
若
殺
人
︑
匠
爲﹅

者﹅

@
民
葆

(保
)
者
︑
罰
金
各

四
兩
︑
嗇
夫
・
|
�
者
各
二
兩
︒
(胡
家
草
場
漢
鯵
89
)

書
<
J
者
︑
亟
吿
其
縣
官
︒
不
從
令
者
︑
丞
・
令
・
令
�
�﹅

者﹅

貲
各
一
甲
︒

(嶽
麓
︹
肆
︺
223
～
224
)

⑫
名
發
縣
官
|
□
書
律
者
︑
不
用
此
令
：﹁
□
書
律
﹂
の
部
分
は
�
字
が
!
讀

で
き
な
い
︒
秦
律
に
は
︑
御
�
の
と
こ
ろ
で
每
年
律
の
校
正
を
行
う
規
定

が
あ
り
︑
あ
る
い
は
そ
う
し
た
重
ª
な
職
務
を
行
う
際
に
は
被
Ð
發
者
を

指
名
し
て
も
よ
い
︑
と
い
う
例
外
規
定
か
︒

歲
讎
辟
律
于
御
�
︒

尉
雜

(秦
律
十
八
種
199
)

【解
說
︼

御
�
が
縣
の
官
|
を
︑
あ
る
い
は
丞
相
・
御
�
大
夫
ら
が
郡
縣
な
ど
の
屬
|

を
︑
名
指
し
て
Ð
用
す
る
の
を
禁
じ
た
規
定
︒﹃
�
記
﹄
蕭
相
國
世
家
に
は
︑

秦
の
御
�
監
郡
が
縣
の
官
|
で
あ
っ
た
蕭
何
と
職
務
に
當
た
っ
て
い
る
例
が
見

え
︑
御
�
や
さ
ら
に
上
S
の
官
が
地
方
を
É
視
す
る
際
の
︑
補
佐
役
の
Ð
用
に

つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

蕭
相
國
何
者
︑
沛
豐
人
也
︒
以
�
無
�
爲
沛
�
|
掾
⁝
秦
御
�
監
郡
者
與

從
事
︑
常
辨
之
︒
何
乃
給
泗
水
卒
�
事
︑
第
一
︒
(﹃
�
記
﹄
蕭
相
國
世
家
)

名
指
し
で
の
Ð
用
は
禁
じ
ら
れ
た
も
の
の
︑
官
|
を
i
h
す
る
側
に
も
︑
十
分

な
能
力
の
あ
る
者
を
/
ぶ
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
︒
ま
た
處
罰
に
際
し
て
は
︑
丞

相
レ
ベ
ル
の
者
の
¤
反
で
あ
れ
ば
︑
本
人
よ
り
も
そ
の
*
官
S
の
者
の
方
が
𠛬

が
重
い
︒
彼
ら
が
直
接
の
責
任
者
と
見
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
末
尾
に
は
︑
こ

の
規
定
が
Æ
用
さ
れ
な
い
例
外
に
つ
い
て
の
言
@
が
あ
る
が
︑
そ
の
正
確
な
內

容
は
︑
釋
讀
不
能
の
�
字
の
た
め
に
!
然
と
し
な
い
︒

《
一
三
一
～
一
三
二
︾

●
令
曰
︑
諸
軍
人
①

・
漕
卒
②

@
黔
首
・
司
寇
・
隸
臣
妾
<
縣
官
事
③

不
幸
死
④

＝

︑

�
令
縣
將
|
⑤

云
︿
刻
﹀
其
郡
名
⑥

槥
⑦

@
署
I
書
⑧

︑

131

(
1
8
6
4
)

可
以
毋
(
失
k
⑨

囘
留
⑩

︒

●
卒
令
丙
卅
四

132

(
1
7
9
0
)

【譯
︼令

︒
お
よ
そ
軍
人
・
漕
卒
お
よ
び
黔
首
・
司
寇
・
隸
臣
妾
が
公
務
に
よ
り
不

幸
に
し
て
死
ん
だ
場
合
は
︑
死
ん
だ
場
�
で
は
縣
の
將
|
に
死
者
の
郡
名
を
棺

に
刻
ま
せ
︑
お
よ
び
I
付
�
書
に
記
入
さ
せ
︑
そ
れ
に
よ
り
(
っ
て
k
に
o
い
︑

う
ろ
う
ろ
し
て
滯
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
︒
●
卒
令
丙
三
十
四

【
�
︼

①
軍
人
：
軍
の
¨
成
員
︒︹
肆
︺
379
～
380
鯵
�
①
を
參
照
︒

②
漕
卒
：
漕
w
に
關
わ
る
卒
︒

故
事
︑
歲
漕
關
東
穀
四
百
萬
斛
以
給
京
師
︑
用
卒
六
萬
人
︒
宜
糴
三
輔
・
弘

農
・
河
東
・
上
黨
・
太
原
郡
穀
足
供
京
師
︑
可
以
省
關
東
漕﹅

卒﹅

µ
`
︒
(﹃
漢

書
﹄
食
貨
志
上
)

●
令
曰
︑
|
從
軍
治
粟
將
漕﹅

長
輓
者
︑
自
敦
長
以
上
到
二
千
石
|
居
軍
治
粟

漕
長
輓
�
︑
得
賣

(買
)
�
㱃

(飮
)
食
衣
P
物
@
�
以
㱃

(
飮
)
食
居
處

@
給
事
器
兵
︒
(嶽
麓
︹
伍
︺
146
～
147
)

③
縣
官
事
：
公
務
︒
二
年
律
令
譯
�
46
～
47
鯵
�
①
お
よ
び
︹
肆
︺
109
～
110
鯵

�
⑩
參
照
︒

④
不
幸
死
：
死
J
す
る
こ
と
︒
二
年
律
令
譯
�
310
～
313
鯵
�
⑤
參
照
︒
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漢
王
下
令
︑
軍
士
不﹅

幸﹅

死﹅

者
︑
|
爲
衣
衾
棺
斂
︑
轉
I
其
家
︒
(﹃
漢
書
﹄
高

M
紀
上
)

父
母
@
妻
不﹅

幸﹅

死﹅

者
己
葬
卅
日
︑
子
・
同
產
產
︑
大
父
母
︑
大
父
母
之
同
產

十
五
日
之
官
︒
(二
年
律
令
377
)

⑤
將
|
：
引
c
に
あ
た
る
官
|
︒︹
肆
︺
177
～
180
�
⑯
を
參
照
︒

⑥
刻
其
郡
名
：
�
書
I
付
の
際
に
I
付
先
の
郡
名
を
記
入
す
る
規
定
が
嶽
麓

︹
伍
︺
111
鯵
お
よ
び
︹
陸
︺
223
鯵
に
み
え
る
︒
嶽
麓
︹
伍
︺
111
鯵
︻
解
說
︼

を
參
照
︒

●
封
書
︑
毋
勒
其
事
於
署
︒
書
以
郵
行
@
以
縣
*
傳
I
行
者
︑
皆
勒﹅

書﹅

郡﹅

名﹅

于
署
︑
不
從
令
︑
貲
一
甲
︒
●
卒
令
丙
四
重

(嶽
麓
︹
陸
︺
223
)

⑦
槥
：
小
型
の
棺
︒︹
肆
︺
364
～
365
鯵
�
⑤
參
照
︒︹
肆
︺
364
～
365
鯵
で
は
公
務

で
死
J
し
た
際
︑
死
ん
だ
場
�
の
縣
で
槥
を
作
成
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い

る
︒

●
內
�
|
<
秩
以
下
□
□
□
□
□
□
爲
縣
官
事
□
而
死
︑︻
死
︼
�
縣
官
以

縣
官
木
爲
槥
︒
槥
高
三
尺
︑
廣
一
︻
尺
︼
八
寸
︑
袤
六
尺
︑
厚
毋
µ
二
寸
︒

毋
木
者
︑
爲
賣

(買
)
︑
出
之
︒
善
密
緻
其
槥
︑
以
枲
堅
�
兩
敦

(
橔
)
︑
勿

令
解
絕
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
364
～
365
)

⑧
I
書
：
I
付
�
書
︒
整
理
小
組
は
﹁
與
槥
同
時
轉
I
�
�
書
﹂
と
す
る
︒
里

耶
秦
鯵
に
は
獻
鳥
を
I
付
す
る
際
の
﹁
鳥
I
書
﹂
も
見
え
る
︒

於
是
趙
王
乃
齋
戒
五
日
︑
2
臣
奉
璧
︑
拜
I﹅

書﹅

於
庭
︒
(﹃
�
記
﹄
廉
頗
藺
相
如

列
傳
)

廿
八
年
七
_
戊
戌
朔
乙
巳
︑
�
陵
鄕
趙
敢
言
之
︒
令
令
�
陵
捕
獻
鳥
︑
得
�

渠
雌
一
︒
以
鳥
@
書
屬
尉
�
�
︑
令
輸
�
不
肎

(
肯
)
�
︑
戸
發
鳥
I﹅

書﹅

︑

�
去
其
名
︑
以
予
小
�
Æ
︒
⁝
(後
略
)⁝

(
里
耶
秦
鯵
⑧
1
5
6
2
正
)

⑨
(
失
k
：
(
っ
て
k
に
o
う
こ
と
︒

將
軍
趙
食
其
︑
祋
志
人
也
︒
武
M
立
二
十
二
歲
︑
以
�
T
爲
右
將
軍
︑
從
大

將
軍
出
定
襄
︑
o
失﹅

k﹅

︑
當
斬
︑
贖
爲
庶
人
︒
(﹃
�
記
﹄
衞
將
軍
驃
騎
列
傳
)

卅
年
□
_
丙
申
︑

陵
丞
昌
︑
獄
�
堪
訊
︒
昌
辤

(辭
)
曰
︑
上
©
居
p
□
︑

侍
廷
︑
爲

陵
丞
︒
□
當
詣
貳
春
鄕
︑
鄕
渠
︑
�
獲
(
詣
它
鄕
︑
□
失﹅

k﹅

百

六
十
七
里
︒
戸
與
�
義
論
貲
渠
︑
獲
各
三
甲
︑
不
智

(知
)
云
云
貲
三
甲
不

應
律
令
︒
故
皆
毋
它
坐
︒
它
如
官
書
︒
(
里
耶
秦
鯵
⑧
7
5
4+

⑧
1
0
0
7
正
)

⑩
囘
留
：
囘
は
囘
り
k
︑
迂
囘
︒︹
肆
︺
167
～
168
鯵
�
⑬
參
照
︒
留
は
留
め
置

き
し
て
滯
ら
せ
る
こ
と
︒

行
命
書
@
書
署
�
者
︑
輒
行
之
︑
不
�
者
︑
日
觱

(
畢
)
︑
勿
敢
留﹅

︒
留
者

以
律
論
之
︒

行
書

(秦
律
十
八
種
183
)

●
令
曰
︑
郵
人
行
書
︑
留﹅

`
日
︑
貲
一
盾
︒
一
日
︑
貲
一
甲
︒
二
日
︑
貲
二

甲
︒
三
日
︑
贖
耐
︒
µ
三
日
以
上
︑
耐
︒

●
卒
令
丙
五
十

(嶽
麓
︹
伍
︺

133
)

Æ
魯
︑
觀
仲
尼
[
堂
車
P
禮
器
︑
諸
生
以
時
M
禮
其
家
︑
余
祗
迴﹅

留﹅

之
不
能

去
云
︒﹇
索
隱
︑
祗
︑
敬
也
︒
言
祗
敬
遲
囘
不
能
去
之
︒
<
本
亦
作
低
囘
︑

義
亦
$
︒﹈
(﹃
�
記
﹄
孔
子
世
家
)

【解
說
︼

公
務
で
死
ん
だ
兵
卒
・
黔
首
・
𠛬
徒
ら
の
棺
の
︑
鄕
里
へ
の
移
I
に
つ
い
て

の
規
定
︒
I
付
先
の
郡
名
が
棺
桶
に
刻
ま
れ
︑
I
付
�
書
に
も
書
き
�
ま
れ
︑

(
I
に
よ
る
遲
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
︒
槥
の
移
I
が
時
に
滯
り
︑

東 方 學 報

274



そ
の
遲
れ
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
は
︑
里
耶
秦
鯵
か
ら
窺
え

る
︒

〼
死
槥﹅

未﹅

到﹅

家﹅

(里
耶
秦
鯵
⑧
1
3
9
4
)


陵
︒
以
郵
行
︒
洞
庭
︒
(正
)

校﹅

槥﹅

留﹅

不﹅

到﹅

者
治
�
︒
(背
)
(里
耶
秦
鯵
⑨
5
8
9
)

ま
た
︑
里
耶
秦
鯵
に
は
﹁
傳
槥
書
﹂
が
見
え
︑
こ
れ
が
本
條
の
﹁
I
書
﹂
に
當

た
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

卅
一
年
七
_
辛
亥
朔
甲
子
︑
司
空
守
諯
敢
言
之
︒
今
以
初
爲
縣
卒

校
死
@
傳﹅

槥﹅

書﹅

案
致
︑
毋
𤻮
此
人
名
者
︒
上
眞
書
︑
書
癸
亥

到
︑
甲
子
×
︑
留
一
日
︒
案
致
問
治
而
留
︒
敢
言
之
︒
(正
)

違
手

(背
)
(里
耶
秦
鯵
⑧
6
4
8
)

な
お
︑
嶽
麓
︹
陸
︺
に
本
條
と
ほ
ぼ
同
じ
法
�
が
あ
る
︒

●
諸
軍
人
・
漕
卒
@
黔
首
・
司
寇
・
隸
臣
妾
<
縣
官
事
︑
不
幸
死
︑
死

︻
�
令
縣
將
︼
|
刻
其
郡
名
槥
@
署
I
書
︑
可
以
毋
(
失
k
囘
留
︒

●
卒
令
丙
卅
四

重

(嶽
麓
︹
陸
︺
224
～
225
)

《
一
三
三
︾

●
令
曰
︑
郵
人
①

行
書
︑
留
`
日
︑
貲
一
盾
︒
一
日
︑
貲
一
甲
︒
二
日
︑
貲
二

甲
︒
三
日
︑
贖
耐
︒
µ
三
日
以
上
︑
耐
②

︒
●
卒
令
丙
五
十

133

(
1
8
0
5
)

【譯
︼令

︒
郵
人
が
書
を
移
I
す
る
際
に
︑
遲
留
す
る
こ
と
が
`
日
ま
で
な
ら
ば
貲

一
盾
︒
一
日
な
ら
ば
貲
一
甲
︒
二
日
な
ら
ば
貲
二
甲
︒
三
日
な
ら
ば
贖
耐
︒
三

日
を
越
え
て
そ
れ
以
上
な
ら
ば
耐
︒

●
卒
令
丙
五
十
︒

【
�
︼

①
郵
人
：
郵
書
遞
I
に
あ
た
る
人
夫
︒

留
侯
病
︑
自
彊
×
︑
至
曲
郵
﹇
索
隱
︑
⁝
漢
書
舊
儀
云
︑
五
里
一
郵
︑
郵﹅

人﹅

居
閒
︑
相
去
二
里
`
︒﹈︑
⁝
︒
(﹃
�
記
﹄
留
侯
世
家
)

復
蜀
・
巴
・
漢
中
・
下
辨
・
故
k
@
雞
粥
中
五
郵
︑
郵﹅

人﹅

勿
令
䌛

(徭
)
戍
︑

毋
事
其
戶
︑
毋
租
其
田
一
頃
︑
勿
令
出
租
・
芻
稾
︒
(
二
年
律
令
268
)

一
郵
十
二
室
︒
長
安
廣
郵
廿
四
室
︑
敬

(警
)
事
郵
十
八
室
︒
<
物
故
・
去
︑

輒
代
者
<
其
田
宅
︒
<
息
戶
勿
減
︒
(
二
年
律
令
265
)

亭
六
百
八
十
八
︑
卒
二
千
九
百
七
十
二
人
︒
郵
卅
四
︑
人﹅

四
百
八
︒
如
�
︒

(尹
灣
漢
鯵

Y
M
6
D
1
A
)

②
留
⁝
一
日
︑
貲
一
甲
︑
⁝
µ
三
日
以
上
︑
耐
：
郵
書
と
は
無
關
係
だ
が
︑
こ

れ
と
同
じ
留
日
と
科
罰
と
の
組
み
合
わ
せ
が
他
に
も
見
え
る
︒

●
廿
七
年
十
二
_
己
丑
以
來
︑
縣
官
田
田
徒
<
論
𣪠

(繫
)
@
諸
它
缺
不
備

穫
時
︑
其
縣
官
求
助
徒
穫
者
︑
各
言
屬
�
執
灋
︑
執
灋
□
爲
�
發
︒
書
到
執

灋
而
留
弗
發
︑
留
盈
一
日
︑
執
灋
・
執
灋
丞
・
|
�
者
︑
貲
各
一
甲
︒
µ
一

日
到
二
日
︑
貲
各
二
甲
︒
µ
二
日
︻
到
三
︼
日
︑
贖
耐
︒
µ
三
日
︑
耐
︒
⁝

(略
)⁝

(嶽
麓
︹
陸
︺
228
～
230
)

【解
說
︼

郵
人
に
よ
る
郵
書
の
遞
I
が
遲
れ
た
場
合
の
科
罰
規
定
︒
同
樣
の
規
定
が
二

年
律
令
に
も
見
え
る
︒

郵
人
行
書
︑
一
日
一
夜
行
二
百
里
︒
不
中
ï
`
日
︑
笞
五
十
︒
µ
`
日
至

盈
一
日
︑
笞
百
︒
µ
一
日
︑
罰
金
二
兩
︒
郵
|
居
界
µ
書
弗
µ
而
留
之
︑

`
日
以
上
︑
罰
金
一
兩
︒
(
二
年
律
令
273
～
274
)

右
の
二
年
律
令
で
は
︑
ま
ず
�
ª
時
閒
の
基
準
が
示
さ
れ
︑
そ
の
基
準
に
對

嶽麓書院�藏鯵《秦律令 (貳)》譯�稿 その (二)

275



す
る
遲
れ

(﹁
不
中
ï
﹂
)
が
﹁
`
日
﹂﹁
µ
`
日
﹂
⁝
と
し
て
示
さ
れ
る
︒
こ
れ

と
同
樣
に
︑
本
條
�
の
﹁
留
`
日
﹂
は
﹁
不
中
ï
`
日
︹
以
內
︺﹂
の
︑﹁
一

日
﹂
は
﹁︹
µ
`
日
至
盈
︺
一
日
﹂
の
こ
と
と
見
て
譯
出
し
た
︒

本
條
�
も
︑
嶽
麓
︹
陸
︺
に
ほ
ぼ
同
じ
法
�
が
あ
る
︒

●
郵
人
□
︻
書
︼
留
`
日
︑
貲
一
盾
︒
一
日
︑
貲
一
甲
︒
二
日
︑
貲
二
甲
︒

三
日
︑
贖
耐
︒
µ
三
日
以
上
︑
耐
︒
●
卒
令
丙
五
十

(嶽
麓
︹
陸
︺
226
)

睡
虎
地
秦
鯵
や
嶽
麓
鯵
に
は
︑
行
書
律
を
は
じ
め
と
し
て
郵
書
遞
I
に
關
す

る
規
定
が
他
に
も
見
え
る
︒
郵
人
を
科
罰
對
象
と
す
る
本
條
�
は
︑
官
|
を
對

象
と
す
る
關
連
規
定
よ
り
も
科
罰
が
重
い
と
い
え
る
︒

行
命
書
@
書
署
�
者
︑
輒
行
之
︑
不
�
者
︑
日
遣

(畢
)
︑
勿
敢
留
︒
留

者
以
律
論
之
︒

行
書

(秦
律
十
八
種
183
)

●
行
書
律
曰
︑
傳
行
書
︑
署
�
輒
行
︑
不
輒
行
︑
貲
二
甲
︒
不
�
者
︑
日

遣

(畢
)
︒
留
三
日
︑
貲
一
盾
︒
四
日
︻
以
︼
上
︑
貲
一
甲
︒
二
千
石
官

書
不
�
者
︑
毋
以
郵
行
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
192
～
193
)

發
Ð
@
<
傳
I
︑
若
諸
<
¬
會
而
失
¬
・
乏
事
︑
罰
金
二
兩
︒
非
乏
事
也
︑

@
書
已
具
︑
留
弗
行
︑
行
書
而
留
µ
旬
︑
皆
罰
金
一
兩
︒
●
制
書
當
下
而

弗
下
・
而
留
不
行
盈
一
日
︑
@
行
制
書
而
留
之
盈
一
日
︑
皆
罰
金
四
兩
︒

(
漢
律
十
六
違
291
～
292
)

《
一
三
四
～
一
三
五
︾

【●
︼
令
曰
︑
|
歲
歸
休
①

卌
日
②

︑
險
k
③

日
行
八
十
里
④

︑
昜
︿
易
﹀
k
百
里
︒

諸
|
毋
乘
車
⑤

者
︑
日
行
八
十
里
︑
之
官
⑥

行
五
十
里┐

︒
|┐

吿
⑦

當
行
@
擇

(釋
)

134

(
1
9
0
3
)

歸
居
家
⑧

︑
皆
不
用
此
令
︒
●
卒
令
丙
五
十
一

135

(
1
9
0
5
)

【譯
︼●

令
︒
官
|
が
年
ご
と
に
歸
休
す
る
の
は
四
十
日
で
︑
險
し
い
k
で
あ
れ
ば

一
日
八
十
里
x
み
︑
p
坦
な
k
で
あ
れ
ば
百
里
x
む
︒
お
よ
そ
|
の
乘
車
が
な

い
者
は
一
日
八
十
里
x
み
︑
官
署
に
戾
る
と
き
に
は
一
日
五
十
里
x
む
︒
官
|

が
休
暇
で
移
動
す
る
際
に
は
︑
お
よ
び
用
務
を
離
れ
て
歸
り
︑
家
に
居
る
と
き

に
は
︑
い
ず
れ
も
こ
の
令
を
Æ
用
し
な
い
︒

●
卒
令
丙
五
十
一

【
�
︼

①
歸
休
：
官
|
が
休
暇
で
歸
宅
す
る
こ
と
︒︹
肆
︺
111
～
113
鯵
�
①
參
照
︒

沐
日
歸﹅

休﹅

︑
兄
弟
妻
子
燕
語
︑
g
不
@
Ô
省
政
事
︒
(﹃
漢
書
﹄
孔
光
傳
)

戊
戌
︒
&
歸﹅

休﹅

︒
(嶽
麓
︹
壹
︺
三
十
四
年
質
日
2
)

●
田
律
曰
︑
|
歸﹅

休﹅

・
<
縣
官
|
︿
事
﹀︑
乘
乘
馬
@
縣
官
乘
馬
µ
縣
︑
欲

貣
芻
稾
・
禾
・
粟
・
米
@
買
叔

(菽
)
︑
縣
以
朔
日
p
賈

(
價
)
�
錢
︒
先
爲

錢
@
È
缿
︑
以
令
・
丞
印
封
︑
令
・
令
�
・
賦
�
各
挾
一
辨
︒
_
盡
發
缿

令
・
丞
�
︑
以
中
辨
È
案
雔

(讎
)
錢
︒
錢
輒
輸
少
內
︑
皆
相
與
靡
除
封
印
︑

中
辨
臧

(藏
)
縣
廷
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
111
～
113
)

②
歸
休
卌
日
：
W
親
者
の
死
J
に
p
う
休
暇
や
戍
卒
な
ど
の
休
暇
を
三
十
日
と

す
る
規
定
も
あ
る
︒

|
@
宦
皇
M
者
︑
中
從
騎
︑
歲
予
吿
六
十
日
︒
它
內
官
︑
卌
日
︒
|
官
去
家

二
千
里
以
上
者
︑
二
歲
壹
歸
︑
予
吿
八
十
日
︒
(
二
年
律
令
217
)

●
□
律
曰
︑
冗
募
羣
戍
卒
@
居
貲
贖
責

(債
)
戍
者
@
冗
佐
�
・
均
人
�
︑

皆
二
歲
壹
歸
︑
取
衣
用
︑
居
家
卅
日
︒
其
父
母
□
以
歸
寧
︑
居
室
卅
日
外
q

來
︑
初
行
︑
日
八
十
里
︑
之
署
︑
日
行
七
十
里
︒
當
歸
取
衣
用
︑
貧
︑
毋

(無
)
以
歸
者
︑
貸
︑
日
令
庸
以
逋
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
278
～
279
)

律
曰
︑
諸
<
縣
官
事
︑
而
父
母
若
妻
死
者
︑
歸
寧
卅
日
︒
大
父
母
・
同
產
︑

東 方 學 報

276



十
五
日
︒
(奏
讞
書
180
～
181

案
例
㉑
)

③
險
k
：
險
し
い
k
︒

險﹅

k﹅

傾
仄
︑
且
馳
且
射
︑
中
國
之
騎
弗
與
也
︒
⁝
若
夫
p
原
易
地
︑
輕
車
突

騎
︑
則
匈
奴
之
衆
易
撓
亂
也
︒
(﹃
漢
書
﹄
鼂
錯
傳
)

④
日
行
八
十
里
：
一
日
に
八
十
里
は
官
|
が
移
動
す
る
際
の
標
準
�
な
行
ï
︒

嶽
麓
︹
肆
︺
313
～
314
鯵
�
⑤
參
照
︒

縣
官
毋
得
µ
驂
乘
︑
�
µ
縣
以
律
食
馬
@
禾
之
︑
御
�
言
︑
令
£
獄
乘
恆
馬

者
︑
日
行
八
十
里
︑
e
許
如
<
�
留
Å
︒
不
從
令
︑
貲
二
甲
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺

313
～
314
)

⁝
委
輸
︑
傳
I
重
車
重
c
日
行
五
十
里
︑
空
車
七
十
里
︑
徒
行
八
十
里
︒
⁝

(二
年
律
令
412
)

⑤
|
毋
乘
車
：
乘
車
を
利
用
で
き
な
い
待
Ë
の
|
︒︹
伍
︺
123
～
126
鯵
�
⑮
も

參
照
︒

⑥
之
官
：
勤
務
先
の
官
署
に
赴
く
︒︹
肆
︺
318
～
320
鯵
�
④
參
照
︒

丞
相
議
︑
|
歸
治
病
@
<
它
物
故
︑
免
不
復
之﹅

官﹅

者
︑
令
其
|
舍
人
・
僕
・

︻
庸
︼
行
〼
如
故
︒
事
已
者
︑
輒
罷
歸
︑
以
書
致
其
縣
官
︑
它
官
當
用
者
︑

亦
皆
用
之
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
318
～
319
)

⑦
吿
：
官
|
の
休
暇
︒
こ
こ
で
は
整
理
小
組
も
指
摘
す
る
と
お
り
︑
$
常
の
休

暇
を
指
す
﹁
歸
休
﹂
と
は
衣
な
り
︑﹁
賜
吿
﹂
の
よ
う
な
︑
特
別
に
與
え

ら
れ
た
休
暇
を
指
す
か
︒﹁
吿
﹂
の
�
に
揷
入
さ
れ
る
﹁┐

﹂
は
區
切
れ

を
示
す
も
の
と
は
考
え
に
く
く
︑
そ
こ
に
何
ら
か
の
脫
字
が
あ
っ
た
可
能

性
も
想
定
で
き
る
︒

高
祖
嘗
吿
歸
之
田
︒﹇
李
斐
曰
︑
休
謁
之
名
︑
吉
曰
吿
︑
凶
曰
寧
︒
孟
康
曰
︑

古
者
名
|
休
假
曰
吿
︒
吿
印
¼
嚳
︒
漢
律
︑
|
二
千
石
<
予
吿
︑
<
賜
吿
︒

予
吿
者
︑
在
官
<
功
�
︑
法
�
當
得
也
︒
賜
吿
者
︑
病
滿
三
_
當
免
︑
天
子

優
賜
其
吿
︑
2
得
帶
印
綬
將
官
屬
歸
家
治
病
︒
至
成
M
時
︑
郡
國
二
千
石
賜

吿
不
得
歸
家
︒
至
和
M
時
︑
予
賜
皆
絕
︒﹈
(﹃
漢
書
﹄
高
M
紀
上
)

今
<
司
以
爲
予
吿
得
歸
︑
賜
吿
不
得
︑
是
一
律
兩
科
︑
失
省
𠛬
之
Z
︒
夫
三

�
予
吿
︑
令
也
︒
病
滿
三
_
賜
吿
︑
詔
恩
也
︒
令
吿
則
得
︑
詔
恩
則
不
得
︑

失
輕
重
之
差
︒
印
二
千
石
病
賜
吿
得
歸
<
故
事
︐
不
得
去
郡
J
著
令
︒
(﹃
漢

書
﹄
馮
野
王
傳
)

|
@
宦
皇
M
者
︑
中
從
騎
︑
歲
予
吿
六
十
日
︒
它
內
官
︑
卌
日
︒
|
官
去
家

二
千
里
以
上
者
︑
二
歲
壹
歸
︑
予
吿
八
十
日
︒
(
二
年
律
令
217
)

⑧
釋
歸
居
家
：
任
務
を
離
れ
て
家
に
歸
る
こ
と
か
︒
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
に
よ
り

用
務
を
離
れ
︑
歸
鄕
す
る
こ
と
と
暫
く
解
釋
し
た
︒
だ
が
︑
典
籍
�
料
で

は
﹁
釋
歸
﹂
が
罪
を
許
さ
れ
て
家
に
歸
る
Z
で
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ

を
ふ
ま
え
︑
罪
を
許
さ
れ
て
歸
鄕
す
る
場
合
だ
と
す
る
Z
見
や
︑
先
行
す

る
﹁
吿
﹂
と
同
樣
に
︑
特
別
な
理
由
で
家
に
歸
る
こ
と
で
は
な
い
か
︑
と

い
う
Z
見
も
出
た
︒

以
事
繫
東
郡
發
干
獄
︒
獄
掾
善
爲
禮
︑
瑗
閒
考
訊
時
︑
輒
問
以
禮
說
︒
其
專

心
好
學
︑
雖
顛
沛
必
於
是
︒
後
事
釋﹅

歸﹅

家
︑
爲
度
遼
將
軍
鄧
u
�
辟
︒
(﹃
後

漢
書
﹄
崔
駰
傳
)

聞
正
k
不
行
釋﹅

事﹅

而﹅

º﹅

︑
未
聞
枉
k
以
求
容
也
︒
(﹃
鹽
鐵
論
﹄
論
儒
)

【解
說
︼

官
|
の
休
暇
日
數
と
︑
そ
の
際
の
一
日
あ
た
り
の
移
動
v
離
の
基
準
と
を
規
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定
し
た
條
�
︒
(
<
)
乘
車
か
毋
乘
車
か
で
移
動
v
離
が
衣
な
り
︑
<
乘
車
の

場
合
は
p
坦
な
k
で
の
移
動
v
離
が
長
く
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
�
②
に
擧
げ
た

と
お
り
︑
他
に
も
休
暇
關
連
の
規
定
が
あ
り
︑
身
分
や
休
暇
の
理
由
な
ど
に
よ

り
︑
休
暇
日
數
も
衣
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

條
�
後
`
の
﹁
|┐

吿
﹂
以
影
で
は
︑
こ
の
規
定
が
Æ
用
さ
れ
な
い
例
外
に

つ
い
て
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
�
⑦
で
営
べ
た
と
お
り
︑
そ
こ
に
見
え
る
﹁
吿
﹂

が
$
常
の
休
暇
で
は
h
褄
が
合
わ
な
い
の
で
︑
こ
れ
は
﹁
賜
吿
﹂
な
ど
の
特
別

休
暇
の
こ
と
だ
と
解
釋
し
た
も
の
の
︑﹁
當
行
﹂
の
Z
味
合
い
を
含
め
︑
疑
問

は
殘
る
︒
一
方
の
﹁
釋
歸
居
家
﹂
は
一
時
�
な
休
暇
で
は
な
く
︑
用
務
を
離
れ

て
歸
鄕
す
る
こ
と
と
し
た
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
も
�
⑧
に
営
べ
た
よ
う
な
別
解

が
出
た
︒

《
一
三
六
︾

令
曰
︑
守
以
下
行
縣
①

＝

︑
以
傳
馬
②

・
|
乘
③

給
︒
不
足
︑
毋
賃
④

黔
首
馬
︒
犯

令
@
乘
者
︑
貲
二
甲
︑
廢
⑤

︒

●
郡
卒
令
⑥

己
十
二

136

(
1
6
7
4
)

【譯
︼令

︒
郡
守
以
下
が
縣
を
É
視
す
る
際
に
は
︑
縣
は
傳
馬
や
|
乘
を
荏
給
す
る
︒

不
足
し
た
と
し
て
も
︑
黔
首
の
馬
を
賃
借
し
て
は
な
ら
な
い
︒
令
を
犯
し
た
者

お
よ
び
¤
反
の
馬
を
2
っ
た
者
は
貲
二
甲
で
︑
出
仕
禁
止
と
す
る
︒

●

郡
卒
令
己
十
二

【
�
︼

①
行
縣
：
縣
へ
の
É
視
︒

歲
餘
︑
每
河
東
守
尉
行﹅

縣﹅

至
絳
︑
絳
侯
勃
自
畏
恐
誅
︑
常
被
甲
︑
令
家
人
持

兵
以
見
之
︒
(﹃
�
記
﹄
絳
侯
周
勃
世
家
)

②
傳
馬
：
傳
や
驛
に
備
え
付
け
の
馬
︒

頗
省
乘
輿
馬
@
苑
馬
︑
以
補
邊
郡
三
輔
傳﹅

馬﹅

︒﹇
張
晏
曰
︑
驛﹅

馬﹅

也
︒﹈
(﹃
漢

書
﹄
昭
M
紀
)

駕
傳﹅

馬﹅

︑
一
食
禾
︑
其
Ò
來
<

(
印
)
一
食
禾
︑
皆
八
馬
共
︒
其
數
駕
︑
毋

µ
日
一
食
︒
駕
縣
馬
勞
︑
<

(
印
)
益
壼
︿
壹
)
禾
之
︒
(秦
律
十
八
種
47
)

十
六
︑
相
國
上
長
沙
丞
相
書
言
︑
長
沙
地
卑
濕
︑
不
宜
馬
︑
置
缺
不
備
一
駟
︑

未
<
傳﹅

馬﹅

︑
e
得
買
馬
十
︑
給
置
傳
︑
以
爲
恆
︒
(
二
年
律
令
516
)

傳﹅

馬﹅

・
2
馬
・
都
w
馬
日
x
叔

(
菽
)
一
斗
`
斗
︒
(二
年
律
令
425
)

③
|
乘
：
官
|
が
移
動
の
際
に
2
う
馬
か
︒
後
�
で
は
﹁
馬
﹂
の
賃
借
が
禁
じ

ら
れ
て
お
り
︑
こ
の
﹁
|
乘
﹂
は
﹁
|
乘
馬
﹂
の
こ
と
と
解
釋
し
た
︒

膚
|﹅

乘﹅

馬﹅

篤
︑
苅

(
胔
)
︑
@
不
會
膚
¬
︑
貲
各
一
盾
︒
馬
勞
課
殿
︑
貲
w

嗇
夫
一
甲
︑
令
・
丞
・
佐
・
�
各
一
盾
︒
馬
勞
課
殿
︑
貲
皀
嗇
夫
一
盾
︒

(秦
律
雜
抄
29
～
30
)

其
買
騎
・
輕
車
馬
・
|﹅

乘﹅

・
置
傳
馬
者
︑
縣
各
以
�
買
名
x
數
吿
買
�
內

�
・
郡
守
︑
內
�
・
郡
守
各
以
馬
�
補
名
爲
久
久
馬
︑
爲
致
吿
津
關
︑
津
關

謹
以
藉

(籍
)
・
久
案
閱
︑
出
︒
(二
年
律
令
506
～
507
)

④
賃
：
借
り
る
︒﹁
賃
﹂
は
人
閒
や
動
物
を
2
役
す
る
目
�
で
の
貸
借
の
際
に

用
い
る
︒
嶽
麓
︹
肆
︺
305
鯵
�
③
參
照
︒

⑤
廢
：
罷
免
し
て
出
仕
禁
止
と
す
る
︒︹
肆
︺
212
～
214
�
③
參
照
︒

⑥
郡
卒
令
：
郡
守
を
は
じ
め
と
し
た
郡
の
業
務
を
規
定
し
た
條
�
︒
嶽
麓
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︹
伍
︺
100
～
101
鯵
�
⑩
︑
お
よ
び
﹃
嶽
麓
書
院
�
藏
鯵
︽
秦
律
令

(壹
)
︾

譯
�
﹄
考
證
ç
﹁
廷
內
�
郡
二
千
石
官
共
令
﹂
を
參
照
︒

【解
說
︼

縣
を
視
察
す
る
郡
守
以
下
の
者
に
は
官
<
の
馬
を
2
用
さ
せ
る
こ
と
と
し
︑

そ
の
た
め
の
民
閒
の
馬
の
賃
借
を
禁
じ
た
規
定
︒

《
一
三
七
︾

●
令
曰
︑
郡
守
<
£
治
①

@
縣
官
事
當
案
行
②

@
尉
事
③

不
□
者
︑
□
□
□
□
@

給

(？
)④
︒

●
郡
卒
令
己
十
三

137

(
1
6
8
0
)

【譯
︼●

令
︒
郡
守
が
再
�
査
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
︑
お
よ
び
公
務
が
あ
っ
て
É
視

す
べ
き
と
き
︑
お
よ
び
郡
尉
の
業
務
⁝
な
い
場
合
は
︑
⁝
@
び
⁝
︒

●
郡

卒
令
己
十
三

【
�
︼

①
£
治
：
改
め
て
取
り
�
べ
る
︒︹
肆
︺
24
～
28
鯵
�
㉕
參
照
︒
二
年
律
令
で

は
︑
再
審
ª
求
は
縣
k
官
か
ら
在
�
の
二
千
石
官
に
上
申
し
︑
二
千
石
官

が
都
|
に
命
じ
て
再
�
査
さ
せ
て
い
る
︒

⁝
(
�
略
)
⁝
咸
陽
@
郡
都
縣
恆
以
計
時
上
不
仁
邑
里
@
官
者
數
獄
屬
�
執
灋
︑

縣
k
官
別
之
︑
且
令
都
|
時
£﹅

治﹅

之
︑
以
論
失
者
︒
£
治
之
而
戸
言
e

(
�
)
者
︑
以
自
出
律
論
之
︒
(嶽
麓
︹
肆
︺
27
～
28
)

⁝
(
�
略
)
⁝
乞
鞫
者
各
辭
在
�
縣
k
︑
縣
k
官
令
︑
長
︑
丞
謹
聽
︑
書
其
乞

鞫
︑
上
獄
屬
�
二
千
石
官
︑
二
千
石
官
令
都
|
£
之
︒
都
|
�
£﹅

治﹅

︑
廷
@

郡
各
移
旁
W
郡
︑
御
�
・
丞
相
�
£
治
移
廷
︒
(
二
年
律
令
116
～
117
)

②
案
行
：
É
視
す
る
︒
嶽
麓
︹
伍
︺
85
～
86
鯵
�
①
參
照
︒

寬
饒
初
拜
爲
司
馬
︑
未
出
殿
門
︑
斷
其
襌
衣
︑
令
短
離
地
︑
冠
大
冠
︑
帶
長

劍
︑
躬
案﹅

行﹅

士
卒
廬
室
︑
視
其
飮
食
居
處
︑
<
疾
病
者
身
自
撫
循
臨
問
︑
加

致
醫
藥
︑
Ë
之
甚
<
恩
︒
(﹃
漢
書
﹄
蓋
寬
饒
傳
)

③
尉
事
：
郡
尉
の
職
務
︒
郡
尉
が
不
在
時
に
︑
郡
守
が
郡
尉
の
業
務
を
代
行
す

る
際
の
規
定
が
︑
嶽
麓
︹
柒
︺
に
見
え
る
︒

●
郡
尉
不
存
︑
以
守
行
尉﹅

事﹅

︑
泰
守
不
存
︑
令
尉
爲
叚

(
假
)
守
︒
泰
守
・

尉
皆
不
存
︑
令
□
|
六
百
石
以
上
@
守
|
風

(
諷
)
眞
官
者
爲
叚

(假
)
守

@
行
尉
事
︑
尉
丞
・
守
丞
不
存
︑
令
|
六
百
石
以
上
爲
叚

(假
)
尉
丞
・
守

丞
︒
尉
丞
・
守
丞
柀

(
I
)
不
存
︑
尉
丞
爲
叚

(假
)
尉
丞
守
︑
不
與
尉
同

處
者
︑
尉
節

(
戸
)
不
存
︑
令
|
六
百
石
以
上
爲
叚

(假
)
尉
︒
御
�
e
︒

●
三

(嶽
麓
︹
柒
︺
8
～
10
)

④
□
□
□
□
@
給
：
整
理
小
組
は
!
讀
不
能
の
字
を
五
�
字
と
す
る
が
︑
寫
眞

版
か
ら
は
四
字
し
か
確
�
で
き
な
い
︒﹁
給
﹂
字
は
糸
I
が
見
え
ず
︑
整

理
小
組
も
﹁
(？
)
﹂
を
つ
け
て
い
る
︒﹁
給
﹂
の
用
例
に
は
食
料
な
ど
の

荏
給
や
︑
用
務
を
行
う
こ
と
を
Z
味
す
る
も
の
も
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
�

]
が
不
�
で
あ
る
た
め
︑
譯
出
し
な
い
︒

■
泰
上
皇
時
內
�
言
︑
西
工
室
司
寇
・
隱
官
踐
:
多
貧
不
能
自
給﹅

絃

(糧
)
︒

(嶽
麓
︹
肆
︺
329
)

●
諸
假
弩
矢
以
給﹅

事
者
︑
戸
<
折
傷
□
□
□
辠

□
〼

(
嶽
麓
︹
肆
︺
306
)
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【解
說
︼

釋
讀
で
き
な
い
�
字
が
多
く
︑
條
�
の
內
容
は
不
詳
︒
�
④
に
営
べ
た
と
お

り
︑
整
理
小
組
の
釋
讀
案
に
は
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
ま
た
齊
繼
洩
﹁
讀

︽
嶽
麓
書
院
藏
秦
鯵

(伍
)
︾
札
記

(二
)
﹂
(
鯵
帛
網
二
〇
一
八
年
三
_
九
日
)
は

﹁
不
□
者
︑
□
□
□
□
□
@
給
﹂
の
部
分
に
つ
い
て
︑﹁
不
□
者
﹂
は
﹁
不
給

者
﹂
と
︑﹁
□
@
給
﹂
は
﹁
代
@
給
﹂
と
釋
讀
す
る
が
︑
圖
版
を
見
る
限
り
︑

い
ず
れ
に
も
承
P
し
が
た
い
︒

附

記

・
本
硏
究
班
の
班
員
は
以
下
の
$
り
︒
そ
の
う
ち
譯
�
稿
冒
頭
に
列
擧
し
た
の
は
︑
今
囘

の
譯
�
稿
の
原
稿
作
成
擔
當
者
で
あ
る
︒

飯
田
祥
子

(人
�
硏
・
非
常
勤
硏
究
員
)・
尹
嘉
越

(京
都
大
學
・
特
別
硏
究

生
)・
內
山
崚

(
�
治
大
學
・
0
士
課
ï
)・
太
田
z
衣
子

(國
士
舘
大
學
・
准
敎

�
)・
魏
星

(京
都
大
學
・
0
士
課
ï
)・
金
秉
駿

(韓
國
・
ソ
ウ
ル
大
學
・
敎

�
)・
古
¸
隆
一

(人
�
硏
・
敎
�
)・
佐
�
�
郞

(關
西
學
院
大
學
・
敎
�
)・

齋
�
賢

(日
本
學
à
振
興
會
特
別
硏
究
員
P
D
)・
違
瀟
逸

(中
國
・
武
漢
大

學
・
P
D
硏
究
員
)・
杉
村
伸
二

(
福
岡
敎
育
大
學
・
敎
�
)
・
角
谷
常
子

(龍
谷

大
學
・
特
任
敎
�
)・
曹
天
江

(
中
國
・
中
央
民
族
大
學
・
~
師
)・
髙
田
�
々
子

(
�
治
大
學
・
0
士
課
ï
)・
鷹
取
祐
司

(
立
命
館
大
學
・
敎
�
)・
陳
捷

(人
�

硏
・
非
常
勤
硏
究
員
)・
土
口
�
記

(岡
山
大
學
・
准
敎
�
)・
西
眞
輝

(京
都
大

學
・
非
常
勤
~
師
)・
野
原
將
揮

(人
�
硏
・
准
敎
�
)・
畑
野
吉
則

(立
命
館
大

學
・
助
敎
)・
�
井
律
之

(人
�
硏
・
助
敎
)・
宗
周
太
郞

(大
谷
大
學
・
助

敎
)・
目
黑
杏
子

(京
都
府
立
大
學
・
非
常
勤
~
師
)
・
安
永
知
晃

(關
西
學
院
大

學
・
非
常
勤
~
師
)・
楊
長
玉

(中
國
・
雲
南
民
族
大
學
・
副
敎
�
)・
李
晟

(岡

山
大
學
・
0
士
課
ï
)
・
劉
�

(
岡
山
大
學
・
0
士
課
ï
)・
劉
聰

(岡
山
大
學
・

�
學
硏
究
科
・
0
士
課
ï
)
・
林
怡
冰

(京
都
大
學
・
0
士
課
ï
)・
宮
宅
�

(人

�
硏
・
敎
�
)

・
本
譯
�
は
京
都
大
學
敎
育
硏
究
財
團
の
後
z
に
よ
る
硏
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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